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○議事日程第１号 

平成31年３月１日午前10時00分開会/開議 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 議案第１号～第21号 

日程第３ 議案第22号～第38号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

その他会議 会期の決定（決定） 

に付した事 

件（１） 

 議案第１号 平成31年度網走市一般会計予算（説

明） 

 議案第２号 平成31年度網走市市有財産整備特別

会計予算（同） 

 議案第３号 平成31年度網走市国民健康保険特別

会計予算（同） 

 議案第４号 平成31年度網走市公共下水道特別会

計予算（同） 

 議案第５号 平成31年度網走市網走港整備特別会

計予算（同） 

 議案第６号 平成31年度網走市能取漁港整備特別

会計予算（同） 

 議案第７号 平成31年度網走市簡易水道特別会計

予算（同） 

議案第８号 平成31年度網走市介護保険特別会計

予算（同） 

議案第９号 平成31年度網走市個別排水処理施設

整備特別会計予算（同） 

議案第10号 平成31年度網走市後期高齢者医療特

別会計予算（同） 

議案第11号 平成31年度網走市水道事業会計予算

（同） 

議案第12号 地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例制定について

（同） 

議案第13号 網走市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例制定について

（同） 

議案第14号 網走市手話言語条例制定について

（同） 

議案第15号 報酬職員給与条例の一部を改正する

条例制定について（同） 

議案第16号 網走市ふるさと寄附条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第17号 網走市地区福祉会館条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第18号 網走市立保育所条例の一部を改正す

る条例制定について（同） 

議案第19号 網走市へき地保育所条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第20号 網走市児童館条例の一部を改正する

条例制定について（同） 

議案第21号 網走市公の施設に係る指定管理者の

指定について（同） 

議案第22号 平成30年度網走市一般会計補正予算

（同） 

議案第23号 平成30年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第24号 平成30年度網走市公共下水道特別会

計補正予算（同） 

議案第25号 平成30年度網走市網走港整備特別会

計補正予算（同） 

議案第26号 平成30年度網走市簡易水道特別会計

補正予算（同） 

議案第27号 平成30年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第28号 平成30年度網走市個別排水処理施設

整備特別会計補正予算（同） 

議案第29号 平成30年度網走市水道事業会計補正

予算（同） 

議案第30号 公益的法人等への網走市職員の派遣

等に関する条例制定について（同） 

議案第31号 網走市職員の任免及び服務に関する

条例及び網走市職員給与条例の一部

を改正する条例制定について（同） 

議案第32号 網走市災害弔慰金の支給等に関する

条例の一部を改正する条例制定につ

いて（同） 

議案第33号 網走市地域包括支援センターにおけ

る包括的支援事業の実施に係る基準

を定める条例の一部を改正する条例

平成 31年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 １ 日 

平成 31年３月１日（金曜日） 
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制定について（同） 

議案第34号 網走市公園条例の一部を改正する条

例制定について（同） 

議案第35号 財産の取得について（同） 

議案第36号 財産の取得について（同） 

議案第37号 財産の取得について（同） 

議案第38号 市道の路線認定について（同） 

陳情第56号 消費税率10％への引き上げ断念を求

める陳情（総務経済委員会付託） 

陳情第57号 全国知事会の「米軍基地負担に関す

る提言」の趣旨に基づいて、地方自

治の根幹を脅かす日米地位協定の見

直しを国に求める意見書提出につい

ての陳情（同） 

陳情第58号 奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、

森林環境譲与税（仮称）で順次計画

的に皆伐を進め、天然林に戻すこと

を求める陳情（同） 

陳情第59号 日本国憲法の尊重・擁護に関する陳

情（同） 

─────────────────────── 

○出席議員（１５名） 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

佐々木 玲 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

山 田 庫司郎 

渡 部 眞 美 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長        水 谷 洋 一 

 副 市 長        川 田 昌 弘 

 企画総務部長       岩 永 雅 浩 

 市民環境部長     鈴 木 直 人 

 健康福祉部長      岩 原 敏 男 

 農林水産部長      川 合 正 人 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 観光商工部参事監    二 宮 直 輝 

 建設港湾部長      石 川 裕 将 

 水 道 部 長    佐々木 浩 司 

 企画調整課長    秋 葉 孝 博 

 総務防災課長    岩 尾 弘 敏 

 税 務 課 長    伊 倉 直 樹 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    田 口   桂 

 社会教育部長      猪 股 淳 一 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次 長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00開会 

○工藤英治議長 おはようございます。 

 ただいまから、平成31年網走市議会第１回定例会

を開会いたします。 

 本日の出席議員は15名で、全議員が出席しており

ます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

○工藤英治議長 本日の会議録署名議員として、川

原田英世議員、近藤憲治議員の両議員を指名いたし

ます。 

 

○工藤英治議長 次に、諸般の報告は、既に印刷し

てお手元に配付しておりますから、それによって御

承知願います。 

 また、監査委員から、定期監査の結果及び定期監

査実施後の指導事項に対する措置状況並びに例月出

納検査結果の報告がありましたので、その写しをお

手元に配付しておりますから、それによって御承知

願います。 

 また、市長から、株式会社網走振興公社、株式会

社網走観光振興公社及び一般財団法人北方文化振興

協会に関する経営状況説明書が、物損事故等に係る

和解及び損害賠償額の決定についての専決処分の報
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告がそれぞれ法令に基づき提出がありましたので、

お手元に配付しておりますから、それによって御承

知願います。 

 

○工藤英治議長 次に、本定例会に当たり提出され

ました陳情４件につきましては、文書表にして付託

区分表に記載のとおり、関係常任委員会に付託しま

したから御承知願います。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

 

○工藤英治議長 日程第１、会期の決定についてを

議題といたします。 

 まず、議会運営委員長から、本定例会の会期及び

運営に関する諸般の事項について、発議を求めま

す。 

 佐々木玲子議会運営委員長。 

○佐々木玲子議員 －登壇－ 本年第１回定例会の

運営に関する諸般の事項を協議するため、去る２月

26日午前10時から議会運営委員会を開催しましたの

で、ここにその結果を御報告申し上げ、あわせて会

期の決定に関する動議の提出にかえますとともに、

新年度予算案の審議方法を含め、今議会運営に関す

る諸般の事項につきましても、議員皆様の御了承と

御決定を賜りたいと思います。 

 まず、議会運営委員会当日におきます本定例会の

付議予定案件は、議案38件、その他会議に付すべき

事件１件、さらに、本議会で関係委員会に付託され

ます陳情４件の合わせて43件であります。 

 このような状況と、過去における当初予算を審議

する議会日程等を参考に判断いたしまして、まず会

期でありますが、本日から20日までの20日間とする

ことがよろしいということになった次第でありま

す。 

 また、その間の審議日程につきましては、議会運

営委員会の決定として、既に皆様に配付されており

ます資料のとおりであります。 

 次に、新年度予算案の審査方法でありますが、質

問につきましては、市政執行方針及び教育行政執行

方針並びに市政各般に関する事項を含め、各会派１

名による代表質問ということにしまして、その順序

は、１番目結政の会、２番目志誠会、３番目オホー

ツク、４番目公明クラブの順とすることに決定した

次第であります。 

 また、代表質問終了後は、予算案及び関連議案審

査のため、特別委員会を設置することといたしまし

て、その構成は議長を除く全議員といたします。 

 審査に当たりましては、会計別歳出の款別に順次

行い、それぞれ関連議案を含めて審査することと

し、歳出に対する特定財源となる歳入につきまして

は、歳出の審査時に含めて審査し、一般財源となる

歳入は初日に審査することといたしました。 

 また、特別会計と企業会計はまとめることにいた

しまして、それぞれの区分ごとに細部質疑を行うと

いうことになりました。 

 この特別委員会の設置に必要な議事手続につきま

しては、後日、私から動議を提出いたしたいと思っ

ております。 

 また、特別委員会におけるそのほかの審査手続に

ついては、従前から行われております先例、申し合

わせ事項を尊重して行うこととし、その内容は、お

手元に配付の議会運営委員会の審査結果報告書に記

載のとおりであります。 

 特別委員会の質疑終了後における本会議での取り

扱いにつきましては、後日、議会運営委員会で協議

をすることになります。 

 以上が、議会運営委員会の結果であります。 

どうか本会議におきましても、本委員会の決定ど

おり御承認と御決定を賜り、議事を進められますよ

うお願い申し上げまして、議会運営委員会の結果報

告といたします。 

○工藤英治議長 ただいま議会運営委員長から報告

と発議がありましたが、そのとおり決定することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本定例会の会期は、本日

から３月20日までの20日間とし、運営に関する諸般

の事項につきましても発議のとおり決定いたしまし

た。 

 なお、会期中の審議日程及び本日の議事日程は、

あらかじめ議会運営委員会で決定のありました内容

をもって印刷して配付しておりますから、それによ

って御承知願います。 

 

○工藤英治議長 それでは、ここで開会に当たり、

市長から挨拶があります。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 平成31年第１回定例会

の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 議員の皆様におかれましては、時節柄、何かと御
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多用の中、御参集をいただき、御審議を賜りますこ

とに厚く御礼を申し上げます。 

 さて、本定例会に御提案を申し上げております案

件は、平成31年度各会計予算案と、平成30年度各会

計補正予算案などであります。 

 議案の細部につきましては、後ほどそれぞれ担当

者から御説明を申し上げますので、よろしく御審議

賜りますようお願いを申し上げます。 

 なお、新年度における市政の執行方針につきまし

ては、改めて申し上げたく存じますので、よろしく

御審議賜りますようお願いを申し上げ、簡単ではご

ざいますが、今定例会の開会に当たっての御挨拶と

させていただきます。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第２、議案第１号から

議案第21号までの21件は、平成31年度予算案と、こ

れに関連する議案でありますから、一括して議題と

いたします。 

 まず、市政執行方針について、市長の説明を求め

ます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 平成31年網走市議会第

１回定例会において、予算を初め、関連する議案の

御審議をいただくに当たり、市政執行の所信と施策

の概要を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御

理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 本格的な人口減少・少子高齢化の進展により、保

健、医療、福祉、地域交通など生活基盤の維持さえ

困難な時代を迎えようとしている中、これまで先人

たちが幾多の困難を乗り越えてきたように、市民の

皆様を初め、関係機関、団体など多くの皆様と課題

を共有しながら、一丸となって、まちの魅力を最大

限に生かしたまちづくりを進め、「豊かな自然にひ

と・もの・まちが輝く健康都市網走」の実現を目指

してまいります。 

 さて、昨年は大きな課題に直面した一年でありま

した。 

 ９月６日に発生した北海道胆振東部地震では、道

内に大きな被害をもたらし、その影響により北海道

全域が停電するといった、これまでに経験したこと

のない事態をもたらしました。 

 誰もがそうかからない時間で復旧するだろうと考

えていた中、完全復旧には１週間以上という情報も

流れ、やがて物流もとまり、商店は品薄から次第に

閉店となり、交差点では警察官が手信号で交通整理

を続け、夜は異様な静けさに包まれました。 

 多くの皆さんが、食料やガソリンの確保に、ま

た、情報を得るためにスマートフォンなどの充電に

奔走しました。 

 自然災害が頻発する時代を迎え、日常のインフラ

が失われたときの対応すべきことなどを想定しなが

ら、今日の災害を教訓に安全・安心なまちづくりを

進めていかなければならないと考えております。 

 ＪＲ北海道問題では、国土交通省よりＪＲ北海道

に対して監督命令が発出され、平成31年度及び平成

32年度を「第１期集中改革期間」として、ＪＲ北海

道と地域の関係者が一体となって利用促進やコスト

削減などに取り組むこととされました。 

 既に釧網本線では、沿線自治体やＪＲ北海道、さ

らには外部事業者などとも連携し、観光鉄道として

の価値を高める取り組みを進めているところです

が、引き続き関係機関との連携を深めながら取り組

んでまいります。 

 女満別空港を含む道内７空港一括民間委託では、

応募者に対する第１次審査が行われ、今後、第２次

審査を経て、夏には優先交渉権者が選定されます。

こうした動向を注視しつつ、好機を逃すことなく、

航空ネットワークの充実強化、広域観光の振興、地

域特性を生かした空港づくりなどを念頭に、運営会

社との連携の構築を図ってまいります。 

 政府は、財政健全化への着実な取り組みを進める

とともに、幼児教育の無償化を初めとする人づくり

革命の推進や、第４次産業革命とも言われる技術革

新等を通じた生産性革命の実現に向けた設備や人材

への力強い投資などにより、誰もが生きがいを持っ

て充実した生活を送ることができる一億総活躍社会

実現の取り組みを加速するとし、一方で、厳しい財

政状況を踏まえ、「新経済・財政再生計画」に掲げ

る歳出改革を着実に推進するとしております。 

 平成31年度一般会計予算の規模は、臨時・特別の

措置を除くと99兆4,285億円、税収においては62兆

4,950億円で、前年度当初比5.8％の増となり、基礎

的財政収支は２兆205億円の改善となりました。 

 一方、公債依存度は、前年度当初比2.3ポイント

の減となる32.2％となりますが、依然として高い水

準にあり、国の財政は引き続き厳しい状況にあるも

のと考えています。 

 当市の現状といたしましては、歳入環境では、社

会保障費の増額に伴い一般財源総額が微増となって

いるものの、歳出環境では、依然として高い公債費
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負担が続く中、急速に進む少子高齢化に伴う社会保

障費の増加に加え、公共施設の耐震化及び老朽化対

策に取り組まなければならないなど、裁量的な経費

の上積みは見込めない状況であり、今後も財政規律

を念頭に、新たな総合計画に定める将来像の実現に

向け、課題の解決と将来を展望した施策を展開する

とともに、将来にわたって持続可能な行政運営を図

るため、「網走市公共施設等総合管理計画」及び

「第４次網走市行政改革推進計画」に基づき、効率

的で効果的な行政運営に努めてまいります。 

 平成31年度の新年度予算は、一般会計の当初予算

は233億3,648万3,000円で、対前年度比プラス2,439

万6,000円、0.1％の増となっております。 

 また、九つの特別会計では、117億5,507万4,000

円となり、対前年度比プラス6,766万円、0.6％の

増、水道事業会計では、17億954万円で、対前年度

比5.7％の増となったところです。 

 平成31年度は、新たな総合計画を長期ビジョンと

しながら、五つの視点を重点施策として、まちづく

りに取り組んでまいります。 

 一つ目は、「ひとにやさしいまち」です。 

 誰もが安心して暮らせるまちを念頭に、地域医療

や救急医療の維持、充実に努め、開業医の誘致に取

り組んでまいります。 

 また、自殺の予防に向けて広報、啓発に取り組む

とともに、相談に携わる人材の育成を図ってまいり

ます。 

 子供のインフルエンザの発症と重症化を防ぐため

の予防接種の無料化では、対象範囲を高校生まで拡

大し、中学生を対象に実施してきた胃がんリスク検

診では、成人も検診できる機会を提供してまいりま

す。 

 介護支援に係るボランティア活動に対してはポイ

ント制度の導入を進め、認知症高齢者には見守り体

制の構築を進めるなど、地域で支え合うまちづくり

を推進してまいります。 

 このほか、手話言語条例を制定し、手話に対する

理解の促進を図り、市が主催する大会等の進行では

手話通訳を取り入れてまいります。 

 二つ目は「安全・安心なまち」です。 

 災害対応力の向上が喫緊の課題であるとの認識の

もと、災害時の地域住民等への多様かつ有効な情報

伝達手段を確保するため、ＦＭあばしりと連携し、

手法を確立するとともに、避難行動要支援者や高齢

者のほか、区長、民生委員、町内会長を対象に自動

起動ラジオを無償で貸与いたします。また、コミセ

ンなど避難所の非常用電源や防災備蓄品の充実を進

めてまいります。 

 公共施設の耐震化については、さまざまな角度か

ら検討を進めてまいりましたが、市庁舎建設を優先

課題として、建設基本構想の策定に向け、検討を進

めてまいります。 

 インフラの老朽化対策では、道路、公園の補修、

改修に重点的に取り組むほか、郊外地区の道路整備

を進めてまいります。 

 また、快適な住環境づくりでは、高齢者にはまち

なか居住を進め、潮見団地の建てかえにあたって

は、子育て世帯にも配慮した住環境づくりに取り組

んでまいります。 

 三つ目は、「にぎわいと交流を生むまち」です。 

 基幹産業の力強く持続的な発展を目指して、農業

については、引き続き国及び道と連携し、ジャガイ

モシロシストセンチュウの蔓延防止と防除に万全を

尽くすとともに、今後の輪作体系の一つと期待され

る、もち麦の栽培促進に取り組んでまいります。 

 また、近年、ヒグマの目撃情報が増加傾向にある

ことから、専門家と連携しながら、生育状況の調査

やその対応を検討してまいります。 

 水産業については、網走湖のシジミ資源の安定化

に向けた調査研究を進めるほか、引き続き水産加工

の衛生管理体制づくりや水産物のブランド化を推進

してまいります。 

 観光については、経営視点に立った、多様な連携

による戦略的な観光地域づくりを目指して、ＤＭＯ

の設立を推進いたします。 

 なお、ＤＭＯの設立に当たっては、網走駅にその

拠点を設け、市と観光協会が連携を深めながらとも

に取り組むとともに、駅のにぎわいの創出も図って

まいります。 

 また、小清水町及びモンベルとの連携により、オ

ホーツクＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴを開催し、アド

ベンチャートラベルの推進とフィールドとしての魅

力の向上を図ってまいります。 

 このほか、天都山展望台・オホーツク流氷館と道

の駅流氷街道網走では、魅力アップに向けた方策の

検討を進め、より多くの皆様が集う魅力的な施設を

目指してまいります。 

 ラグビーワールドカップ2019日本大会における、

フィジー代表と日本代表のキャンプの受け入れに当

たっては、選手の皆様が最高のパフォーマンスを発
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揮できるよう万全の環境を準備するとともに、市民

との交流を図ってまいります。 

 中心市街地の活性化については、網走中央商店街

振興組合やまちづくり会社まちなか網走などと連携

をより一層深め、イベントの開催など中心市街地の

にぎわいの創出に取り組んでまいります。 

 市場開拓・販路拡大では、引き続きふるさと納税

制度の積極的な活用により、特産品のＰＲに努めて

まいります。 

 深刻化する人手不足に対しては、国の制度を活用

し、東京圏からの移住者の起業・就業に対する支援

のほか、運転手確保に取り組むバス、タクシー事業

者を支援してまいります。 

 また、交通事業者や関係機関との連携を図りなが

ら、持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け

て、公共交通網形成計画の策定を進めてまいりま

す。 

 四つ目は、「安心して子育てができるまち」で

す。 

 妊娠から子育てまで、さまざまなニーズに対応し

た切れ目のない支援を目指して、保健センター内に

子育て世代包括支援センターを設置するほか、アプ

リを活用した電子母子手帳の導入や、お子さんの発

達や社会性の悩みに対して、５歳児健康相談を開始

いたします。 

 また、出産後の母親の健診費用の助成や産後ケア

の取り組みなどを通して、母子ともに心と体の健康

づくりを推進してまいります。 

 子供を持ちたいと希望し、不妊治療を受けている

方に対しては、不妊治療費の助成を拡充するととも

に、不育症治療費に対しても助成してまいります。 

 今春には統合保育園と児童センターが、さらに

は、へき地保育所が開館いたします。統合保育園で

は新たに病後児保育に取り組み、へき地保育所では

バス通園の無償化を図ってまいります。 

 このほか、国の制度に基づく幼児教育、保育の無

償化を進めてまいります。 

 また、子供たちを取り巻く環境が大きく変化する

中で、学校、保護者、地域の皆さんがともに知恵を

出し、それぞれの立場で主体的に子供たちの成長を

支えていくコミュニティ・スクールの導入を進める

とともに、より一層の教育環境の充実に努めてまい

ります。 

 五つ目は、「課題解決に取り組む行政運営」で

す。 

 人口減少・少子高齢化の進展、頻発する自然災

害、経済のグローバル化や高度情報化など私たちを

取り巻く環境が急速に大きく変化する中、ＪＲ北海

道問題を初めとする生活基盤の存続問題や、道内７

空港一括民間委託の推進など、基礎自治体の枠を超

えたさまざまな課題に直面しています。 

 このような中、市民、団体、企業、行政など多様

な自治の担い手がそれぞれの特性を生かしながら、

市内外での連携を図り、迅速かつ柔軟に市政の課題

解決に取り組む行政運営を目指してまいります。 

 次に、「網走市総合計画」に定める将来像「豊か

な自然にひと・もの・まちが輝く健康都市網走」の

実現に向けて具体的に取り組む主な施策を、五つの

目標に沿って改めて御説明いたします。 

 第１は、「一人ひとりを大切にするやさしいま

ち」づくりです。 

 市民の皆様が生涯を通じて健康で安心して暮らせ

るよう、健康都市連合加盟都市と情報を共有しなが

ら、保健・医療、健康づくりの施策を一体的に推進

してまいります。 

 生活習慣病の予防では、あばしりベジラブル運動

の普及啓発とともに、対象事業に参加した方にポイ

ントを付与するあばしり健康マイレージ事業に加

え、みなし健診の導入により特定健診の受診率の向

上を図ってまいります。 

 若い世代に対しましては、新たにファスト健診に

取り組むことで壮年期の生活習慣病の発症や悪化を

予防してまいります。 

 また、「第３次網走市食育推進計画」の策定を進

め、地域特性を生かした食育の推進を図ってまいり

ます。 

 受動喫煙の防止対策では、健康増進法を踏まえて

対策を進めてまいります。 

 子供のインフルエンザの発症と重症化を防ぐため

の予防接種の無料化は、対象範囲を高校生まで拡大

し、中学生を対象に実施してきた胃がんリスク検診

では、成人も検診できる機会を提供してまいりま

す。 

 母子の健康づくりでは、切れ目のない相談体制の

確立とともに電子母子手帳の導入、産後ケアの推進

のほか５歳児健康相談に取り組み、さらに、不妊治

療費と不育症治療費の助成にも取り組んでまいりま

す。 

 地域医療については、斜網地域の４町と連携し、

周産期医療体制の支援のほか開業医の誘致に取り組



- 7 -  

むとともに、引き続き看護師と薬剤師の養成、確保

に取り組む医療機関を支援し、医療体制の維持、充

実に努めてまいります。 

 地域福祉については、市民の皆様を初め団体、関

係機関との連携を深め、地域の支え合いを念頭に総

合的に取り組んでまいります。 

 高齢者福祉については、引き続き保健、医療、福

祉、地域など関係機関と情報や課題の共有に努め、

連携強化を図りながら、地域包括ケアシステムの構

築を推進しつつ、介護支援に係るボランティアポイ

ントの導入や認知症高齢者の見守り体制づくりを進

めてまいります。 

 また、引き続き介護福祉士の確保に取り組む事業

者を支援するとともに、事業者との情報交換を密に

しながら、介護職員の離職の防止や定着促進を図っ

てまいります。 

 障がい者福祉については、手話言語条例の制定や

北海道障がい者スポーツ大会の開催などを通して、

障がい者の自立と社会参加の促進、市民の障がい者

に対する理解の促進に努めるとともに、障がい児の

福祉サービスでは、国の制度に加えて、サービス全

般の無償化を進め、保護者の負担軽減を図ってまい

ります。 

 また、関係機関と連携を図りながら、障がい者の

自立した生活や就労を推進してまいります。 

 子育て支援については、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目のない総合的な支援の提供を初め、病後

児保育やへき地保育所でのバス通園の無償化、国の

制度に基づく幼児教育、保育の無償化に取り組んで

まいります。 

また、引き続き子供の医療費助成や子供の活動支

援、地域での子供の居場所づくりなど、子供の成長

に応じた支援の充実を図ってまいります。 

ひとり親家庭については、経済的支援とともに、

親と児童の健康保持及び福祉の増進を図るための医

療費助成や、親の就労支援に引き続き取り組むほ

か、国の制度による低所得者及び子育て世帯を対象

としたプレミアム付商品券の販売や、未婚のひとり

親に対する支援に取り組んでまいります。 

第２は、「豊かな自然と共生する安心なまち」づ

くりです。 

市街地の整備については、網走川周辺のにぎわい

の創出を図るため、モヨロ地区の緑地整備、網走川

左岸の散策路整備を一体的に進めてまいります。 

道路については、集中豪雨に対する市道の冠水対

策や非常用電源の整備、通学路の安全対策に加え、

道路、橋梁、公園の老朽化対策と郊外地区の道路整

備を重点的に進めるとともに、適切な維持管理に努

め、施設の長寿命化を図ってまいります。 

冬期対策については、ロードヒーティングの計画

的な改修などにより、効率的な除雪体制を図ってま

いります。 

港湾については、施設の老朽化対策を進めるとと

もに、大型客船の誘致に当たっては、他港との連携

を図り、ポートセールスやキーパーソンの招聘に取

り組んでまいります。 

漁港については、静穏域の確保等、機能保全計画

に基づく整備、補修を管理者である北海道へ要望し

てまいります。 

公共交通については、持続可能な公共交通ネット

ワークの構築に向けて、公共交通網形成計画の策定

を進めてまいります。 

ＪＲ北海道問題については、地域利用の促進で

は、乗車運賃の助成対象の範囲拡大や、市民団体等

による自発的な取り組みを支援するとともに、市民

の皆様を初め、団体や企業などへマイレール運動を

提唱してまいります。 

また、観光利用の促進では、外部事業者、沿線自

治体、ＪＲ北海道などと連携し、観光鉄道としての

実証事業に取り組むとともに、鉄道利用者の市内宿

泊の増加を図ってまいります。 

引き続き鉄路の維持存続に向けて、多様な連携を

図りながら、迅速かつ柔軟な対応に努めてまいりま

す。 

女満別空港を含む道内７空港一括民間委託につい

ては、航空ネットワークの充実強化、広域観光の振

興、地域特性を生かした空港づくりなどを念頭に、

運営会社との連携の構築を図ってまいります。 

市民の安全・安心については、災害時の情報伝達

手段として、ＦＭあばしりを活用した手法の確立と

ともに、避難行動要支援者や高齢者、区長、民生委

員、町内会長を対象に自動起動ラジオを無償で貸与

いたします。 

また、避難所の非常用電源や防災備蓄品の充実を

進めるほか、土砂災害ハザードマップの作成や、町

内会等を対象にした防災訓練や防災研修に取り組ん

でまいります。 

耐震化対策が必要な市庁舎以外の公共施設につい

ては、引き続き施設ごとに耐震化の方策や時期など

について総合的な検討を進めてまいります。 
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消防については、北海道消防大会の開催やポンプ

車の更新などを進め、消防力の充実強化を図ってま

いります。 

地球環境の保全については、環境の保全と創造に

関する施策の基本となる「網走市環境基本計画」を

市民に周知し、地球温暖化対策の啓発を進めてまい

ります。 

自然環境の保護については、濤沸湖の魅力及び濤

沸湖水鳥・湿地センターのＰＲとあわせ、ボランテ

ィア団体の活動支援や人材育成を目的にモンベルと

の連携により講演会を開催し、環境保全と賢明な利

用を推進してまいります。 

廃棄物処理については、引き続き市民の皆様にご

み分別の意義をお伝えし、御理解と御協力を賜りな

がら、分別手法の浸透を図ってまいります。 

公営住宅については、潮見団地の建てかえに当た

り、子育て世帯を対象にしたエリアを設定しなが

ら、よりよい住環境づくりを進めてまいります。 

また、引き続き所得が一定基準の範囲内にある 

子育て世帯を対象にした民間賃貸住宅の供給を推進

し、高齢者にはまちなか居住を推進してまいりま

す。 

空き家対策については、空き家バンク、住宅の解

体費支援など総合的な対策を推進してまいります。 

上水道については、安全で安心な水を安定して各

家庭に届けるため、導水管や配水管の布設がえなど

を計画的に行ってまいります。 

下水道については、河川・湖沼の水環境の保全を

図る施設整備とともに非常用電源の整備を進めてま

いります。 

第３は、「ひとが集いにぎわいと活力を生むま

ち」づくりです。 

農業では、国及び道とともにジャガイモシロシス

トセンチュウの蔓延防止と防除に万全を尽くすとと

もに、もち麦の栽培促進やスマート農業の推進を図

るほか、大空町、東京農業大学と連携した大麦やナ

ガイモなどの機能性に着目した高付加価値化の推進

と、インターンシップを活用した労働力確保の構築

に取り組みます。 

林業については、森林の持つ木材生産と環境保全

という多面的機能の維持と再生を図るため、計画的

な森林整備とともに林道施設の適切な維持管理に努

め、施設の長寿命化を推進してまいります。 

また、近年、ヒグマの目撃情報が増加傾向にある

ことから、専門家と連携をしながら、生育状況の調

査やその対応を検討してまいります。 

漁業については、濤沸湖のシジミ漁業の再生支援

や能取湖のホッカイエビの資源増大に加えて、網走

湖のシジミ資源の安定化に向けた調査研究を進める

ほか、海面・内水面における漁場環境保全や増養殖

対策、網走湖及び能取湖の水質・資源調査を支援

し、漁家経営の安定化を図ってまいります。 

水産加工振興については、衛生管理体制づくりの

支援や水産物のブランド化の推進のほか、当市にゆ

かりのある企業や東京網走会、友好都市などとの連

携により、地場水産物のＰＲとともに、ふるさと納

税制度の活用により消費拡大を図ってまいります。 

観光については、戦略的な観光地域づくりを目指

して、ＤＭＯの設立を推進するとともに、網走の魅

力の創出と発信を図るため、小清水町及びモンベル

との連携によりオホーツクＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩ

Ｔを開催するほか、天都山展望台・オホーツク流氷

館と道の駅流氷街道網走では、魅力アップに向けた

方策を検討してまいります。 

天空の里エリアでは、店舗等の集積や魅力の向上

を図り、オホーツク網走マラソン2019では、より魅

力的に進化し続ける大会を目指して、市民の皆様と

ともに取り組んでまいります。 

外国人観光客の誘致については、広域・地域連携

を基本にマーケットの特性に合わせたプロモーショ

ン活動と広域周遊観光の取り組みを進め、誘客促進

を図ってまいります。 

 中心市街地対策については、網走中央商店街振興

組合やまちづくり会社まちなか網走などとの連携に

より、イベントの開催や地域商社機能の強化、空き

店舗の活用などを支援し、中心市街地の活性化を図

ってまいります。 

 企業誘致については、引き続き地域特性に即した

誘致活動を推進するとともに、再生可能エネルギー

発電の排熱利用などについて調査研究を進めてまい

ります。 

なお、ＮＧＫオホーツクの工場増設の完成に伴

い、投資額及び雇用増に対し補助金を交付いたしま

す。 

ものづくりについては、国内販売・海外輸出の促

進と対外競争力の強化を図るため、引き続き北海道

ＨＡＣＣＰの導入や新製品の創出及び販路の拡大に

対する支援のほか、起業化支援に取り組み、セミナ

ーなどの開催を通してものづくりに対する機運の醸

成や支援制度の周知を図ってまいります。 
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 また、地域の経済活性化を担う人材育成に取り組

む東京農業大学の６次産業化・農商工連携の取り組

みを支援してまいります。 

 市場開拓・販路拡大では、ふるさと納税制度の積

極的な活用を図りながら、特産品のＰＲに努めてま

いります。 

 就労対策では、女性や高齢者の就労支援に努める

とともに、企業のＵ・Ｉターンの取り組みを支援す

るほか、国の制度を活用し、東京圏からの移住者の

起業・就業に対する支援に取り組んでまいります。 

また、運転手確保に取り組むバス、タクシー事業

者を支援してまいります。 

勤労者福祉については、地域における建築関連技

能技術者の確保、養成及び地域定着の促進に取り組

んでまいります。 

第４は、「豊かなひとを育むまち」づくりです。 

 就学前施設から小学校への円滑な接続と連携のた

めに、幼児と児童との交流や教職員が教育内容や指

導方法の相互理解を深め、いわゆる小１プロブレム

の未然防止を図るため、幼稚園・保育園・認定こど

も園・小学校の連携を進めてまいります。 

 学校教育については、教育内容の充実、学校運営

の改善、教育環境の整備に努めることにより、子供

たちの確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和の

とれた成長を促す取り組みを推進してまいります。 

 このため、学習支援員を配置し習熟度別授業や少

人数指導などの取り組みとともに、小学校にタブレ

ット型パソコンを整備しＩＣＴ機器を活用した教育

の充実のほか、英語指導助手を増員し英語教育の充

実を図るなど、授業の円滑な進行と質の向上に努め

てまいります。 

 また、児童の学力・体力向上を図るため、東京農

業大学の学生ボランティアによる土曜日学習サポー

ト及び日本体育大学の指導者による子供への指導や

教員研修に引き続き取り組んでまいります。 

 特別支援教育では、特別な支援を必要とする子供

たちの学校生活や学習活動をサポートする支援員を

配置してまいります。 

さらに、学校と地域が連携・協働により学校の運

営に取り組む仕組み「コミュニティ・スクール」の

導入を促進するとともに、校務の情報化と効率化を

進め、教育の質の向上と教員の事務負担の軽減を図

り、全ての教員が子供たち一人一人と向き合う時間

を確保することができるよう取り組んでまいりま

す。 

 高等教育については、網走南ヶ丘高校定時制課程

の振興のための助成に加え、下校時の通学手段の確

保を支援するとともに、東京農業大学や学校支援地

域本部との連携による教育ボランティアの拡大に努

めてまいります。 

 東京農業大学については、学生確保対策として、

地元や友好都市等から入学する学生への学資支援金

の給付を引き続き実施してまいります。 

 日本体育大学附属高等支援学校については、経済

的負担を軽減するため、入学費用の一部を支援する

とともに、施設整備や教育活動に対して必要な支援

を引き続き実施してまいります。 

 社会教育については、市民の主体的な学習が豊か

で潤いのある地域づくりへと進展していく契機とな

るように学びの場の充実を図り、学校の魅力や価値

を再発見し、新たな発想や創造のための学習機会を

提供してまいります。 

 また、子供たちの豊かな心や感性、たくましく生

きる力を育み、夢を持って生きることのすばらしさ

を学ぶ、子ども夢育事業に取り組むとともに、青少

年の学習環境の整備を図るほか、高等教育機関等と

連携し、市民への多様な学習機会を提供してまいり

ます。 

 図書館については、各種資料の収集や整備・保存

に努め、多くの市民が読書に親しめる環境づくりに

取り組んでまいります。 

 美術館・博物館では、市民の自主的な学習活動や

学習成果の社会還元を支援するため、企画展示や普

及活動を実施してまいります。 

 芸術文化については、多くの市民がすぐれた芸術

文化に触れ、豊かな人間性を育む芸術文化活動の充

実を図るため、さまざまな芸術文化公演の鑑賞機会

を提供するとともに、芸術系大学、団体等の合宿誘

致により芸術文化の活動拠点づくりを図るほか、将

来が期待される若手美術家の作品を収集し、公共施

設等に展示いたします。 

 モヨロ貝塚については、郷土を代表する古代モヨ

ロ文化を伝える文化講座の開催などにより史跡を広

くＰＲし、まちのシンボリックイメージとしてのモ

ヨロ文化の定着を図ってまいります。 

 郷土博物館建物については、国の重要文化財指定

を目指し、引き続き必要な取り組みを進め、博物館

網走監獄については、重要文化財の耐震診断調査を

支援してまいります。 

 スポーツについては、競技スポーツはもとより、
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生涯にわたり気軽にスポーツに親しみ、健康の維

持・増進が効果的に図られる環境整備を行ってまい

ります。 

 また、トップアスリートなどが夢先生として学校

を訪問し授業を行う夢の教室を引き続き市内の全小

学校で開催し、児童の健全育成に取り組むととも

に、全道大会、全国大会に出場するスポーツ少年団

へ遠征費用を支援し、子育て世帯の負担軽減を図っ

てまいります。 

 障がい者スポーツについては、障がいのある人

が、それぞれの状態に応じたスポーツに親しむ環境

づくりにより活動の場を広げながら、体を動かす喜

びの体感を通じて健康増進や体力の向上につなげる

とともに、障がい者スポーツ選手や指導者の育成を

図ってまいります。 

 また、日体大屋内直線走路については、関係機関

と連携を深めながら、地域のスポーツ拠点として利

活用を進めてまいります。 

 スポーツ合宿の誘致については、ラグビーワール

ドカップ2019日本大会におけるフィジー代表と日本

代表のキャンプの受け入れに当たり、万全の環境を

準備するとともに、市民との交流を図ってまいりま

す。 

 また、引き続き東京オリンピック・パラリンピッ

クのキャンプ地としての誘致活動に取り組んでまい

ります。 

 国際交流については、東京オリンピック・パラリ

ンピックのホストタウン登録に伴い、オーストラリ

アと韓国の選手、関係者との交流や文化交流を推進

してまいります。 

 また、姉妹都市であるポートアルバーニ市とは、

引き続き青少年の交流を中心に友好を深めてまいり

ます。 

 大韓民国蔚山広域市南区との交流は、引き続き市

民の主体的な友好交流の促進を図ってまいります。 

 ロシアとの交流については、国の動向などを注視

し、経済活動や人的交流の取り組みの可能性につい

て調査研究してまいります。 

 地域間交流では、交流人口の拡大による地域経済

への波及効果を高めるため、網走の食材を扱う市外

事業者やふるさと寄附をいただいた方々を中心にあ

ばしり応援人・応援隊を募り、さまざまな分野で網

走のＰＲを進めてまいります。 

 また、網走で働くことを希望する若者を大都市圏

から募る地域おこし協力隊に引き続き取り組み、移

住・定住の促進に努めます。 

 さらに、首都圏を初めとする他地域から健康で学

習意欲旺盛な中高年代の方々の東京農業大学生物産

業学部大学院での受け入れなどの実証を通して、網

走版ＣＣＲＣ構想の推進と課題の検証に取り組んで

まいります。 

 第５は、「ともに歩み、ともに築く協働のまち」

づくりです。 

 地域協働については、まちづくりの主体である市

民の地域活動の核である町内会、さまざまな分野で

活動している市民活動団体などの多様な組織・団体

とともに取り組んでまいります。特に、住民による

助け合い支え合う共助と地域力の向上を図る町内会

活動への理解と市民活動の活性化を支援してまいり

ます。 

 広報・広聴分野では、広報紙の充実に努めるとと

もに、さまざまな情報伝達手段を活用して、正確で

的確な市政情報の提供に努めてまいります。 

 また、まちづくりふれあい懇談会、みんなの市長

室、市長への手紙などを引き続き行い、市民ととも

に築くまちづくりを進めてまいります。 

 行政運営の取り組みについては、「網走市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状況や達成度を

検証・分析するとともに、必要な見直しを進めてま

いります。 

また、「網走市公共施設等総合管理計画」及び

「第４次網走市行政改革推進計画」に基づき、公共

施設等の適正配置と効率的で効果的な事務事業の推

進を図り、健全な財政運営を目指してまいります。 

 広域連携については、北海道大学公共政策大学院

を初めとする連携協定を締結している大学、企業な

どとの連携のほか、ＪＲ北海道問題での沿線自治体

との連携、観光や空港の振興を軸とした連携、さら

には地方創生の取り組みに関する連携など、多様な

連携の構築により市政の課題に取り組んでまいりま

す。 

また、大空町と形成した定住自立圏では、共生ビ

ジョンに基づき、公共施設の利用料フラット化及び

土曜日における小中学生の社会教育施設利用料の無

料化など、圏域形成に必要な生活機能の確保を図る

取り組みを引き続き進めてまいります。 

本格的な人口減少・少子高齢化の進展により、さ

まざまな課題が顕在化し、生活基盤の維持さえ困難

な時代を迎えようとしていますが、市民の皆様を初

め、団体、企業、行政など多様な連携を図りなが
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ら、知恵と工夫を寄せ合い、網走の持つさまざまな

魅力を最大限に生かしたまちづくりを進めること

で、この難局を乗り越え、豊かで美しい自然の中、

ひと・もの・まちが輝き続け、誰もが健康で安心し

て暮らすことのできる網走の実現を目指してまいり

ますので、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御

協力をお願い申し上げます。 

○工藤英治議長 次に、教育行政執行方針につい

て、教育長の説明を求めます。 

 教育長。 

○三島正昭教育長 －登壇－ 平成31年第１回定例

会の開催に当たり、教育行政の基本的な考え方と施

策の大要について申し上げます。 

 今日、我が国は人口減少や少子高齢化に加え、情

報化やグローバル化といった社会的変化が人間の予

測を超えて加速度的に進展する時代にあって、直面

する課題の解決と将来にわたって安全・安心で心豊

かな生活を確保することが求められており、地方創

生の実現に向けた教育の役割が重要となっていると

ころであります。 

 このような中、教育を取り巻く情勢も大きく変化

してきており、学校教育においては、新しい時代に

必要となる資質・能力の育成に向け、道徳教育や外

国語教育、情報教育の充実、子供の実態やニーズに

応じた特別支援教育の推進などが求められており、

社会教育においては、さまざまな課題解決、自己実

現のための生涯学習の推進、学習機会の提供などが

求められております。 

 教育委員会としましては、社会がどのように変化

しようとも、子供たちがふるさとへの誇りと愛着を

持ち、みずから考え主体的に判断し、よりよく問題

を解決する資質や能力、他人を思いやる心や感動す

る心など豊かな人間性、そして、たくましく生きて

いくための健康や体力をバランスよく育んでいくこ

とに努めるとともに、市民誰もが主体的に学び続

け、学びの成果が生かされる生涯学習社会の実現を

目指し、教育行政の充実・発展に尽力してまいりま

す。 

 さまざまな教育課題に対応するため、「第２次網

走市学校教育計画」「第４次網走市社会教育長期計

画」などを初めとする各種プランに基づき、学校、

家庭、地域や大学など関係機関との連携を一層強化

して、各種施策を推進してまいります。 

 この後は、教育施策の概要について申し上げま

す。 

 第１に、幼児教育と小学校教育の連携についてで

あります。 

 学校教育においては、幼児期の教育を通して育ま

れた資質・能力を踏まえて教育活動を実施し、子供

が主体的に学びに向かうことが重要であり、そのた

めには幼児教育と学校教育の連携が不可欠でありま

す。 

このため、子供が円滑に小学校生活を始められる

よう幼児と小学校児童との交流を充実させるととも

に、教職員間で教育内容や指導方法についての情報

交流や相互理解が深められるよう幼稚園・保育園・

認定こども園・小学校の連携を進めてまいります。 

 第２に、義務教育についてであります。 

 みずから学び、みずから考え、豊かで幸せな人生

を切り開いていくことができる生きる力を育むため

に、知識及び技能の習得・思考力・判断力・表現力

の育成、学びに向かう力・人間性の涵養が実現され

るよう一人一人に応じたきめ細かな指導の充実を図

ってまいります。 

 また、みずからの夢や希望に向かって、自立して

社会でたくましく生きていくために必要な総合的な

人間力の基礎を身につけた子供たちを育むため、学

校、家庭、地域社会、行政がそれぞれの役割と責任

を果たすとともに、引き続き高等学校や大学との連

携を図りながら、さまざまな施策を推進してまいり

ます。 

 初めに、確かな学力についてでありますが、当市

の児童生徒は、全国学力・学習状況調査における全

国平均との差が年々縮まるなど改善の傾向が見られ

ておりますが、学習内容の確実な定着には、一人一

人の状況を的確に把握し、生活習慣や家庭学習の指

導も含め、きめ細かな指導の充実が必要でありま

す。 

 そのため、学力の課題やこれまでの取り組みの成

果を教育委員会、学校、家庭、地域が共有するとと

もに、授業におけるＩＣＴ機器の活用、網走市読書

感想文コンクールや土曜学習サポート（あばしり寺

子屋）などの取り組みを推進してまいります。 

 また、教員の専門的知識や指導技術の向上を図る

ため、引き続き市内全校での公開研究会の開催や、

外国語教育に係る研修、各種研究会や研修会への参

加による学習指導方法の工夫改善の取り組みを進め

るとともに、学校間の情報共有や小中連携による教

育活動を推進します。 

 わかる授業の実現に向けたきめ細かな指導の充実
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につきましては、学習支援員を配置し、算数・数学

科で少人数指導を実施するとともに、実物投影機、

大型テレビ、タブレット型パソコンなどのＩＣＴ機

器を活用した学習指導の充実を図ってまいります。 

 また、校務支援システムを活用し、校務の情報化

により教育の質の向上とともに教員の事務負担の軽

減を図り、全ての教員が子供一人一人と向き合う時

間を確保することができるよう取り組んでまいりま

す。 

 土曜日や長期休業中、放課後における学習機会の

創出・支援につきましては、東京農業大学や市内高

等学校と連携し、学生ボランティア等による取り組

みを推進してまいります。 

 また、家庭、地域と連携した学力向上の方策とし

て、家庭での学習習慣を確立するための生活リズム

チェックシートの積極的な活用を図るとともに、基

本的な生活習慣の定着や学習習慣の確立に努めてま

いります。 

 豊かな心を育む教育につきましては、自他の持っ

ているよさを大切にし、思いやりの心を育んでいけ

るよう道徳教育の充実を図ってまいります。そのた

めに、読書活動の推進や自然体験、ボランティア活

動などあらゆる教育活動を通して、自立心や自律

性、思いやりの心を培い、子供たちの豊かな人間性

や社会性を育む教育を推進してまいります。 

 健やかな体の育成につきましては、みずから心身

の健康を大切にする気持ちや運動の楽しさ、喜びを

実感できる体育活動を通して、心身ともに健康で元

気に生活できる健やかな体を持った子供の育成を目

指してまいります。 

楽しく達成感が味わえる体育授業を初め、全小中

学校が行う一校一実践の取り組み、タグラグビーの

推進、オホーツク網走マラソンへの参加促進などに

努めるほか、引き続き日本体育大学との連携のも

と、大学指導者による子供への指導や教員研修を通

して、体力向上に向けた取り組みを推進してまいり

ます。 

 次に、生徒指導につきましては、ＳＮＳ（ソーシ

ャルネットワーキングサービス）の利用上のトラブ

ルやいじめ、不登校などさまざまな課題に適切に対

応できるよう各学校における情報モラルに関する指

導や相談体制を充実させるとともに、関係機関との

連携を図りながら、これらの未然防止、早期発見に

努めてまいります。 

 特に、いじめ問題は、事実関係の早期把握に基づ

く適切な対応による解決が必要となることから、学

校における教職員間の情報の共有や指導体制の充実

を図るとともに、児童生徒理解に努めるほか、各学

校の児童会・生徒会等が行ういじめ防止に関する活

動を交流したり、子供たちがいじめの問題について

主体的に考える機会として開催する網走市子ども会

議などの取り組みを継続してまいります。 

 また、相談窓口を広く持ち、その機会をふやすこ

とにより問題の芽を早期に解消し、きめ細やかな指

導につなげるためスクールカウンセラーを複数名配

置するとともに、家庭児童・教育相談室の活用促

進、さらには適応指導教室（クリオネ学級）での不

登校児童生徒への学習支援の取り組みを進めてまい

ります。 

 特別支援教育につきましては、特別な支援を必要

とする子供への対応を充実させ、一人一人の教育的

ニーズに応じた適切な指導や支援が重要でありま

す。特別支援学級や通常学級に支援員を配置するほ

か、学校職員間での情報の共有、教職員や支援員を

対象にした研修会の開催、各小学校の特別支援学級

に配置したタブレットパソコンの活用などを図りな

がら、特別支援教育の充実に努めてまいります。 

 経済的理由によって就学が困難な児童生徒の就学

援助につきましては、全ての児童生徒が義務教育を

円滑に受けることができるよう努めてまいります。 

 登下校時の児童生徒の安全確保につきましては、

網走市通学路交通安全プログラムに基づき、交通安

全、防犯、防災の観点から通学路危険箇所の安全確

保に向けた取り組みを進めるとともに、各地域にお

いての見守り活動を側面的に支援し、スクールガー

ドリーダーを継続して配置するほか、パトロール活

動用の資材の整備、関係行政機関等で組織する子供

の安全確保連絡会議との連携などにより、子供たち

を不審者等から守る取り組みを継続して行ってまい

ります。 

 学校図書館につきましては、引き続き図書館のよ

りよい環境づくりや蔵書の充実を図るとともに、学

校図書館司書の配置により、本に親しむ習慣を子供

たちに根づかせるための方策を推進しながら、読書

環境の一層の充実に努めてまいります。 

 市内小中学校における音楽活動につきましては、

全道大会や全国大会へ出場するなど、活躍している

ところであります。 

 各校で所有する楽器につきましては、引き続き計

画的な楽器の更新及び修繕により音楽活動を支援し
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てまいります。 

 学校施設の整備につきましては、計画的な整備に

取り組み、老朽化等に伴う学校施設の効果的かつ効

率的な整備を進めるとともに、児童の安全確保及び

学校施設の環境改善の取り組みを推進してまいりま

す。 

 次に、学校給食につきましては、本年度も給食用

備品の整備や設備の改善を進めるなど、子供たちに

安全で安心な学校給食の提供に努め、給食食材の産

地公表を引き続き実施するとともに、地産地消の取

り組み及び子供たちが食に関する正しい知識と望ま

しい食習慣を身につけることができるよう食育につ

いて推進してまいります。 

 このほか、地域とともにある学校づくりを目指

し、地域の住民、企業、教育機関等が持つ人的資源

や技能などを生かした学習環境づくりを進めるとと

もに、学校と家庭、地域が一体となった学校運営が

できる仕組みとしてコミュニティ・スクールの導

入、推進に努めます。そのことにより、学校と地域

住民等が９年間でどのような子供たちを育てるの

か、地域でどのような教育を実現していくのかとい

う目標やビジョンを共有しながら、地域と一体とな

った特色ある学校づくりを推進します。 

 第３は、高等学校・高等教育についてでありま

す。 

 小中学生が高等学校・大学と交流する機会を充実

することで、将来を見通した学習への興味・関心や

学ぶ意欲の向上を図ってまいります。 

また、網走南ヶ丘高校定時制課程振興のための助

成を引き続き実施していくとともに、定時制生徒の

下校時の公共交通手段確保に係る支援を行ってまい

ります。東京農業大学生物産業学部や学校支援地域

本部事業との連携による市内小中学校での農大生や

一般市民の教育ボランティアの拡充に努めてまいり

ます。 

 向学心があり学業成績は優秀であるが、経済的に

厳しい家庭の子供の大学就学に対する給付型奨学金

については、引き続き実施します。また、奨学資金

貸付制度につきましても、従来同様の運用を図って

まいります。 

 第４に、生涯学習についてであります。 

 市民の自主的で主体的な学びや市民相互の学習活

動は、豊かな人間性を育み、地域力を高める大きな

力となるものであります。 

 そのため、継続した学習活動による市民の自己実

現が促進されるよう学習活動への支援や資料の収

集、情報提供の充実を図るとともに、学習の成果が

生かされる環境の整備に努めてまいります。 

 図書館につきましては、市民の生涯学習の支援や

さまざまな生活課題の解決のため、幅広い図書資料

の収集・整備の充実を図ってまいります。 

 子どもの読書活動推進計画につきましては、現在

の第３次計画の評価を行い、北海道子どもの読書活

動推進計画との整合性を図りながら、第４次計画の

策定に取り組んでまいります。 

また、子供の読書活動を推進するため、学校など

と連携した事業を引き続き実施するほか、図書館内

外でのよみきかせ会の開催や読書ノートの整備、絵

本パック事業の拡充などに努めてまいります。 

 高齢者や障がいのある方々の読書活動の推進につ

きましては、ボランティア団体等との協働による読

書機会の充実に努めてまいります。 

 第５に、社会教育についてであります。 

 社会の変化や人々の価値観が多様化する中、網走

の特色ある地域資源や歴史・文化について、その魅

力や価値を再認識するあばしり学講座を初め、生活

や地域の課題解決に向け、世代を問わずさまざまな

活動が結び合える契機となるよう、市民の学習課題

や学習要求に対応した各種講座を開設してまいりま

す。 

 また、高等教育機関等と連携した多様な学習機会

を提供するとともに、地域ぐるみで学校教育を支援

する学校支援地域本部事業や放課後子ども教室推進

事業のほか、子供たちの学習活動に市民が指導者と

なって活躍するロセトクラブや宇宙の学校など、市

民や関係団体と連携し、子供たちへ質の高い学習機

会を提供してまいります。 

 また、子供たちが夢を持って生きることの大切さ

を実感し、感性豊かな心を育て、たくましく生きる

力を育むため、夢や人生などをテーマにした学習の

機会を創出してまいります。 

 さらに、高齢者の学習活動の場となる寿大学で

は、世代間交流や学習成果の発表など多様な学習活

動により、高齢者の学習意欲や活動意欲の向上に努

めてまいります。 

 第６に、家庭教育についてであります。 

 子供たちが生き生きと健やかに成長していくため

には、家庭と地域がともに学び、地域全体の教育力

を高めていくことが重要であり、引き続き学校を初

め地域、関係団体等と連携を図りながら、子供たち
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の発達段階に対応した各事業を実施してまいりま

す。 

 第７に、芸術文化についてであります。 

 市民文化の高揚は、地域社会に豊かさと潤いをも

たらし、創造性豊かな地域づくりの基礎になるもの

であります。そのため、市民の誰もがすぐれた芸術

文化に触れることができるよう、世代を超えて楽し

めるさまざまな分野の芸術鑑賞事業を実施するほ

か、クラシック音楽鑑賞会の企画運営を行う実行委

員会への支援や市民の文化活動に対する支援につき

ましても引き続き実施してまいります。 

また、芸術文化合宿につきましては、網走の地域

性を生かした誘致活動に引き続き取り組み、まちの

にぎわいと芸術文化の拠点づくりに努めてまいりま

す。 

 美術館につきましては、すぐれた美術作品を鑑賞

する機会を提供するため、郷土が誇る作家の作品を

中心にした常設展・収蔵作品展を開催いたします。 

 また、企画展では、日本画の新たな可能性を追求

した鼓動する日本画展や、紙の原料となる繊維を使

い立体作品として表現する半谷学展を開催いたしま

す。 

さらに、小中学生のための美術展、市内各学校へ

の出張美術館を引き続き実施するほか、各種講座や

作品解説会を開催するなど、子供たちを初めとする

美術教育の普及活動を推進してまいります。 

 また、若手の美術家を応援する取り組みとして、

市内にその作品を展示する事業に引き続き取り組ん

でまいります。 

 博物館につきましては、みずからが住む地域を理

解し、郷土を語ることのできる博物館として、展示

や資料の充実に一層努めてまいります。 

 また、企画展として、網走のまちの歩みを振り返

る網走の街並み展と太古の網走の自然をテーマにし

た網走の化石展を開催するほか、博物館友の会の協

力を得ながら、各種講座・見学会・観察会などを開

催し、子供たちや市民の学習機会の充実と教育普及

活動を推進してまいります。 

 第８に、文化財についてであります。 

 国史跡モヨロ貝塚についての学習講座の開催な

ど、モヨロ貝塚のＰＲに努めるとともに、郷土博物

館建物について国の重要文化財指定を目指し、講演

会等を開催してまいります。 

 また、国指定の重要文化財である博物館網走監獄

の建造物に対する耐震診断につきましては、引き続

き支援を行ってまいります。 

 第９にスポーツについてであります。 

 スポーツに対するニーズは、スポーツを取り巻く

環境の変化や健康に対する意識の高まり、高齢化社

会の進展などに伴い多様化・高度化してきており、

競技スポーツの振興とともに、それぞれの能力や状

況に応じた健康の維持・増進に取り組むため、生涯

にわたりスポーツに親しむことができる環境づくり

が求められております。 

 このため、各種スポーツ教室を初め、高齢者を対

象とした通年型の教室、子供とその親を対象とした

事業の実施等、スポーツへの参加機会を提供すると

ともに、市民の豊かなスポーツライフの実現を目指

してまいります。 

 また、障がい者スポーツの振興を図るため、市内

関係団体や日本体育大学附属高等支援学校と連携

し、障がい者スポーツ教室の開催や指導者育成のた

めの支援などを行ってまいります。 

 さらに、アスリート及び指導者の育成を図るため

のスポーツ教室の開催など、日本体育大学のリソー

スを活用した取り組みを進めてまいります。 

 次に、スポーツ合宿事業につきましては、競技ス

ポーツの振興と地域活性化を目指し、関係機関や団

体との連携を図りながら、誘致活動と定着に努める

とともに、障がい者スポーツなど、より幅広い合宿

誘致に向けた取り組みを行ってまいります。 

また、ラグビーワールドカップ2019のフィジー代

表公認キャンプ地及び日本代表チームの事前キャン

プ地に決定されたことに伴い、両チームの合宿受け

入れに向けて万全の体制で取り組んでまいります。 

 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係

るホストタウン構想につきましては、オーストラリ

アと韓国について、合宿誘致のほか文化交流事業な

どを推進してまいります。 

 さらに、国内トップアスリートによるホクレン・

ディスタンスチャレンジ網走大会を初め、市内で開

催が予定されている全道規模の大会など、各種スポ

ーツ大会の開催を支援してまいります。 

 最後に、国際化対応についてであります。 

 幼児や小学生などが外国語や外国の文化・風習な

どになれ親しむ環境づくりとして、国際理解のため

の体験型学習や英会話指導員による語学指導を引き

続き実施してまいります。 

 また、子供たちが網走と関係の深い諸外国の生活

や文化等を学ぶことができる機会の創出にも努めて
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まいります。 

 以上、平成31年度における教育行政推進に当たっ

ての教育施策の概要について申し上げました。 

 教育委員会といたしましては、社会がどのように

変化しようとも、子供たちがみずからの夢や希望に

向かって、自立して社会でたくましく生きていくた

めに必要な総合的な人間力の基礎を身につけること

ができるよう、学校・家庭・地域が共通の認識のも

と関係機関・関係団体等との連携を図りながら、本

市教育のより一層の充実・発展に全力で取り組んで

まいりますとともに、生涯を通して豊かに学ぶこと

のできる生涯学習社会の構築に努めてまいります。 

 市民の皆様並びに議員各位の一層の御理解と御協

力を心からお願いを申し上げます。 

○工藤英治議長 ここで暫時休憩いたします。 

午前11時24分休憩 

午前11時34分再開 

○工藤英治議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 平成31年度予算案の説明を求めます。 

 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました、議案第１号から第10号までの平

成31年度各会計予算につきまして、御説明を申し上

げます。 

 網走市各会計予算書をごらん願います。 

 最初に、１ページ、議案第１号の一般会計予算で

ございます。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に関する定めでご

ざいます。 

 予算の総額は233億3,648万3,000円で、歳入歳出

予算の款項の区分及び金額は２ページから６ページ

までの第１表のとおりでございます。 

 第２条は、債務負担行為の設定でございます。 

 内容は、７ページの第２表に記載のとおり、期

間、限度額を設定するものでございます。 

 第３条は、地方債に関する定めでございます。 

 内容は、８ページの第３表に記載のとおり、起債

の限度額等について定めるものでございます。 

 第４条は、一時借入金の限度額を定めるものでご

ざいまして、最高額を70億円とするものでございま

す。 

 第５条は、歳出予算の流用について定めるもので

ございます。 

 職員給与費につきまして、同一款内における項間

の流用について可能とするものでございます。 

 次に、９ページ、議案第２号市有財産整備特別会

計では、予算総額１億4,110万円でございます。 

 次に、11ページ、議案第３号国民健康保険特別会

計では、予算総額44億7,744万6,000円でございま

す。 

 次に、15ページ、議案第４号公共下水道特別会計

では、予算総額16億6,657万8,000円でございます。 

 次に、19ページ、議案第５号網走港整備特別会計

では、予算総額11億7,687万7,000円でございます。 

 次に、21ページ、議案第６号能取漁港整備特別会

計では、予算総額２億7,803万9,000円でございま

す。 

 次に、23ページ、議案第７号簡易水道特別会計で

は、予算総額8,085万円でございます。 

 次に、25ページ、議案第８号介護保険特別会計で

は、予算総額33億2,102万円でございます。 

 次に、29ページ、議案第９号個別排水処理施設整

備特別会計では、予算総額8,076万5,000円でござい

ます。 

 各会計予算の最後、33ページ、議案第10号後期高

齢者医療特別会計では、予算総額５億3,239万9,000

円でございます。 

 続きまして、予算の内容につきまして御説明を申

し上げます。 

 お手元に配付しております資料１号、平成31年度

予算資料の２ページをお開き願います。 

 一般会計の歳入歳出を科目別にあらわしたもので

ございますが、特徴的な予算の増減について御説明

をいたします。 

 初めに、歳入、９の環境性能割交付金ですが、

2,628万5,000円の皆増となります。これは、税制改

正において車体課税の見直しに伴うものでございま

す。 

次に、12地方交付税ですが、前年度比較はプラス

１億6,300万円、2.6％の増となっております。 

 なお、地方交付税の振替分である臨時財政対策債

を合わせた実質的な金額はプラス8,000万円、1.2％

の増となっております。 

 １から13までの一般財源の計では、環境性能割交

付金、地方交付税の増により、前年度比較はプラス

２億2,254万円4,000円、1.8％の増となっておりま

すが、先ほどの臨時財政対策債を考慮した実質的な

金額はプラス１億3,954万4,000円、1.1％の増とな

っております。 
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 次に、15使用料及び手数料ですが、前年度比較は

マイナス１億1,334万2,000円、12.8％の減となって

おり、これは市立保育園の統廃合に伴う保育所使用

料の減によるものでございます。 

 次に、19寄附金ですが、前年度比較はプラス６億

円、85.7％の増となっており、これはふるさと寄附

金の増によるものでございます。 

次に、20繰入金ですが、前年度比較はプラス

8,285万1,000円、7.9％の増となっており、これは

ふるさとのまちづくり基金を活用することによるも

のでございます。 

 次に、23市債ですが、前年度比較はマイナス９億

6,720万円、33.3％の減となっており、これは北地

区の統合保育所・児童センター及び西部地区の統合

へき地保育所の整備完了による減でございます。 

 次に、３ページの歳出でございます。 

 初めに、２総務費ですが、前年度比較はプラス５

億1,516万8,000円、27.6％の増となっており、これ

は緊急告知防災ラジオ整備及びふるさと寄附金基金

積立金の増によるものでございます。 

 次に、民生費ですが、前年度比較はマイナス６億

6,999万1,000円、8.9％の減となっており、これは

北地区における統合保育所・児童センター及び西部

地区での統合へき地保育所の整備が完了したことに

よるものでございます。 

 次に、７商工費ですが、前年度比較はプラス３億

7,820万7,000円、22.7％の増となっており、これは

ふるさと寄附の返礼に係る関連経費の増によるもの

でございます。 

 次に、８土木費ですが、前年度比較はマイナス１

億5,904万6,000円、5.0％の減となっており、これ

は市営住宅の建設工事完了によるものでございま

す。 

 次に、10教育費ですが、前年度比較はプラス１億

4,125万9,000円、7.5％の増となっており、これは

小学校のＩＣＴ教育環境整備及びラグビーワールド

カップキャンプ地受け入れに伴う関連経費によるも

のでございます。 

 次に、４ページ、性質別使途内訳表をごらんくだ

さい。 

 初めに、２物件費ですが、前年度比較はプラス４

億2,085万3,000円、11.6％の増となっており、これ

はふるさと寄附の返礼に係る関連経費の増によるも

のでございます。 

 次に、５補助費等ですが、前年度比較はプラス２

億5,982万9,000円、10.8％の増となっており、これ

はジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除対策の

事業費及びプレミアム付商品券発行事業による増で

ございます。 

 次に、６普通建設事業費(１)の補助事業ですが、

前年度比較はマイナス５億1,139万2,000円、49.4％

の減となっており、これは市営住宅建設及び北地区

統合保育所・児童センター整備の完了による減でご

ざいます。 

 (２)の単独事業ですが、前年度比較はマイナス１

億1,341万5,000円、８％の減となっており、これは

西部地区における統合へき地保育所の整備完了によ

る減でございます。 

 ５ページ以降は、主要事業調書でございます。施

策の体系ごとに整理をしておりますので、後ほどご

らんいただきたいと存じます。 

 以上、一般会計及び特別会計予算につきまして御

説明を申し上げましたが、よろしく御審議賜ります

ようお願いを申し上げます。 

なお、市税概要につきましては、税務課長から御

説明申し上げますので、私からの説明を終わらせて

いただきます。 

○工藤英治議長 税務課長。 

○伊倉直樹税務課長 －登壇－ 引き続き、市税の

概要につきまして御説明申し上げます。 

 同じく資料１の予算資料の26ページ、第１表、平

成31年度歳入予算額調をごらんください。 

 この表は、平成31年度市税歳入の予算額を税目別

に記載し、平成30年度との比較増減についてあらわ

したものでございます。 

 表中、最下段の合計欄をごらんください。 

平成31年度市税の予算計上額総計は47億7,112万

1,000円で、平成30年度当初予算と比較しますと

2,684万6,000円の増となってございます。 

 次に、27ページの第２表、平成29年・平成30年・

平成31年度市税調定（収入）額調をごらんください。 

 この表は、平成29年度の調定額と収入の決算額、

平成30年度の調定見込額と収入の見込額、平成31年

度の調定見込額を税目ごとに比較したものでござい

ます。 

 表の最下段の合計欄をごらんください。 

平成31年度の調定見込額は50億262万2,000円でご

ざいます。平成29年度との対比では97.9％、平成30

年度との対比では98.5％となってございます。 

 各税目別の現年度・過年度課税に係る対前年の調
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定見込額と比較いたしますと、個人市民税が対前年

比100.6％、法人市民税が91.7％、交付金、納付金

を除く固定資産税が99.8％、軽自動車税が102.4％、

軽自動車税の環境性能割が皆増、市たばこ税が

94.3％、入湯税が100.0％、都市計画税が100.1％と

なりまして、全体では、下から三つ目になりますが、

99.3％となるものでございます。 

 次に、28ページの第３表、市民税課税額調をごら

んください。 

 この表は、個人市民税の現年度分の課税標準額と

税額の見込みを所得区分ごとに前年度と比較したも

のでございます。 

 表の最下段の合計欄をごらんください。 

平成31年度の調定税額は20億4,290万円で、前年

度の調定税額と比較しますと100.6％となってござ

います。これは、構成割合が大きい給与所得及び漁

業所得に関しまして、前年比で微増の見込みとなっ

ていることが主な要因でございます。 

 次に、29ページ上段の第４表、固定資産税課税額

調をごらんください。 

 この表は、固定資産税の課税標準額と調定税額の

見込みを資産の区分別に前年度と比較したものでご

ざいます。 

 土地につきましては、市街地を中心とする地価下

落の影響により、調定税額でマイナス297万4,000円、

課税標準額の対前年比は99.1％となってございます。 

 家屋については、平成30年中に大規模な非木造家

屋の新増築はありませんでしたが、家屋全体では新

増築の件数が前年を若干上回ったこともあり、調定

税額でプラスの962万1,000円、課税標準額の対前年

比は101.0％の見込みとなってございます。 

 償却資産については、近年見られた大規模な新規

の設備投資がなく、例年並みの設備更新にとどまる

ことを見込み、調定税額でマイナス1,002万7,000円、

課税標準額の対前年比は97.4％の見込みとなってご

ざいます。 

 平成31年度の固定資産税の合計は、調定税額で16

億9,636万9,000円となりまして、平成30年度の最終

調定見込み税額と比較しますと、マイナス338万円、

課税標準額の対前年比は99.8％の見込みとなってご

ざいます。 

 次に、下段の第５表、市税負担額調をごらんくだ

さい。 

 この表は、滞納繰越及び交付金、納付金を除きま

して、市民税、固定資産税、その他の税に区分し、

１世帯当たりと市民１人当たりの市税負担額につい

て年度ごとにあらわしたものでございますので、御

一読いただきたいと存じます。 

 以上で、市税の概要につきまして説明を終わらせ

ていただきます。よろしく御審議賜りますようお願

い申し上げます。 

○工藤英治議長 水道部長。 

○佐々木浩司水道部長 －登壇－ ただいま御上程

いただきました議案第11号平成31年度網走市水道事

業会計予算について御説明申し上げます。 

 お手元にお配りしております、平成31年度網走市

水道事業会計予算書の１ページをごらんいただきた

いと存じます。 

 初めに、平成31年度の予算規模でございますが、

収益的収入と資本的支出との合計額の17億954万円

となっており、前年度との比較では5.7％の増とな

っております。 

 以下、条文に従いまして御説明申し上げます。 

第１条は、総則でございます。 

第２条は、業務の予定量を定めるものでございま

す。 

第３条は、営業活動に伴う収益的収入及び支出の

予定額を定めており、事業収益の総額を９億9,189

万8,000円、事業費用の総額を９億39万円としてお

ります。 

第４条は、水道施設の整備など建設改良に伴う収

入及び支出の予定額を定めており、資本的収入の総

額で２億6,060万円、資本的支出の総額で７億1,764

万2,000円を予定しており、収支の不足額につきま

しては、当年度分消費税資本的収支調整額のほか、

括弧内に記載の資金をもちまして補填しようとする

ものでございます。 

 次に、２ページをごらんいただきたいと存じます。 

第５条から第10条までは、企業債、一時借入金、

予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費、利益剰余

金の処分、重要な資産の取得及び処分に関して、そ

れぞれ記載のとおり定めようとするものでございま

す。 

なお、３ページ以降に説明書として関係資料を添

付してございますので、あわせてごらんいただきた

いと存じます。 

以上、議案第11号平成31年度網走市水道事業会計

予算の内容について御説明申し上げましたが、よろ

しく御審議賜りますようお願い申し上げます。 
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○工藤英治議長 ここで、昼食のため休憩いたしま

す。再開は午後１時といたします。 

午前11時53分休憩 

午後１時00分再開 

○工藤英治議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 次に、平成31年度予算関連議案の説明を求めます。 

 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第12号から議案第13号及び議

案第16号につきまして、一括して提案理由の説明を

申し上げます。 

初めに、議案第12号地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例制定について御説明を申し上げます。 

議案資料の１ページ、資料２号をごらん願います。 

 改正の趣旨でございますが、地方公務員法及び地

方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計

年度任用職員制度が導入されたことから、関係する

条例を整理しようとするものでございます。 

会計年度任用職員制度は、職の定義、勤務形態、

採用方法、服務及び懲戒、給料・報酬、手当・費用

弁償、各種保険、年金を明確化し、統一的な取り扱

いとするものでございます。 

整理する条例は、網走市職員定数条例など記載の

八つの条例でございます。 

改正の内容でございますが、会計年度任用職員の

勤務時間や休暇、給与、適用除外の規定を設けるほ

か、文言を整理しようとするものでございます。 

施行期日は、平成32年４月１日から施行しようと

するものでございます。 

次に、議案第13号網走市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例制定について御説明を申

し上げます。 

議案資料の７ページ、資料３号をごらん願いま

す。 

制定の趣旨でございますが、地方公務員法及び地

方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計

年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項を定

めるため、条例を制定しようとするものでございま

す。 

制定の内容でございますが、第１条は趣旨、第２

条は給与、第３条はフルタイム会計年度任用職員の

給料、第４条はフルタイム会計年度任用職員の職務

の級、第５条はフルタイム会計年度任用職員の号

俸、第６条は準用、第７条は端数処理、第８条は期

末手当、第９条は退職手当、第10条は勤務１時間当

たりの給与額の算出、第11条は給与の減額、第12条

はパートタイム会計年度任用職員の報酬、第13条か

ら第16条は時間外勤務等の報酬、第17条はパートタ

イム会計年度任用職員に対する期末手当、第18条は

報酬の支給、第19条はパートタイム会計年度任用職

員の勤務１時間当たりの報酬額、第20条はパートタ

イム会計年度任用職員の報酬の減額、第21条は英会

話指導助手の報酬、第22条は給与からの控除、第23

条はパートタイム会計年度任用職員に対する通勤に

係る費用弁償、第24条はパートタイム会計年度任用

職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償、第

25条は委任について、それぞれ規定するものでござ

います。 

施行期日は、平成32年４月１日から施行しようと

するものでございます。 

なお、経過措置として、嘱託職員が引き続き会計

年度任用職員として任用された場合で、その給料月

額が施行日前日の賃金月額に達しない場合には、そ

の差額を給料として支給するものでございます。 

次に、議案第16号網走市ふるさと寄附条例の一部

を改正する条例制定について御説明を申し上げま

す。 

議案資料の11ページ、資料６号をごらん願いま

す。 

改正の趣旨でございますが、市政の喫緊の課題に

対応するため、ふるさと寄附金の使途を拡大し、広

く寄附を募るために当該条例の一部を改正しようと

するものでございます。 

改正の内容でございますが、寄附金を財源として

実施するふるさと寄附事業に地域医療体制の維持・

充実、地域公共交通の維持・活性化、公共施設等の

耐震化対策の３事業を加え、あわせて、寄附金の管

理運用並びに使途指定に係る規定を変更しようとす

るものでございます。 

施行期日は、平成31年４月１日から施行しようと

するものでございます。 

以上、議案第12号から議案第13号及び議案第16号

につきまして提案理由の御説明を申し上げました

が、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○工藤英治議長 健康福祉部長。 

○岩原敏男健康福祉部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第14号及び議案第17号から第
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21号につきまして、一括して提案理由の御説明を申

し上げます。 

初めに、議案第14号網走市手話言語条例制定につ

いて御説明申し上げます。 

議案資料９ページ、資料４号をあわせてごらん願

います。 

障害者基本法や障害者の権利に関する条約により

手話が言語として明確に位置づけられたことにより、

手話に対する理解は広がりつつあり、手話が言語で

あるとの認識の普及をさらに進める必要があります。 

そのようなことから、手話が言語の一つとして尊

重され、聴覚障がい者があらゆる場面で手話を使用

できる社会の実現に寄与するため、この条例を制定

しようとするものでございます。 

条例の内容でございますが、条例は全７条からな

り、目的、権利の尊重、市の責務、市民の理解と役

割、施策の推進、財政上の措置、委任について、各

条で規定しようとするものでございます。 

施行期日につきましては、平成31年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

次に、議案第17号網走市地区福祉会館条例の一部

を改正する条例制定について御説明申し上げます。 

議案資料13ページ、資料７号をあわせてごらん願

います。 

 改正の趣旨でございますが、老朽化が進んでおり

ました網走市卯原内生活館を平成31年３月31日で閉

館することとし、これに伴う当該条例の所要の改正

をしようとするものでございます。 

 改正の内容でございますが、第２条の表から網走

市卯原内生活館の項を削除しようとするものでござ

います。 

 施行期日につきましては、平成31年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

 次に、議案第18号網走市立保育所条例の一部を改

正する条例制定について御説明申し上げます。 

 議案資料14ページ、資料８号をあわせてごらん願

います。 

 改正の趣旨でございますが、市立すずらん保育園

及び市立たんぽぽ保育園が平成31年３月31日で閉園

することに伴い、当該条例の所要の改正をしようと

するものでございます。 

 改正の内容でございますが、第２条の表から網走

市立すずらん保育園及び網走市立たんぽぽ保育園の

項を削除しようとするものでございます。 

 施行期日につきましては、平成31年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

 次に、議案第19号網走市へき地保育所条例の一部

を改正する条例制定について御説明申し上げます。 

 議案資料15ページ、資料９号をあわせてごらん願

います。 

 改正の趣旨でございますが、旧さんごそう保育

園、嘉多山保育園の２施設を統合する新たなさんご

そう保育園が卯原内地区に平成31年４月に開園する

ことに伴い、当該条例の所要の改正をしようとする

ものでございます。 

 改正の内容でございますが、一つ目に、第２条の

表から嘉多山保育園の項を削除、二つ目に、第２条

の表のさんごそう保育園の位置及び入所定員の変

更、三つ目に、さんごそう保育園に指定管理者制度

を導入しようとするものでございます。 

 施行期日につきましては、平成31年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

 次に、議案第20号網走市児童館条例の一部を改正

する条例制定について御説明申し上げます。 

 議案資料16ページ、資料10号をあわせてごらん願

います。 

 改正の趣旨でございますが、網走市立北児童館が

平成31年３月31日で閉館することに伴い、当該条例

の所要の改正をしようとするものでございます。 

 改正の内容でございますが、第２条の表から網走

市立北児童館の項を削除しようとするものでござい

ます。 

 施行期日につきましては、平成31年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

 次に、議案第21号網走市公の施設に係る指定管理

者の指定について御説明申し上げます。 

 議案資料17ページ、資料11号をあわせてごらん願

います。 

 ここに記載しております網走市さんごそう保育園

の指定管理者につきまして、選定委員会において網

走市へき地さんごそう保育園運営委員会を選定しま

したので、この指定につきまして、地方自治法の規

定に基づき、議会の議決を得ようとするものであり

ます。 

 なお、指定期間につきましては、平成31年４月１

日から平成35年３月31日までの４年間とするもので

あります。 

 以上、議案第14号及び議案第17号から第21号につ

きまして一括して御説明を申し上げましたが、よろ

しく御審議賜りますようお願い申し上げます。 
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○工藤英治議長 学校教育部長。 

○田口桂学校教育部長 －登壇－ ただいま御上程

をいただきました議案第15号報酬職員給与条例の一

部を改正する条例制定について、提案理由を御説明

申し上げます。 

議案資料の10ページ、資料５号をごらんいただき

たいと存じます。 

 初めに、条例改正の趣旨でございますが、コミュ

ニティ・スクールの導入に当たり、地域に設置する

学校運営協議会の委員を委嘱することに伴い、当該

条例の所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、新旧対照表に記載の

とおり、学校運営協議会委員を追加するものでござ

います。 

 施行の期日につきましては、公布の日から施行し

ようとするものでございます。 

 以上、議案第15号につきまして御説明を申し上げ

ましたが、よろしく御審議賜りますようお願い申し

上げます。 

○工藤英治議長 以上で、新年度予算案及びこれに

関連する議案の提案理由の説明を終わります。 

 なお、ただいま提出されました新年度予算案及び

これに関連する議案の審議につきましては、議会運

営委員会の決定に基づきまして、後日、市政執行方

針及び教育行政執行方針並びに市政各般の事項とあ

わせ、各会派１名による代表質問を行い、代表質問

終了後は、予算案等審査のための特別委員会を設置

し、細部質疑を行うことになります。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第３、議案第22号から

議案第38号までの17件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第22号から議案第28号及び議

案第30号から議案第31号並びに議案第35号から議案

第36号につきまして、一括して提案理由の御説明を

申し上げます。 

 初めに、議案第22号から議案第28号までの平成30

年度各会計補正予算について御説明を申し上げま

す。 

 議案資料の18ページ、資料12号をごらん願いま

す。 

 １．歳入歳出予算の補正でございますが、一般会

計では３億979万2,000円の追加、国民健康保険特別

会計では6,845万7,000円の追加、介護保険特別会計

では財源の補正をしようとするものでございます。 

 補正の款項の区分及び金額につきましては、各会

計議案第１表に記載のとおりでございます。 

 ２．繰越明許費の補正でございますが、年度内に

事業執行が困難な事業につきまして、翌年度に繰り

越して使用できる予算額を新たに定めるものでござ

いまして、その繰越額を一般会計のプレミアム付商

品券発行事業で276万8,000円とするものでございま

す。 

追加の内容は、一般会計の議案第２表のとおりで

ございます。 

 ３．債務負担行為の補正でございますが、債務負

担の限度額を新たに設定するものでございまして、

一般会計では、庁舎及び公共施設等の管理委託等契

約で11億3,784万7,000円、西庁舎来客用駐車場賃貸

借契約で129万6,000円、飲料水供給施設土地賃借料

で10万5,000円、大学給付型奨学金で440万円、ふる

さと納税に係る業務委託契約で費用のうち市が負担

すべき額。国民健康保険特別会計では、国保市町村

事務処理標準システム保守委託契約ほか１件で164

万7,000円、公共下水道特別会計では、土地賃貸借

契約ほか２件で4,290万6,000円。 

次に19ページをごらん願います。 

網走港整備特別会計では、上屋消防施設点検委託

契約ほか２件で47万1,000円、簡易水道特別会計で

は、技術的事項に関する業務負担金ほか１件で629

万1,000円、介護保険特別会計では、要介護認定訪

問調査委託契約ほか１件で657万6,000円、個別排水

処理施設整備特別会計では、個別排水処理施設使用

料徴収事務負担金で26万円とするものでございま

す。 

 追加の内容は、一般会計は議案の第３表、国民健

康保険特別会計及び介護保険特別会計は議案の第２

表、それ以外の特別会計は議案の第１表のとおりで

ございます。 

 次に、補正予算の内容でございますが、別冊でお

配りしております事項別明細書をごらん願います。 

それでは、事項別明細書の６ページ、７ページを

ごらん願います。 

なお、歳出補正額の財源内訳欄には特定財源とな

ります歳入の内訳を記載しておりますので、説明は

歳出のみとさせていただくことで御了承いただきた

いと存じます。 

 総務費の財政調整基金費、基金積立金では、寄附
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金及び前年度繰越金を関係基金へ積み立てるもので

２億1,976万7,000円の追加でございます。 

 民生費の社会福祉総務費、国民健康保険特別会計

繰出金では、特別会計への財政支援等に係る繰出金

として2,334万2,000円の追加でございます。 

同じくプレミアム付商品券発行事業では、プレミ

アム付商品券の発行に係る経費として276万8,000円

の追加でございます。 

同じく高齢者福祉費、介護保険特別会計繰出金で

は、特別会計への国庫補助金等の追加交付に伴い、

1,644万7,000円の減額でございます。 

 商工費の商工振興費、おいしいまち網走ＰＲ事業

では、ふるさと寄附金の増に伴う経費として7,350

万円の追加でございます。 

同じく公共交通対策費、生活交通路線維持対策事

業では、市町村の助成対象バス路線の運行に係る負

担金及び補助金として366万3,000円の追加でござい

ます。 

同じく地域コミュニティー交通対策事業では、市

内の助成対象バス路線の運行に係る補助金として59

万9,000円の追加でございます。 

１枚めくっていただき、９ページをごらん願いま

す。 

 土木費の建築総務費、省エネ住宅新築促進事業で

は、補助申請者の増に伴い、260万円の追加でござ

います。 

 同じく住宅管理費では、公営住宅賃貸減免措置に

対し国庫補助金が交付されることとなったため、所

要の財源補正をするものでございます。 

 以上が一般会計歳出補正の内容でございますが、

今回の補正に係る一般財源所要額として、地方交付

税2,864万9,000円と前年度繰越金3,847万円を追加

するものでございます。 

１枚めくっていただき、10ページをごらん願いま

す。 

 この表は、債務負担行為の支出額に関する調書で

ございまして、前年度以降の支出額を本表のとおり

とするものでございます。 

 次に、国民健康保険特別会計を御説明申し上げま

す。 

 14ページから15ページが歳出補正となっておりま

す。 

 諸支出金では、過年度給付費等負担金の確定に伴

い、6,845万7,000円の追加でございます。 

 １枚めくっていただき、16ページをごらん願いま

す。 

 この表は、債務負担行為の支出額に関する調書で

ございまして、翌年度以降の支出額を本表のとおり

とするものでございます。 

 次に、公共下水道特別会計を御説明申し上げま

す。 

 18ページをごらん願います。 

 この表は、債務負担行為の支出額に関する調書で

ございまして、翌年度以降の支出額を本表のとおり

とするものでございます。 

 次に、網走港整備特別会計を御説明申し上げま

す。 

 20ページをごらん願います。 

 この表は、債務負担行為の支出額に関する調書で

ございまして、翌年度以降の支出額を本表のとおり

とするものでございます。 

 次に、簡易水道特別会計を御説明申し上げます。 

 22ページをごらん願います。 

 この表は、債務負担行為の支出額に関する調書で

ございまして、翌年度以降の支出額を本表のとおり

とするものでございます。 

 次に、介護保険特別会計を御説明申し上げます。 

 歳入補正のみですので、24ページ、25ページをご

らん願います。 

保険者機能強化推進交付金及び地域支援事業に係

る国庫補助金などの追加交付により財源補正をする

ものでございます。 

２枚めくっていただき、28ページをごらん願いま

す。 

 この表は、債務負担行為の支出額に関する調書で

ございまして、前年度以降の支出額を本表のとおり

とするものでございます。 

 次に、個別排水処理施設整備特別会計を御説明申

し上げます。 

 30ページをごらん願います。 

 この表は、債務負担行為の支出額に関する調書で

ございまして、翌年度以降の支出額を本表のとおり

とするものでございます。 

 以上が、平成30年度網走市各会計補正予算の内容

でございます。 

 次に、議案第30号公益的法人等への網走市職員の

派遣等に関する条例制定について御説明申し上げま

す。 

議案資料の35ページ、資料14号をごらん願いま

す。 
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制度の趣旨でございますが、地域における人材の

有効活用を通じた公民の適切な連携協力による諸施

策を推進するため、公益的法人等への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律に基づき、当該条例を

制定し、職員派遣の適正化及び手続等の透明化、職

員の身分取り扱い等の明確化を図ろうとするもので

ございます。 

制度の概要でございますが、公益的法人等並びに

営利企業法人への職員派遣に関し、それぞれの対象

法人派遣前の手続、派遣の勤務条件、復職について

定めようとするものでございます。 

制度の内容でございますが、第１条は趣旨、第２

条は職員の派遣、第３条は派遣職員の職務への復

帰、第４条は派遣職員の給与、第５条は職務に復帰

した職員に関する給与条例の特例、第６条は派遣職

員の復帰時における処遇、第７条は職務に復帰した

職員等に関する退職手当支給条例の特例、第８条は

企業職員である派遣職員の給与の種類、第９条は派

遣職員による報告、第10条は職員を派遣できる特定

法人の規定、第11条は特定法人へ派遣できない職員

の規定、第12条は退職派遣者を再度職員として採用

する場合の規定、第13条は退職派遣者を再度職員と

して採用しない場合の規定、第14条は派遣先団体と

の取り決めの内容、第15条は採用された職員に関す

る給与条例の特例、第16条は退職派遣者の採用時に

おける処遇、第17条は採用された職員に関する退職

手当条例の特例、第18条は再度採用された職員の退

職期間の通算、第19条は退職派遣者による報告につ

いて、それぞれ規定するものでございます。 

施行期日は、平成31年４月１日から施行しようと

するものでございます。 

次に、議案第31号網走市職員の任免及び服務に関

する条例及び網走市職員給与条例の一部を改正する

条例制定について御説明を申し上げます。 

議案資料37ページ、資料15号をごらん願います。 

改正の趣旨でございますが、民間労働法制やそれ

を踏まえた国家公務員の取り扱いを踏まえ、当市に

おいても同様の仕組みを取り入れるに当たり、当該

条例の改正を行おうとするものでございます。 

また、給料支給日を後日に変更することにより、

庁内全体の事務の平準化を図ろうとするものでござ

います。 

改正する条例は、網走市職員の任免及び服務に関

する条例並びに網走市職員給与条例でございます。 

改正の内容でございますが、１点目は正規の勤務

時間以外の時間における勤務について、２点目は職

員の給料支給日の変更について、それぞれ規定しよ

うとするものでございます。 

施行期日は、平成31年４月１日から施行しようと

するものでございます。 

次に、議案第35号財産の取得について御説明を申

し上げます。 

議案資料46ページ、資料19号をごらん願います。 

取得理由でございますが、基幹系システムで使用

するパーソナルコンピューターを更新し、セキュリ

ティーレベルの維持向上及び安定運用を図るもので

ございます。 

取得する財産の概要につきましては記載のとおり

でございます。 

取得する金額は2,689万2,000円、取得の相手方は

北海道市町村備荒資金組合でございます。 

なお、機器購入及び検査に係る事務については網

走市に委任されており、納入期限につきましては平

成31年９月25日としております。 

次に、議案第36号財産の取得について御説明申し

上げます。 

議案資料47ページ、資料20号をごらん願います。 

取得理由でございますが、情報系システムで使用

するパーソナルコンピューターの一部をシンクライ

アント方式による運用を行うための機器等を購入

し、セキュリティーレベルの維持向上及び安定運用

を図るものでございます。 

取得する財産の概要につきましては記載のとおり

でございます。 

取得する金額は3,110万4,000円、取得の相手方は

北海道市町村備荒資金組合でございます。 

なお、機器購入及び検査に係る事務につきまして

は網走市に委任をされており、納入期限につきまし

ては平成31年９月25日としております。 

以上、議案第22号から議案第28号及び議案第30号

から議案第31号並びに議案第35号から議案第36号に

つきまして提案理由の御説明を申し上げましたが、

よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○工藤英治議長 水道部長。 

○佐々木浩司水道部長 －登壇－ ただいま御上程

いただきました議案第29号平成30年度網走市水道事

業会計補正予算について御説明申し上げます。 

議案資料34ページ、資料13号をあわせてごらんい

ただきたいと存じます。 
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補正の内容につきましては、平成31年４月１日か

ら履行が必要となる契約について債務負担行為の設

定を行おうとするものでございます。 

第２条に債務負担行為をすることのできる事項、

期間及び限度額を定めており、水道料金に係る収納

業務等委託契約ほか５件で総額6,679万5,000円とす

るものでございます。 

以上、議案第29号の提案理由について御説明申し

上げましたが、よろしく御審議賜りますようお願い

申し上げます。 

○工藤英治議長 健康福祉部長。 

○岩原敏男健康福祉部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第32号及び第33号につきまし

て、一括して提案理由の御説明を申し上げます。 

 初めに、議案第32号網走市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部を改正する条例制定について御説

明申し上げます。 

 議案資料39ページ、資料16号をあわせてごらん願

います。 

 改正の趣旨でございますが、平成31年４月１日か

ら施行される、改正された災害弔慰金の支給等に関

する法律及び同法施行令により、災害援護資金の貸

し付けの利率については年３％以内で、市町村の条

例で規定することができることとなり、また、災害

援護資金貸し付けの際の保証人の有無については、

政令から規定が削除され、市町村の条例で規定する

こととなるため、貸付利率を無利子とし、保証人を

必須とするよう当該条例の所要の改正をしようとす

るものでございます。 

改正の内容でございますが、一つ目は、貸付利率

を年３％から無利子とする改正、二つ目は、新たに

保証人の規定を設けること、さらに三つ目として、

貸付金の償還に年賦償還と月賦償還が追加されたこ

とに伴う改正、四つ目は、政令から保証人が削除さ

れたことに伴い、保証人の項目を削除し、条文を整

理しようとするものでございます。 

施行期日につきましては、平成31年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

なお、この条例による改正後の災害弔慰金の支給

等に関する条例第14条及び第15条第３項の規定は、

この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を

受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付

けについて適用し、同日前に生じた災害により被害

を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し

付けについては、なお従前の例によるものでござい

ます。 

次に、議案第33号網走市地域包括支援センターに

おける包括的支援事業の実施に係る基準を定める条

例の一部を改正する条例制定について御説明申し上

げます。 

議案資料41ページ、資料17号をあわせてごらん願

います。 

改正の趣旨でございますが、平成29年３月31日に

介護保険法施行規則が改正され、主任介護支援専門

員の５年ごとの更新制に係る起算日の規定が見直さ

れたことに伴い、地域包括支援センターに置く主任

介護支援専門員の定義に係る規定の整備が必要とな

ることから、当該条例の所要の改正をしようとする

ものでございます。 

改正の内容でございますが、第３条第１項第３号

中「第140条の68第１項に規定する主任介護支援専

門員研修を修了した者」を「第140条の66第１号イ

（３）に規定する主任介護支援専門員」に改めよう

とするものでございます。 

施行期日につきましては、公布の日から施行しよ

うとするものでございます。 

なお、経過措置としまして、改正後の当該条例第

３条第１項第３号に規定する主任介護支援専門員に

は、介護保険法施行規則の一部を改正する政令、附

則第２条第４項の規定により、なお従前の例による

こととされる改正前の介護保険法施行規則第140条

の66第１号イ（３）及び介護保険法施行規則の一部

を改正する政令、附則第３条に規定する平成26年度

以前に研修を受講した主任介護支援専門員が含まれ

ることを定めるものでございます。 

以上、議案第32号及び第33号につきまして一括し

て御説明を申し上げましたが、よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○工藤英治議長 建設港湾部長。 

○石川裕将建設港湾部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第34号及び議案第38号につき

まして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。 

初めに、議案第34号網走市公園条例の一部を改正

する条例制定について御説明申し上げます。 

議案資料43ページ、資料18号をごらん願います。 

条例制定の趣旨でございますが、へき地保育所の

統合により嘉多山保育園、さんごそう保育園が閉園

となり、各園に隣接する児童公園が不要となり、ま

た、区会から遊具等の撤去要望がありますことから、

当該児童公園を廃止するものでございます。 
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条例制定の内容でございますが、網走市公園条例

別表第２、第３条関係の嘉多山児童公園及びさんご

そう児童公園を削除するものでございます。 

施行期日につきましては、公布の日から施行する

ものでございます。 

なお、今回廃止しようとする児童公園の位置につ

きましては、議案資料に記載のとおりでございます。 

次に、議案第38号市道の路線認定について御説明

申し上げます。 

議案資料49ページ、資料22号をごらん願います。 

今回認定をしようとする路線は、ディアコート潮

見線でございます。 

路線の認定理由でございますが、当該道路は都市

計画法に基づく開発行為に伴い整備され、完了後、

帰属を受けたことから市道認定するものでございま

す。 

なお、認定の内容及び位置につきましては、議案

資料に記載のとおりでございます。 

以上、議案第34号及び議案第38号につきまして一

括して提案理由の御説明を申し上げましたが、よろ

しく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○工藤英治議長 学校教育部長。 

○田口桂学校教育部長 －登壇－ ただいま御上程

いただきました議案第37号財産の取得についてを御

説明申し上げます。 

議案資料の48ページ、資料21号をごらんいただき

たいと存じます。 

取得する理由及び財産の概要ですが、小学校児童

用デスクトップパソコンの更新に伴い、小学校情報

教育用タブレットパソコン一式を取得しようとする

ものでございます。 

金額は5,562万円、取得の相手方は、株式会社岩

崎網走・北見営業所でございます。 

納入期限は平成32年３月20日としております。 

以上、議案第37号につきまして御説明を申し上げ

ましたが、よろしく御審議賜りますようお願い申し

上げます。 

○工藤英治議長 以上で、議案の提案理由の説明を

終わります。 

 なお、ただいま提出されました案件につきまして

は、議会運営委員会の決定に基づきまして、後日、

各会派１名による大綱質疑を行い、大綱質疑終了後

は、所管の委員会に付託し、細部審査を行うことに

なります。 

 

○工藤英治議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了しました。 

 開会当初に決定しました審議日程に従いまして、

再開は５日午前10時としますから御参集願います。 

 本日は、これで散会いたします。 

 御苦労さまでございます。 

午後１時39分散会 
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○議事日程第２号 

平成31年３月５日午前10時00分開議 

日程第１ 議案第22号～第38号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

議案第22号 平成30年度網走市一般会計補正予算

（各委員会付託） 

議案第23号 平成30年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（文教民生委員会付託） 

議案第24号 平成30年度網走市公共下水道特別会

計補正予算（総務経済委員会付託） 

議案第25号 平成30年度網走市網走港整備特別会

計補正予算（同） 

議案第26号 平成30年度網走市簡易水道特別会計

補正予算（同） 

議案第27号 平成30年度網走市介護保険特別会計

補正予算（文教民生委員会付託） 

議案第28号 平成30年度網走市個別排水処理施設

整備特別会計補正予算（総務経済委

員会付託） 

議案第29号 平成30年度網走市水道事業会計補正

予算（同） 

議案第30号 公益的法人等への網走市職員の派遣

等に関する条例制定について（同） 

議案第31号 網走市職員の任免及び服務に関する

条例及び網走市職員給与条例の一部

を改正する条例制定について（同） 

議案第32号 網走市災害弔慰金の支給等に関する

条例の一部を改正する条例制定につ

いて（文教民生委員会付託） 

議案第33号 網走市地域包括支援センターにおけ

る包括的支援事業の実施に係る基準

を定める条例の一部を改正する条例

制定について（同） 

議案第34号 網走市公園条例の一部を改正する条

例制定について（総務経済委員会付

託） 

議案第35号 財産の取得について（同） 

議案第36号 財産の取得について（同） 

議案第37号 財産の取得について（文教民生委員

会付託） 

議案第38号 市道の路線認定について（総務経済

委員会付託） 

─────────────────────── 

○出席議員（１５名） 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

佐々木 玲 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

山 田 庫司郎 

渡 部 眞 美 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長        水 谷 洋 一 

 副 市 長        川 田 昌 弘 

 企画総務部長       岩 永 雅 浩 

 市民環境部長     鈴 木 直 人 

 健康福祉部長      岩 原 敏 男 

 農林水産部長      川 合 正 人 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 観光商工部参事監    二 宮 直 輝 

 建設港湾部長      石 川 裕 将 

 水 道 部 長    佐々木 浩 司 

 企画調整課長    秋 葉 孝 博 

 総務防災課長    岩 尾 弘 敏 

 財 政 課 長    林   幸 一 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    田 口   桂 

 社会教育部長      猪 股 淳 一 

 

平成 31年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ２ 日 

平成 31年３月５日（火曜日） 
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○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次 長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00分開議 

○工藤英治議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は15名で、全議員が出席しており

ます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 

○工藤英治議長 本日の会議録署名議員として、立

崎聡一議員、佐々木玲子議員の両議員を指名いたし

ます。 

 

○工藤英治議長 本日の議事日程は、既に印刷して

配付の第２号のとおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

 

○工藤英治議長 日程第１、既に一括上程中の議案

第22号から議案第38号までの17件を議題とし、大綱

質疑を行うわけでありますが、通告がありませんの

で、お手元に配付しております議案付託区分表のと

おり所管の各常任委員会に付託の上、会期中に審査

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

○工藤英治議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了しました。 

 本議会の審議日程に従いまして、各委員会議案等

審査のため、これより本会議は休会とし、再開は８

日午前10時としますから、御参集願います。 

 本日は、これで散会いたします。 

 御苦労さまでございます。 

午前10時01分散会 
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○議事日程第３号 

平成31年３月８日午前10時00分開議 

日程第１ 委員会審査報告案17件 

（議案第22号～第38号） 

日程第２ 議案第39号 

○議事日程第３号の追加及び変更 

日程第３ 委員会審査報告案１件（議案第39号） 

日程第４ 委員会審査報告案１件（報告第１号） 

日程第５ 意見書案第１号 

日程第６ 委員会審査報告案１件（陳情第10号） 

日程第７ 代表質問（議案第１号～第21号） 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 議案第22号 平成30年度網走市一般会計補正予算

（原案可決） 

議案第23号 平成30年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第24号 平成30年度網走市公共下水道特別会

計補正予算（同） 

議案第25号 平成30年度網走市網走港整備特別会

計補正予算（同） 

議案第26号 平成30年度網走市簡易水道特別会計

補正予算（同） 

議案第27号 平成30年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第28号 平成30年度網走市個別排水処理施設

整備特別会計補正予算（同） 

議案第29号 平成30年度網走市水道事業会計補正

予算（同） 

議案第30号 公益的法人等への網走市職員の派遣

等に関する条例制定について（同） 

議案第31号 網走市職員の任免及び服務に関する

条例及び網走市職員給与条例の一部

を改正する条例制定について（同） 

議案第32号 網走市災害弔慰金の支給等に関する

条例の一部を改正する条例制定につ

いて（同） 

議案第33号 網走市地域包括支援センターにおけ

る包括的支援事業の実施に係る基準

を定める条例の一部を改正する条例

制定について（同） 

議案第34号 網走市公園条例の一部を改正する条

例制定について（同） 

議案第35号 財産の取得について（同） 

議案第36号 財産の取得について（同） 

議案第37号 財産の取得について（同） 

議案第38号 市道の路線認定について（同） 

議案第39号 平成30年度網走市一般会計補正予算

（同） 

報告第１号 地方創生総合戦略検討特別委員会の

報告について（報告承認） 

意見書案第１号 再びブラックアウトを起こさな

い分散型の電源、原発ゼロを目指し

再生可能エネルギーの大規模普及を

求める意見書提出について（原案可

決） 

陳情第10号 沖縄の米軍普天間飛行場代替施設建

設の早期実現、沖縄米軍基地の整理

縮小及び負担軽減を求める意見書の

採択を求める陳情（不採択に決定） 

代表質問（平賀議員、立崎議員） 

─────────────────────── 

○出席議員（１５名） 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

佐々木 玲 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

山 田 庫司郎 

渡 部 眞 美 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

平成 31年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ３ 日 

平成 31年３月８日（金曜日） 
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 市 長        水 谷 洋 一 

 副 市 長        川 田 昌 弘 

 企画総務部長       岩 永 雅 浩 

 市民環境部長     鈴 木 直 人 

 健康福祉部長      岩 原 敏 男 

 農林水産部長      川 合 正 人 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 観光商工部参事監    二 宮 直 輝 

 建設港湾部長      石 川 裕 将 

 水 道 部 長    佐々木 浩 司 

 農林水産部次長    脇 本 美 三 

 企画調整課長    秋 葉 孝 博 

 情報政策課長    干 場 正 博 

 総務防災課長    岩 尾 弘 敏 

 総務防災課参事    石 井 公 晶 

 財 政 課 長    林   幸 一 

 企画総務部参事    北 村 幸 彦 

 生活環境課長      近 藤   賢 

 健康推進課長    武 田 浩 一 

 社会福祉課長    酒 井 博 明 

 介護福祉課長    桶 屋 盛 樹 

 子育て支援課長    清 杉 利 明 

 農 林 課 長    梅 津 義 則 

 観 光 課 長    大 西 広 幸 

 商工労働課長      田 口   徹 

 商工労働課参事    日 野 智 康 

 観光商工部参事    高 井 秀 利 

 都市整備課長    立 花   学 

 都市管理課長    高 橋   勉 

 都市管理課参事    柏 木   弦 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    田 口   桂 

 社会教育部長    猪 股 淳 一 

 学校教育部次長    大 西   篤 

 社会教育部次長    岩 本 博 隆 

 学校教育課長      永 倉 一 之 

 社会教育課長    吉 村   学 

 スポーツ課長    鈴 木   聡 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次 長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00分開議 

○工藤英治議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は15名で、全議員が出席しており

ます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

 

○工藤英治議長 本日の会議録署名議員として、平

賀貴幸議員、永本浩子議員の両議員を指名いたしま

す。 

 ここで、諸般の報告の追加について報告します。 

 既に印刷してお手元に配付のとおり、本定例会の

付議事件として議案１件、意見書案１件、委員会審

査報告案19件の合計21件を追加しておりますので御

承知願います。 

 ここで企画総務部長より発言を求められておりま

すので、これを許可いたします。 

 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 －登壇－ 議案第24号平

成30年度網走市公共下水道特別会計補正予算及び議

案第４号平成31年度網走市公共下水道特別会計予算

について提案説明をさせていただいた際に、議案及

び議案資料並びに事項別明細書、各会計予算説明書

に記載内容がわかりにくい箇所がございました。お

手元に配付しております議案等の修正表についてを

ごらん願います。 

 修正箇所は当該箇所に下線を引いてございます

が、第１回定例会議案では、議案第24号、第１表債

務負担行為補正の補正追加の表中、１行目の事項

欄、同じく第１回定例会議案資料18ページ、資料12

号、３.債務負担行為の補正の表中、公共下水道特

別会計の１行目内容欄、同じく公共下水道特別会計

補正予算事項別明細書18ページ、債務負担行為に関

する調書の表中、１行目の事項欄、また、平成31年

度当初予算に関する部分では、各会計予算説明書

183ページ、債務負担行為に関する調書の表中、２

行目から４行目の事項欄でございます。 

 以上、お手数ですが、御確認いただきますようお

願いいたします。 

○工藤英治議長 本日の議事日程は、既に印刷して

配付の第３号のとおりであります。 

 日程に従い、直ちに審議に入ります。 

 

○工藤英治議長 日程第１、委員会審査報告案17
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件、議案第22号から議案第38号までを一括して議題

といたします。 

 本件は、去る３月５日の本会議において関係委員

会に付託した案件でありますので、その審査結果に

ついて順次委員長の報告を求めます。 

 初めに、総務経済委員会、金兵智則委員長。 

○金兵智則議員 －登壇－ 今定例会において総務

経済委員会に付託された議案につきまして、その審

査経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第22号平

成30年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分、議案第24号平成30年度網走市公共下水道特別会

計補正予算、議案第25号平成30年度網走市網走港整

備特別会計補正予算、議案第26号平成30年度網走市

簡易水道特別会計補正予算、議案第28号平成30年度

網走市個別排水処理施設整備特別会計補正予算、議

案第29号平成30年度網走市水道事業会計補正予算、

議案第30号公益的法人等への網走市職員の派遣等に

関する条例制定について、議案第31号網走市職員の

任免及び服務に関する条例及び網走市職員給与条例

の一部を改正する条例制定について、議案第34号網

走市公園条例の一部を改正する条例制定について、

議案第35号財産の取得について、議案第36号財産の

取得について、議案第38号市道の路線認定について

の合わせて12件であります。 

 本件につきましては、去る３月５日開催の本会議

におきまして当委員会に付託され、同日開催の当委

員会において審査を行ったところでございます。 

審査結果といたしましては、議案第22号、議案第

24号から議案第26号まで、議案第28号から議案第31

号まで、議案第34号から議案第36号まで及び議案第

38号の合わせて12件につきましては、いずれも委員

全員の一致により原案可決すべきものと決定したと

ころであります。 

以上が、総務経済委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、委員

会の審査結果の報告といたします。 

○工藤英治議長 次、文教民生委員会、井戸達也委

員長。 

○井戸達也議員 －登壇－ 今定例会において文教

民生委員会に付託された議案につきまして、その審

査経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第22号平

成30年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分、議案第23号平成30年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算、議案第27号平成30年度網走市介護保

険特別会計補正予算、議案第32号網走市災害弔慰金

の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて、議案第33号網走市地域包括支援センターに

おける包括的支援事業の実施に係る基準を定める条

例の一部を改正する条例制定について及び議案第37

号財産の取得についての合わせて６件であります。 

 本件につきましては、去る３月５日開催の本会議

におきまして当委員会に付託され、翌３月６日開催

の当委員会において審査を行ったところでございま

す。 

 審査結果といたしましては、議案第22号、議案第

23号、議案第27号、議案第32号、議案第33号及び議

案第37号の合わせて６件につきましては、いずれも

委員全員の一致により原案可決すべきものと決定し

たところであります。 

以上が、文教民生委員会での審査結果でございま

す。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○工藤英治議長 以上で、各委員長の委員会審査報

告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 各委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、上程中の議案第22号から

議案第38号までの17件を一括して採決します。 

 それではお諮りいたします。 

 議案第22号から議案第38号までの17件は、各委員

長の報告のとおり可決することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。 

 よって、議案第22号から議案第38号までの17件

は、各委員長の報告のとおり可決されました。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第２、議案第39号を議

題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第39号につきまして、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 平成30年度一般会計補正予算につきまして、追加

議案資料の１ページ、資料23号をごらん願います。 

 １、歳入歳出予算の補正でございますが、一般会

計で１億2,737万円の追加をしようとするものでご

ざいます。 

 款項の区分及び金額につきましては、議案の第１

表に記載のとおりでございます。 

 ２、繰越明許費の補正でございますが、年度内に

事業執行が困難な事業につきまして、翌年度に繰り

越して使用できる予算額を新たに定めるものでござ

いまして、その繰越額を一般会計の非常用自家発電

設備整備事業補助金で737万円とするものでござい

ます。 

 追加の内容は、議案の第２表のとおりでございま

す。 

 次に、補正予算の内容でございますが、別冊でお

配りしております事項別明細書をごらん願います。 

 それでは、事項別明細書の４ページ、５ページを

ごらん願います。 

 なお、歳出補正額の財源内訳欄には、特定財源と

なります歳入の内訳を記載しておりますので、説明

は歳出のみとさせていただくことで御了承いただき

たいと存じます。 

 民生費の高齢者福祉費、非常用自家発電設備整備

事業補助金では、非常用自家発電設備整備に対する

補助金として737万円の追加でございます。 

 土木費の道路橋梁費でございますが、除雪事業で

は、道路の路面整正及び路面防滑対策に係る経費と

して9,600万円の追加、除雪作業車管理事業では、

作業車の修繕等に係る経費として1,000万円の追

加、ロードヒーティング管理事業では、電気料の単

価上昇に伴い、1,400万円の追加でございます。 

 以上が、一般会計歳出補正予算の内容でございま

すが、今回の補正に係る一般財源の所要額として、

地方交付税１億2,000万円を追加するものでござい

ます。 

 以上、議案第39号につきまして提案理由の御説明

を申し上げましたが、よろしく御審議賜りますよう

お願いを申し上げます。 

○工藤英治議長 それでは、ただいま提出されまし

た議案第39号につきましては、議会運営委員会の決

定に基づき、直ちに議事を進めることとし、大綱質

疑を行います。 

 大綱質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 大綱質疑なしと認めます。 

それでは、ただいま上程されました議案第39号に

つきましては、お手元に配付しております議案付託

区分表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認め、そのように決定しました。 

ここで、各常任委員会を開催する必要があります

ので、休憩いたします。 

再開は、追って予鈴をもってお知らせしますか

ら、御承知願います。 

午前10時13分休憩 

午前11時14分再開 

○工藤英治議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

ここで、諸般の報告の追加について報告いたしま

す。 

既に印刷してお手元に配付のとおり、今定例会の

付議事件として委員会審査報告案１件を追加してお

りますので、御承知願います。 

次に、議事日程の第３号の追加及び変更について

お諮りいたします。 

既に印刷して配付のとおり、委員会審査報告案１

件が提出されておりますので、お手元に配付の議事

日程第３号の追加及び変更のとおり決定したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議がありませんので、お手元に配付の議事日程

第３号の追加及び変更のとおり決定されました。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第３、委員会審査報告

案１件、議案第39号を議題といたします。 

 本件は、休憩前の本会議において関係委員会に付

託した案件でありますので、その審査結果につい

て、順次、委員長の報告を求めます。 

 総務経済委員会、金兵智則委員長。 

○金兵智則議員 －登壇－ 先ほどの本会議におい

て総務経済委員会に付託されました議案につきまし

て、その審査経過と結果について御報告申し上げま

す。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第39号平
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成30年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分であります。 

 本件につきましては、先ほどの本会議におきまし

て当委員会へ付託され、本会議休憩中に当委員会に

おいて詳細にわたり審査を行ったところでございま

す。 

 審査結果といたしましては、議案第39号につきま

しては、委員全員の一致により原案可決すべきもの

と決定したところであります。 

 以上が、総務経済委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、委員

会の審査結果の報告といたします。 

○工藤英治議長 次、文教民生委員会、井戸達也委

員長。 

○井戸達也議員 －登壇－ 先ほどの本会議におい

て文教民生委員会に付託された議案につきまして、

その審査経過と結果について御報告申し上げます。 

本委員会に付託されました議案は、議案第39号平

成30年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分であります。 

本件につきましては、先ほどの本会議におきまし

て当委員会に付託され、本会議休憩中に当委員会に

おいて詳細にわたり審査を行ったところでございま

す。 

審査結果といたしましては、議案第39号につきま

しては、委員全員の一致により原案可決すべきもの

と決定したところであります。 

以上が、文教民生委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げて、委員会の審

査経過の報告といたします。 

○工藤英治議長 以上で、各常任委員会の委員会審

査報告を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

委員長の報告に対し、質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決を行います。 

それでは、お諮りいたします。 

上程中の議案第39号につきましては、各委員長の

報告のとおり可決することに御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。 

よって、議案第39号は、委員長の報告のとおり可

決されました。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第４、委員会審査報告

案１件、報告第１号地方創生総合戦略検討特別委員

会の報告について、委員長の報告を求めます。 

地方創生総合戦略検討特別委員会、平賀貴幸委員

長。 

○平賀貴幸議員 －登壇－ 少子高齢化の急速な進

展による地方における人口減少の抑制に対応するた

め、網走市は、５カ年の計画期間で各事業の達成目

標値を示すＫＰＩを設けた「網走市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を平成27年10月29日に策定いた

しました。 

策定に当たりましては、市議会としてもこの総合

戦略について調査、検討するため、委員９名をもっ

て地方創生総合戦略検討特別委員会を設置し、網走

市の目指すべき人口の将来展望や具体的な施策の数

値目標などを確認するなど、必要な議論を行いなが

ら、市議会としての意見も反映された上で策定され

たものであり、策定後は毎年度ＫＰＩの達成状況の

確認、点検を行ってきたところであります。 

当委員会において確認、点検を実施することがで

きたのは、５年計画のうち３年分の実績についてで

あり、現段階で目標値に達している事業もあれば、

目標値と開きがある事業もありますが、委員会では

目標値を設定し、その達成に向かって努力をするこ

とが必要であり、人口減少の抑制が達成されるべく

今後も着実に進めていっていただきたいとの意見

や、戦略に盛り込まれている事業や目標値が必ずし

も人口減少の抑制に対する対策の全てではなく、そ

の設定自体が難しい作業であったという意見もあり

ました。 

また、総合戦略というのは網走市役所だけがやる

ものではなく、市民が一体となって目標達成に向か

っていくという機運の醸成が不可欠であり、網走市

役所が実施する部分と市民が実施する部分について

の役割分担についても意を用いて進めていくことが

必要との意見もあったところであります。 

当委員会の取りまとめといたしましては、やはり

人口減少をどう食いとめるかは網走市役所及び議
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会、市民にとっての共通の課題であり、その対策と

して策定した「網走市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」は、今後も引き続き検討を行いながら見直し

も適時進めていくことが必要であり、人口急減など

の直面する課題に対し、自律的で持続的な社会をつ

くることを目指し、目標に向かって着実に事業を進

めていただきたいと考えるところであります。 

以上が、今期における当委員会の報告でありま

す。 

今後も網走市のまちづくりが市民の信頼を得なが

ら、明るい未来に向かって進んでいくことを望みな

がら、報告とさせていただきます。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第５、意見書案第１号

再びブラックアウトを起こさない分散型の電源、原

発ゼロを目指し再生可能エネルギーの大規模普及を

求める意見書提出についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 総務経済委員会、金兵智則委員長。 

○金兵智則議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました意見書案第１号再びブラックアウトを起こ

さない分散型の電源、原発ゼロを目指し再生可能エ

ネルギーの大規模普及を求める意見書提出について

の提案理由を申し上げます。 

本件につきましては、３月５日開催の当委員会に

おいて慎重に審査した結果、委員全員の一致により

意見書を国会及び関係行政庁に提出すべきものと決

定したところでございます。 

文案及び提出先につきましては、既に皆様のお手

元に御配付のとおりであります。 

 どうか議員皆様の御賛同を賜りますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○工藤英治議長 以上で、総務経済委員会委員長の

提案理由の説明を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 上程中の意見書案第１号は、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号は、原案可決と決定され

ました。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第６、委員会審査報告

案１件、陳情第10号沖縄の米軍普天間飛行場代替施

設建設の早期実現、沖縄米軍基地の整理縮小及び負

担軽減を求める意見書の採択を求める陳情を議題と

いたします。 

本件は、平成27年第４回定例会において総務経済

委員会に付託された案件でありますので、その審査

結果について、委員長の報告を求めます。 

総務経済委員会、金兵智則委員長。 

○金兵智則議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました陳情第10号沖縄の米軍普天間飛行場代替施

設建設の早期実現、沖縄米軍基地の整理縮小及び負

担軽減を求める意見書の採択を求める陳情の委員会

審査の報告を申し上げます。 

陳情第10号につきましては、平成27年第４回定例

会において当委員会に付託され、３月５日開催の当

委員会におきまして慎重に審査した結果、委員全員

の一致により不採択にすべきものと決定したところ

であります。 

どうか議員皆様の御賛同を賜りますようお願いを

申し上げまして、委員会の審査結果の報告といたし

ます。 

○工藤英治議長 以上で、総務経済委員会委員長の

提案理由の説明を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

上程中の陳情第10号については、委員長の報告の

とおり不採択と決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。 

よって、陳情第10号は、不採択と決定されまし

た。 

ここで、議場コンサートの準備と昼食のため、休

憩をいたします。 

なお、12時15分から議場におきまして議場コンサ

ートを実施しますので、再開は午後１時30分といた
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します。 

午前11時28分休憩 

午後１時30分再開 

○工藤英治議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

  

○工藤英治議長 次に、日程第７、既に一括上程中

の議案第１号から議案第21号までの21件を議題と

し、あわせて施政執行方針及び教育行政執行方針並

びに市政各般に関する事項を含め、各会派の代表質

問を行います。 

 既に協議決定されております順序により、発言を

許します。 

 結政の会、平賀貴幸議員。 

○平賀貴幸議員 －登壇－ 会派を代表して、質問

をさせていただきたいと思います。 

さて、本日は国際女性デーであります。女性の生

き方を考える日です。まちづくりや行政、政治など

を進めるに当たり、管理職や政治家など、積極的な

数値目標を定めて女性の参画を進めることは、多様

性を重視しながら、これからの地域づくり、社会づ

くりを進めるために欠かせません。 

改めて、その重要性を意識しながら、さまざまな

活動に今後も取り組むことを求めたいと考えるとこ

ろであります。 

さて、最近、さまざまな場面で危機的な状況を感

じることがございます。これは、時期的にも地域を

歩く時間が多くなっている各議員の皆さんも、もし

かすると感じているかもしれません。それは、政治

に対して距離を置く方がこれまでよりふえたことで

あります。 

その理由を伺うと、やはり現在の国政の状況が原

因のようでありました。森友学園や加計学園の問題

に始まり、現在の厚労省を中心とした統計不正の問

題など、政治不信から行政不信までもが深まる中

で、「何を言っても効果がない」「政治や行政は勝

手にやるのだという意識が強まっている」、そんな

声が聞こえてくるのが現状であります。 

この状況で本年10月には、消費税率を10％へと引

き上げるということも予定されており、この状況で

政府が正しい方向に増税となった税収を使うのだと

いうふうに言ったとしても、とても信用できないと

いう点も含め、これまでにないほどの政治離れが進

んでいることはゆゆしき事態だと言わざるを得ませ

ん。 

こうした中で政府は、消費税の増税分を全世代型

の社会保障制度への転換に向けて、幼児教育の無償

化と介護人材の処遇改善、年金生活者支援給付金の

支給など社会保障の充実に当てるとしております。

また、これが、それならば消費税を上げなければい

いという指摘を生み出す原因にもなっております

が、消費税引き上げに伴う経済状況の平準化に向け

て２兆280億円もの財政出動を伴うのも特徴であり

ます。 

一方で、財政健全化のために社会保障費の伸びを

高齢化に伴うものにとどめるとの方針を続けるとと

もに、プライマリーバランスの改善も進めるとして

います。 

アベノミクスと呼ばれる経済緩和政策の出口戦略

が見えない状況の中で、量的緩和政策が果たしてど

こまで続けられるのでしょうか。 

全世代型の社会保障への変更こそが出口戦略だと

いう指摘もある中ではありますが、少なくとも現状

の政策と予算では、そこまでの意図は見えないとこ

ろであり、先がいま一つ見通せない中で私たちは歩

みを進めなければならない状況にあるばかりか、経

済分野を含めた各種統計の不正操作が疑われる状況

もあり、本当にこれまでの経済政策は効果を上げて

きたのかを疑うような状況が散見され、報道でも明

らかなように、景気後退局面の可能性すら指摘され

る状況にあります。 

いずれにしても、私たちは、大切なものは地域に

こそあるということを心に強く抱きながら、政治と

行政の信頼回復を民主主義の学校たる地方自治から

取り戻す取り組みを、人口減少、労働力不足、少子

化、高齢化などの諸課題と向き合いつつ、成し遂げ

なければならない責任があると強く自覚せざるを得

ない状況に置かれていることは確かです。 

このような状況の中で、今年度は網走市において

も横領・着服事件が相次いで起こりました。大変残

念なことでありますが、行政不信がこれらのことを

きっかけに高まっていることも率直に認識しなくて

はなりません。まずは、網走市が当事者意識をしっ

かり持ちながら、市民の信頼回復のための行動を主

体的に行うこと、このことこそ行政不信を解消する

ために欠かせない第一歩であります。 

私たちも市議会議員として、今後もしっかり各委

員会などの場において必要な議論を進めながら、市

民の信頼回復のために必要な取り組みを進める決意

であります。 
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それでは、こうした状況を踏まえて、最初に網走

市の財政状況について伺います。 

高齢化に伴う民生費の支出が増加する一方で、地

方交付税を初めとする地方財政を取り巻く状況は、

前年並みの予算額の確保はできたようであります

が、依然として厳しい状況にあると認識するところ

であります。 

また、新年度は部分的な支出にとどまったもの

の、今後ＪＲ問題についても財政支出が一定程度予

測されることから、財政への影響について想定して

おく必要もあります。 

さらに、人口減少に伴う税収の減少も今後は進ん

でいくと予測されるところでありますが、網走市と

しては、この状況はどの程度まで進んでいくと想定

しているのか、また、それを防ぐ、あるいは対処す

る手だての検討はどのように考えているのか、見解

を伺います。 

また、網走市における今後の財政見通しをどのよ

うに見込んでいるのか、見解を明らかにされたいと

思います。 

次に、行政改革について伺います。 

今後、網走市においては、網走市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の見直し作業を進めると考えると

ころでありますが、これまでの議会での議論を見る

限り、必ずしもＫＰＩの設定が網走市の各種課題に

対する対策として機能しているとは言いがたいもの

や、さまざまな状況の中で達成が難しいものなど、

課題が散見されると認識をしております。 

改めて、現状における総合戦略の課題と今後の方

向性についてどのように認識し進めていくのか、見

解を伺います。 

さらに、各種施設における指定管理者制度の導入

をこれまでも進めてきたことや、本年から始まった

除雪の民間委託などでアウトソーシング化を可能な

ところから進めているということは承知をしており

ますが、こうした事業の検証や評価はどのようにな

っているのでしょうか。私どもとしては、市民にと

っての利便性の向上や、より使いたくなる施設運営

がなされることが本来の導入目標のはずで、網走市

の財政健全化のために導入するのでは本末転倒にな

りかねないと考えるところでありますが、この点に

ついて、改めて網走市の見解を明らかにされたいと

存じます。 

また、今年度委託された除雪を例に挙げさせてい

ただきますが、オペレーターが交代するなど何らか

の要因で除雪の質に変化が生じ、それがこれまで寄

せられなかった苦情につながっていると認識すると

ころであり、改善を求める市民の声が少なからず寄

せられているのも事実であります。 

こうした課題は市民の生活に直結するものである

ことや、高齢化による除雪負担の困難さが増大する

状況にあることからも、対処を的確に進める必要が

あるが、見解を求めます。 

さらに、防災・減災対策を進めることも一つの行

政改革の一環であり、大変重要なものと考えるとこ

ろであります。 

一方で、限られた予算の中で、より効果的な施策

展開が求められる分野であることも御承知のとおり

であります。 

そうすると、防災・減災対策は一定の到達すべき

基準点、あるいは到達点を設定することが必要であ

り、国の補助メニューを活用することとあわせて、

網走市ではそれぞれの災害についてどの程度まで対

策を進めるのか、設定しておくことが必要と考えま

すが、見解を伺います。 

また、新年度予算ではコミュニティＦＭ開設にあ

わせて、災害弱者対策としてラジオの配付を行うこ

とが示されておりますが、高齢化に伴う聴力低下の

課題もあって、果たしてこの対応が適切なのかどう

か懸念する声もございます。見えるラジオも最近は

ございますので、ここは対応できるのかもしれませ

んが、ラジオ１台の金額も予算を見る限り通常のも

のよりも高額なものとなっており、市民からもさま

ざまな声が上がっております。 

防災・減災対策として今回政策判断された理由に

ついて、その経過を含めて見解を明らかにされたい

と存じます。 

また、災害時の対応を考えますと、電源確保が必

要となり、受信機はもちろんでありますが、放送設

備そのものの電源バックアップ体制の確保もあわせ

て必要となりますが、この点についてはどのような

対策をとるのか、見解を明らかにしていただきたい

と思います。 

次に、多様性を認め、誰もが暮らしやすいふるさ

と網走をつくるために、人権全般にかかわる網走市

の姿勢について伺います。 

高齢者も障がい者も人が人として、市民が同じ市

民として、分け隔てなくとうとばれる社会をつくる

ことが求められております。 

障がいのある方は、私たちが視覚的に認識できる
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方もありますが、内部障がいのように見た目だけで

はわからない方もあります。また、一般的な障がい

だけではなく、内面や心に関するものまで幅広く存

在するものであります。 

網走市は、これまでノーマライゼーションの考え

方を中心に取り組まれてきたと考えるところであり

ますが、改めてさまざまな個性のある方々に向き合

う姿勢について見解をお示しいただきたいと思いま

す。 

また、多様性を受け入れるまちを目指すには、Ｌ

ＧＢＴｓという言葉に代表されるような多様な性に

ついても避けて通れない課題だと考えます。 

近年、芸能人や自治体議員の中でもみずからの立

場を公表する方がふえてきている状況や、同性婚を

認めない法律は憲法違反であるとして提訴する動き

が実際に生じている状況もあり、対応が求められる

課題であります。 

網走市には男女共同参画推進プランがございます

が、この中の記載、あるいは、他の網走市の条例や

計画のどこに網走市の多様な性を持つ方々の人権に

ついての基本的考え方について示されているのでし

ょうか。見解を伺いたいと思います。 

さらに、性同一性障がいや多様な性を持つ人など

の人権についても配慮が必要なのは共通の理解だと

私は信じておりますが、多様な性への理解促進に向

けた啓発活動や理解促進に向けた知識を広めるため

の情報提供、偏見をなくすための啓発が必要だと考

えます。今後どのように進めていくのか、見解を伺

いたいと思います。 

次に、市庁舎の建てかえと中心市街地活性化につ

いて伺いたいと思います。 

総務経済委員会で、新庁舎建設候補予定地比較検

討案が現在地、中心市街地、高台地区３案と５カ所

で示されたところです。この中で最も有力なのは中

心市街地案だということでありましたが、中心市街

地といっても、ラルズ跡地はもちろん、例えば市民

会館の場所なども、都市工学上から考えても有力地

になるのではないかとの指摘もございます。 

こうした状況を踏まえながら、改めて市庁舎建て

かえについて、現時点での基本的な方向性とスケジ

ュール感をどのように考えているのか、見解を伺い

ます。 

また、庁舎の建てかえを通じて、子供から大人ま

で広くまちづくりと将来の網走のあり方について考

える機会にもつながるというふうに考えますが、ど

のような取り組みを進めるのでしょうか。市内の高

校からは、ぜひ私たちからもアイデアを募るなどし

て、まちづくりへの参画意識を高める有用な機会に

していただきたいという声も寄せられております。 

さらに、市庁舎が人が集まる場所、集まりたい庁

舎になってくれれば、網走の中心市街地の活性化も

進むと考えることから、市民参加によるこうした人

の集まる拠点としての市役所づくりが求められてお

ります。 

このような点を踏まえて、市民参画の方向性につ

いて、網走市の見解を伺います。 

また、新庁舎を中心市街地に建てかえるなどすれ

ば、中心市街地の今後の方向性もあわせて検討しな

くてはならないと考えるところであります。 

内閣府が所管する中心市街地活性化法に基づき、

まちづくり会社や商工会議所、自治体、地域住民、

民間事業者などで構成される中心市街地活性化協議

会の設置や市町村が作成する中心市街地活性化基本

計画の策定は、どのように新庁舎の建設とつなが

り、発展性を見出すのでしょうか。率直に申し上げ

て、この点が現状では全く見えてきません。実際に

こうしたものが見えない中で、庁舎の建てかえが先

行することには違和感を持つ方もいらっしゃるの

は、ある意味当然のことではないかと考えます。 

また、国から認定された中心市街地活性化基本計

画となるならば、市街地の整備改善や都市福利施設

の整備、まちなか居住の推進、経済活力の向上など

に社会資本整備総合交付金を活用した支援も受けら

れることになっておりますが、新庁舎を含めた中心

市街地活性化をどのように進めていく考えなのか、

見解を伺います。 

さらに、その中で、まちづくり会社の果たす役割

はどうなるのでしょうか。中心市街地におけるまち

なか居住には、日用品や食品などの生活必需品を購

入する場所をどうするかなどの課題もございまし

た。市庁舎の建てかえとあわせて、こうしたことが

解決へと向かうことになるのか、あわせて見解を伺

います。 

さらに、中心市街地が活性化されるのであれば、

従来からの課題でありました道の駅との連携も視野

に入る必要がございます。これについてどのように

考えているのかも見解を伺いたいと存じます。 

次に、５月の10連休への対応と課題について伺い

ます。 

本年は天皇陛下の御退位と元号の改定が予定され
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ております。それに伴い政府は、５月に10連休を設

けるとのことでありますが、これに対して期待と不

安が入りまじった声が聞かれております。期待する

声については、観光需要を含めた消費刺激が進むの

ではないかというものでありますが、網走市とし

て、どのような見込みを持ってこの期間の対応を進

める考えなのか、見解を伺います。 

次に、命にかかわる病院の診療や介護などにどの

ような影響があるのか、不安視する声もございま

す。また、派遣社員や臨時職員など、時間給で働く

方々など、休業期間が10日も発生する方の暮らしに

対する影響への対策も必要になることを念頭に置い

ておかなければならないと考えるところでありま

す。 

さらに、各種行政手続や銀行などの対応について

も心配する声もあるほか、飲食店などを中心に大き

な在庫を抱えておけない状況にあることから、仕入

れに対する不安の声も聞こえてくるところでありま

す。網走市としては、こうした不安の声に対処する

ことも必要と考えますが、見解を伺います。 

次に、暮らしに直接かかわる課題について伺いま

す。 

最初に、医療に関する課題についてであります

が、開業医の誘致事業が今年度初めて予算化されて

おります。これも以前に我が会派の議員から導入を

求め、一般質問を行った経緯があるものでありまし

て、事業化されることについては好意的に捉えてい

るところであります。課題があるとすれば、網走市

にとって必要な診療科が実際に確保できるのかどう

かという点、そして、どのような診療科を対象に募

集を行うのか。また、医師会などとも連携しなが

ら、広く公募する形が望ましいと考えますが、どの

ような方法で進められるのでしょうか。見解を伺い

たいと思います。 

さらに、予算執行の手法はどのようなものにな

り、どのくらいの開業医及び病院を誘致する考え方

なのか。数値目標や規模の目標なども明らかにされ

たいと存じます。 

次に、障がい者福祉について伺います。 

日体大付属高等支援学校が来年度で全学年そろう

ことになります。 

まず最初に、新年度の入学者数と学校の経営状況

について明らかにされたいと存じます。 

また、再来年度にはいよいよ卒業生も出てまいり

ます。就労の見通しも持てる状況にならないと、今

後の募集に支障が出ることも懸念されるところであ

りますが、網走市としての見通しについて見解を伺

いたいと思います。 

また、寄宿舎職員についても、女性スタッフの不

足が課題となっていると伺っております。実は、網

走養護学校も、この寄宿舎における臨時職員の確保

の困難さについて共通の課題を持っているものであ

り、対処が必要な課題となっております。こうした

教育を支える労働力確保について、網走市はどのよ

うに対処する考えなのか、見解を伺います。 

学校施設の利用拡大策についても課題がございま

す。屋内走路や学内の施設利用について整理すべき

課題もあったというふうに考えるところですが、ど

のように新年度、解決に向かって進めていくのか、

見解を伺います。 

さらに、来年春に卒業生を初めて送り出す学校に

とっては、卒業生の進路を確保することがやはり重

要であります。そのため網走市では、職場適応援助

者、いわゆるジョブコーチの養成を議会質問をきっ

かけに導入し、福祉事業所だけではなく企業にもジ

ョブコーチを配置する取り組みを進めているところ

なのは承知しております。つまり、市内の企業の受

け入れ体制整備を進めることが大切だということで

あり、従来の手法にこだわらない積極的な取り組み

が急がれると考えるところであります。 

しかしながら、この点については、実際のとこ

ろ、対策がおくれていると言わざるを得ないのでは

ないでしょうか。少なくとも現状を見るとそのよう

に感じざるを得ず、心配しています。現時点での認

識と今後の対応策をどう進める考えなのか、見解を

伺います。 

次に、網走市の各部署及び網走市内の企業などで

合理的な配慮を行う必要性を定めた障害者差別解消

法への対応状況はどのようになっているでしょう

か。 

合理的配慮が進まないために、本来働ける可能性

のある場所で就労へとつながらなかったり、訪れる

ことができる場所が限定されることなども可能な限

り少なくしていく必要がございますし、網走市役所

そのものでも、障がいのある方々が使いやすい施設

を目指しながら、働きやすい職場をつくり、就労者

数の増加を目指すことも検討しなくてはならないと

考えるところであります。網走市を含めた全市的な

対応状況と諸課題について見解を明らかにしていた

だきたいと思います。 
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次に、各事業所での工賃アップの取り組み状況と

網走市のかかわりはどのようになっているでしょう

か。 

目標工賃の達成はもちろんですが、現状を前に進

めるためには行政のリーダーシップも必要であり、

各事業所の実態を把握しながら、より効果的な就労

に向けた訓練の実施や工賃の高い作業の導入、網走

市としての公的作業の発注など、検討すべき課題も

あると考えますが、現状での見解を伺います。 

さらに、手話言語条例を今回制定し、手話の普及

を進めることは率直に評価したいと思います。 

一方で、手話を取り巻く歴史的経緯については、

言語として認められず、その使用そのものが学校教

育の中で否定され、口話を重視した教育が半ば強制

的に行われてきた過去の歴史にも、率直に向き合う

必要がございます。今回示されている条例の条文中

には、その記述はございませんが、今後はどのよう

な認識で進めていくのでしょうか。改めて、手話言

語条例の位置づけとその普及について、基本的な見

解を伺います。 

次に、介護保険について伺います。 

一昨年から進められてきた生活支援体制整備事業

は、まちづくりそのものを問い直し、体制を再構築

する可能性を持つ事業であり、大変重要なものであ

ると考えるところであります。 

一方で、予算的にはこれで十分なのかという点

や、介護保険課だけではなく、さまざまな部署との

有機的な連携が必要なものであるとも考えるところ

であります。 

この事業のこれまでの実施状況と効果を現状では

どのように捉えていらっしゃるのか、今後の見通し

を含めて見解を伺います。 

次に、介護制度のあり方についてですが、介護現

場は重労働であるとされているのは御承知のとおり

です。これは、我が国が諸外国に比べて寝たきりに

なる方が圧倒的に多い状況にあるということが起因

するものであり、これが最大の原因と考えるところ

でありますが、こうした状況をどのように改善する

のか、検討していかなくてはならないと考えるとこ

ろであります。 

先進地や先進的な取り組みをする福祉団体では、

寝たきりにしない福祉サービスの実践を通じて、重

労働と言われる介護労働者の負担軽減につながると

同時に、寝たきりにならずに暮らしたいという高齢

者のニーズを満たす取り組みがふえている状況にご

ざいます。 

あらゆるサービスの提供体制を見直すとともに、

介護の基本的なあり方についても問い直しながら、

取り組みを進めるべき時代の岐路に今立たされてい

ると考えますが、見解を伺います。 

また、今年度は、新たに介護支援ボランティアポ

イント事業も導入されます。過去に会派からも、大

空町で行われている同様の制度や先進地の制度を示

しながら実施を求めてきた経緯がございますが、網

走市における事業の特徴はどのようなものになるの

でしょうか。また、得られたポイントをどのように

活用していくことを目指すものなのか。さらに、介

護保険制度の維持を考えたときに、どの程度の好影

響をもたらす結果になると考えて導入するのか、基

本的な見解を明らかにされたいと存じます。 

次に、労働面から伺います。 

介護労働者の確保については、先ほども述べさせ

ていただいたように、重労働にならないサービス提

供体制の構築や考え方の整理が欠かせませんが、一

方で、網走市は介護労働者の確保に向けた施策を進

めてきたことも理解しているところでございます。

これらがどの程度、現状、成果を上げてきたのか、

現在の状況と課題について見解を伺いたいと思いま

す。 

また、介護保険分野の人材確保の取り組みは、網

走市の事業としても進められておりますが、障がい

福祉分野では若干おくれている感もあります。障が

い者福祉の分野における労働者確保について、網走

市の基本的な認識と今後の対応について見解を伺い

ます。 

国は、外国人労働者の受け入れ拡大策の一環とし

て、本年２月20日に介護分野の技能実習生の日本語

要件を緩和する方針を示し、早ければこの３月にも

告示を改正すると方向性を示しました。 

団塊の世代が75歳以上となる2025年には、介護サ

ービスの需要はさらに高まり、全国では担い手が34

万人足りなくなると試算されておりますが、網走市

においてはどのような状況にあるのか。見解を伺い

ます。 

また、入管法の改正により、介護分野にも外国人

労働者の受け入れが拡大されることも明らかになっ

ているところでありますが、網走市では、その受け

入れについてどのような方針で臨まれるのでしょう

か。見解を伺います。 

次に、公共交通について何点か伺います。 
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高齢化に伴い、地域での暮らしに不安を訴える声

が聞こえます。買い物難民と呼ばれる諸課題はもち

ろん、公共交通の状況から、車の運転ができなくな

ると暮らしていけるのか、そもそも不安だという声

がたくさん聞かれるのは御承知のとおりでありま

す。 

こうした状況に対処するためには、地域公共交通

網形成計画の策定を初め、地域の意見を聞きなが

ら、介護保険における生活支援体制整備事業の枠組

みなどと適切に連動されることで、地域の実情に合

わせた丁寧な取り組みを進めることが必要と考えま

すが、見解を伺います。 

次に、空港一括民間委託についてであります。 

来年度５月に第２次審査書類の提出期限を迎え、

同じく７月ごろには優先交渉権者の選定が行われる

と認識しております。さらに、年が明けて来年の１

月15日には７空港一体のビル施設事業の開始が予定

されるなど、いよいよ具体的に動いていく方向であ

ります。 

こうした状況に対する現状の網走市の認識と課題

及びその対応状況について見解を伺います。 

また、空港一括民間委託とともに、交通アクセス

の向上も求められております。釧路空港へのＬＣＣ

就航もあり、２次アクセスの向上は道内各空港共通

の課題でありますが、網走市としてはどのような対

策を進めていく考えなのか、見解を伺います。 

さらに、観光にとっても、市民の暮らしにとって

も、ＪＲ北海道の問題は解決しなくてはならない課

題であるのは依然として変わりません。本年度も網

走市は幾つかの事業を進めながら、市民のマイレー

ル意識の向上に努めていく考え方は理解をするとこ

ろであります。 

今後は、より具体的にＪＲ北海道に対して経営改

善計画など経営見通しを示すことを求めながら、車

両更新が可能となる３年のスキームで国による財政

円支援が受けられるようになることとあわせて、地

方財政計画上に位置づけをした上で、維持困難とさ

れる８路線に対する支援策を、国を含めて早急にま

とめ上げなくてはならない状況にあると考えるとこ

ろです。 

本年度での交渉で、北海道は国の地方交付税によ

る地方への財政支援は３割にとどまる方針が変えら

れず、自治体で毎年数十億円を負担するのは難しい

として、さらなる上積みを求めた状況にあると理解

をしておりますが、網走市としては、ＪＲ北海道の

経営見通しと国による財政支援に対する自治体との

交渉についてどのように捉えていらっしゃるのでし

ょうか。今後の交渉見通しとあわせて見解を伺いま

す。 

次に、観光振興関係について伺います。 

ＪＲ網走駅のにぎわいづくりにも今年度はＤＭＯ

に絡めて取り組むと予算措置を含めて伺っていると

ころでありますが、既に空き店舗になって久しいコ

ンビニエンスストアなど、網走駅前においては観光

客の買い物対策の課題が依然として解決しておりま

せん。この状況に網走市はどのように対処してきた

のでしょうか。今後はどうする考えなのか、見解を

伺いたいと思います。 

また、桂台駅を利用する観光客の乗降もふえてい

ると伺っております。これまで学生のための駅とい

う位置づけだったというふうに認識しております

が、今後はどのような位置づけを考えていくのでし

ょうか。トイレの整備や案内表示板の整備などの課

題もあると考えますが、見解を伺います。 

また、市政執行方針においては、ＤＭＯの設立を

推進し、その拠点は網走駅に、市と観光協会が連携

を深めながら、ともに取り組むとともに網走の駅の

にぎわいの創出も図るとされておりました。これに

ついて、具体的にはどのような規模で、どのような

事業を進める考えなのでしょうか。基本的な取り組

みについて見解を伺うとともに、あわせて、観光振

興公社、観光協会、ＤＭＯの関係性はどのようなも

のとなると考えたらいいのでしょうか。見解を伺い

ます。 

次に、第１次産業について種々伺ってまいりま

す。 

森林を守る担い手対策を進めることは、森林の保

全はもちろん災害防止や幅広い産業に与える影響を

考えても、地域的に重要な課題となっております。

今後どのように進める考えなのか、見解を伺いま

す。 

また、近年は、気候の変化に伴って災害の規模が

大きくなってきております。こうした状況下で、更

新期を迎えた木の伐採が進んだこともあって、影響

が深刻化しているのは御承知のとおりです。こうし

た状況への対処はどのように進めていくのか、見解

を伺います。 

さらに、網走市にて稼働が始まりましたバイオマ

ス発電所については、ヤシ殻を主な原料にした発電

を進めていくというふうに理解しておりますが、一
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方で、それだと採算性に難が出るという話も伺って

いるところであります。資源の確保と採算性の両立

については、どのような状況になるのでしょうか。

また、今後、網走市におけるバイオマス発電所はど

のように維持、発展していく見通しがあると考えて

いるのか、見解を伺います。 

次に、農業についてであります。 

最初に、ジャガイモシロシストセンチュウ対策の

見通しについてどのように考えているのか、見解を

伺います。 

また、シロシストセンチュウに注目が集まる一方

で、シストセンチュウ対策についても取り組まなく

てはならない課題であると認識します。さまざまな

病害虫対策にはどのように取り組んでいくのか、見

解を伺います。 

また、ＴＰＰ11が昨年末に発効され、本年２月に

は日欧ＥＰＡも発効されました。既に牛肉の輸入が

急増するなど、生産者や市場への影響が懸念されて

いるのは御承知のとおりであります。網走市とし

て、こうした国際貿易の状況が網走の第１次産業に

もたらす影響をどう捉えているのでしょうか。基本

的な考え方と、その対策について見解を伺います。 

政府は、米国との貿易協定交渉を始めようとして

おります。この交渉を日本政府は、日米物品貿易協

定、ＴＡＧであり、物品だけの関税交渉と説明し、

交渉妥結後に物品貿易以外のサービスを含むほかの

重要な分野について交渉を行うとしておりますが、

米国政府は、米日貿易協定で包括的な自由貿易協

定、いわゆるＦＴＡであるし、農産物など物品の関

税削減、撤廃だけではなく、食の安全にかかわる遺

伝子組み換えや残留農薬を規制する衛生植物検疫措

置導入、為替操作防止や通関手続緩和など、非関税

障壁も含めた22項目を交渉対象に挙げているのは御

承知のとおりです。 

この両国間の認識の相違のまま、日本政府は米国

第一主義を掲げるトランプ大統領との厳しい交渉に

臨むことになり、政府は正しい情報を開示した上

で、国民理解をもとにした交渉姿勢を早急に構築す

べきであると考えます。特に農産物について、米国

政府は、ＴＰＰの合意水準を上回る市場拡大を強く

求めてくる可能性が高いとされており、我が国の食

料資源を守り、国内農業、農村の崩壊を防ぐ意味で

も、到底受け入れられるものではありません。対米

輸出拡大のために、国民の命の源である自国の農産

物を代償として差し出すことはあってはなりませ

ん。 

世界的には人口増と食糧供給の不安定化が懸念さ

れる中で、食料安全保障を重視する国がふえており

ます。また、国連の家族農業年がスタートする本

年、世界の農政は、家族農業や協同組合などの重要

性を積極的に評価し、食料の安定供給とそれを支え

る自国の農業が持続できる国内政策にシフトしてお

り、日本の農業政策は周回おくれとさえ言われてお

ります。 

網走市は、生産現場の意向を踏まえて、政府に対

し、日米貿易協定交渉や各国とのＥＰＡ・ＦＴＡ交

渉などにおいては、食糧資源及び食料安全保障を守

るため、毅然とした姿勢で臨み、農業などの第１次

産業に従事する方々や消費者を犠牲にした農産物の

関税削減、撤廃及び輸入枠拡大や食の安全にかかわ

る規制の緩和などは断じて行わないという姿勢で臨

んでいただきたいと考えますが、網走市としての基

本的な見解を明らかにされたいと存じます。 

また、漁業分野においては、網走湖のシジミ資

源、能取湖のホッカイシマエビ、そしてサケやマス

など、水産資源の減少とその対策が急務となってい

るほか、魚種の変化への対応も課題となっておりま

す。こうした状況に対して、今年度も予算措置をし

ながら対応していくと考えているところであります

が、今後の見通しと網走市の基本的な見解を伺いま

す。 

続いて、廃棄物減量化の取り組みの進捗状況につ

いて伺います。 

食べ残し、または、まだまだ食べられるのに捨て

られる食品、いわゆる食品ロスを含めた廃棄物の減

量化は、食料生産基地である網走市であるからこそ

大変重要なのであります。特に、食品ロスゼロを進

めることは大変重要であり、先進地としての取り組

みを進めることは、網走市としての大きなＰＲ効果

を生み出すことからも、条例整備を含めた検討が必

要と考えるところです。 

廃棄物の組成調査を行うと過去に答弁があったと

ころでありますが、この調査の結果に関する見解を

求めるとともに、今後の食品廃棄物減量化の取り組

みについての見解を伺います。 

また、ごみの分別の難しさや不法投棄などの諸課

題について、市民からはさまざまな声が依然として

寄せられておりますが、新年度はどのような対策を

進める考えなのか、見解を伺います。 

次に、網走市にとって大きな課題の一つである雇
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用対策について伺います。 

依然として網走市は人手不足が深刻な状況にある

とともに、事業承継の課題が深刻化している状況に

あります。網走市として、女性や高齢者の就労支援

を進めながら、Ｕ・Ｉターンの取り組み支援や、関

東圏からの移住による起業や就労支援を進めること

など新たな取り組みを進めることは評価したいとい

うふうに考えるところでありますが、状況を打開す

るためには、さらなる対策が必要という声もありま

す。網走市としては、こうした課題に対して、新年

度実施する新事業がどの程度の好影響をもたらすと

想定をしているのでしょうか。見解を伺います。 

また、若者人口の増加、定着も課題となっており

ます。その対策も急務だと考えますが、どのような

対策を進めるのか、見解を明らかにしていただきた

いと思います。 

さらに、人手不足への対応として、外国人技能実

習生受け入れ拡大の検討や、入管法改正による外国

人労働者の受け入れについても今後は考えられるも

のとなります。こうした方向性が人手不足の対応策

として強まるのだとすれば、網走としても必要なサ

ポートを行いながら、トラブルを未然に防ぐ意味で

も相談窓口を設けることや通訳の設置、市民に対す

る外国人への理解促進など必要な政策を進めること

も必要だと考えますが、見解を伺います。 

次に、ふるさと納税について伺います。 

総務省が一定のルールの履行を求める状況がある

中で、今年度の状況はどのようになるのか、見通し

について見解を伺いたいと思います。 

また、来年度以降もふるさと納税による寄附金確

保の見通しを高めるためにさらなる工夫が必要と考

えますが、どのような取り組みを進めるのか、見解

を伺います。 

さらに、民間の活力を生かし、寄附者に求められ

る新たな商品開発を進めるには、企業に対するサポ

ート体制を充実させることや、企業と必要なコミュ

ニケーションを図りながら、商品開発の方向性を見

出していくことも重要となりますが、見解を伺いま

す。 

最後に、教育全般と子育て支援について何点か伺

います。 

学力向上に全市的に取り組んでいることや、取り

組みが少しずつ成果を上げていることは率直に評価

したいと思います。 

一方で、さまざまな環境の変化に対応するため

に、従来の教育に加えて、さきに述べましたＬＧＢ

Ｔｓの方々に対する事柄や手話言語条例に対する対

応などを含めた各種人権教育、主権者教育、納税者

教育など、多様な価値観や社会の変化に対応する教

育に取り組む必要性も指摘されるところでありま

す。確かに学習指導要領に基づいた教育を進めるこ

とは大切で、学力向上を進めることも大切でありま

すが、地域の未来を担う人材を育むために必要な教

育を進めることや、人格形成につながる教育を進め

ることも重要性の高いものだと認識するところで

す。 

網走市は豊かな心を育む教育を進めていること、

このことは承知をしておりますが、網走独自のカリ

キュラム実施を含め、さらなる積極的な取り組みが

必要ではないでしょうか。見解を伺います。 

また、網走市内には、日体大附属高等支援学校の

ほかにも東京農業大学、網走養護学校、網走南ヶ丘

高校、網走桂陽高校とそれぞれ私立と道立の学校が

存在をしております。これらの学校との連携をさら

に深め、網走のまちづくりに対するかかわりを持つ

機会をふやす取り組みを進めることは、教育効果を

高めることにつながるとともに、若者人口定着率向

上や、網走にいつか戻ってくる人材をふやすために

は必要なことと考えるところであります。さらなる

取り組みを求めたいと考えますが、見解を伺いま

す。 

次に、網走桂陽高校を例にさせていただくと、卒

業生の市内就職率が最も高い高校であり、若年人口

の定着には大きな役割を果たしている学校と言うこ

とができます。授業の中には、網走のまちで活躍す

る団体や企業と連携して進めることを前提にしたも

のもあり、今年度もこうした取り組みが行われ、教

育効果も高く、生徒にも好評であり、今後もぜひ続

けていきたいというふうに伺っております。 

こうした取り組みについて、網走市としてもっと

積極的に評価し、取り上げ、かかわっていく仕組み

をつくることが重要であり、学校所在地の自治体で

ある網走市がこうした取り組みを積極的に評価し、

必要な仕組みを整えるとともに、設置者である北海

道にこうした状況をしっかりと報告し、伝えていく

ことがさらなる取り組みへの発展につながるのでは

ないかと考えるところです。 

これまで進学に重きを置いてきた高校教育であり

ますが、今後は、地域貢献や地域への人材定着こそ

を評価する時代ではないでしょうか。網走市として
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こうした動きはできないでしょうか。見解を伺いま

す。 

さらに、全人的な教育を進めるためには、学校教

育だけではなく、生涯学習の分野も重要となりま

す。一方で、子育て支援の方法はさまざまであり、

生活を支える現金給付やサービス給付そのものもそ

の一つの選択肢でありますが、予算を見る限り、網

走市としては負担軽減策を基本に進めているとの方

向感を感じるところであります。 

そこで伺いますが、各種施設利用料の負担軽減を

図ることで、子育てに係るコストを軽減することも

政策の選択肢として考えられると思います。網走市

における公的施設には、市民健康プールや総合体育

館、スキー場など有料施設と無料のものが混在して

おりますが、子供からの施設使用料として徴収して

いる歳入は、総額でどの程度になると試算されてい

るのでしょうか。見解を伺います。 

また、この施設利用料を無償化することによる子

育てに係る負担の軽減は経済刺激策にもなり得ると

の声もあり、その経済効果は外出機会の増加と直結

することから、決して小さくないと考えることがで

きます。網走市としてはどのような見解をお持ちな

のか、明らかにしていただきたいと思います。 

2019年ラグビーワールドカップの合宿地に網走市

が選ばれていることは御承知のとおりであります。

一方で、その市民周知が今のところ効果的になされ

ているとは言えない状況であり、学校はもちろん一

般市民の認識の低さは決して小さくないと感じてお

ります。新年度予算にはこの状況に対処する予算も

見受けられると考えておりますが、網走市としての

現状認識について見解を伺います。 

さらに、歓迎ムードを含めた市民の関心をふやす

取り組みが必要と考えますが、見解を伺います。 

また、日体大附属高等支援学校ができたことで障

がい者スポーツの幅も広がったところであります。

新年度には障がい者スポーツ大会の開催も、この網

走市で行われる予定になっております。今後も障が

い者スポーツの振興については意を用いていくべき

と考えるところでありますが、網走市としての基本

的な見解を明らかにしていただきたいと思います。 

また、障がいのある方と健常者とが一緒に楽しめ

るユニバーサルスポーツの振興は、障がい者理解の

ためにも極めて有効だと考えますが、どのように進

めていく考えをお持ちなのか、網走市の見解を伺い

ます。 

以上、会派結政の会を代表して質問させていただ

きました。網走市の未来がより輝かしいものに向か

っていくこと、そして、市民の笑顔が絶えない網走

になることを願って、質問を終わります。 

○工藤英治議長 答弁前でありますが、ここで暫時

休憩をいたします。 

午後２時21分休憩 

午後２時31分再開 

○工藤英治議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

代表質問を続行します。 

平賀議員の質問に対する答弁から。 

市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 会派結政の会、平賀議

員の御質問にお答えをいたします。 

税収と今後の財政見通しについてでありますが、

一般的に税収に与える要因として、景気と人口の変

動が挙げられ、当市においては、おおむね人口減少

とともに市税収入も減少傾向にあり、とりわけ生産

年齢の人口減少は自治体の税収減に影響を与えるも

のと認識をしているところであります。 

市税収入を的確に確保するためには、国の制度改

正に注視し、税の公平性の観点から、適正な課税客

体の把握と収納率の向上を図り、収入未済額、不納

欠損額の縮小に努めることが肝要であると考えてい

ます。 

今後の市財政の見通しについてでありますが、歳

入では、市税の増額が見込めない中、地方交付税に

おいても人口減少や公債費算入の減少により、交付

税総額が減少傾向にあり、ここ数年の当初予算は、

収支の均衡を図るため、基金を繰り入れて編成をし

ております。 

また、歳出では、高い公債費負担と、少子高齢化

に伴う社会保障関係費が増大する中ではあります

が、市庁舎などの大型公共施設の耐震及び老朽化対

策への取り組みも急務となっていると認識をしてお

ります。 

新たに策定をした中期財政収支見通しにおいて

も、収支不足を見込んでおりますことから、公共施

設のあり方や事業の再構築を含めた整理を行うな

ど、財政規律のバランスを念頭に、懸案事項を丁寧

に整理する必要があると考えております。 

次に、網走市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

ついてでありますが、本計画は、平成27年度から平

成31年度までを期間としておりますので、新年度で
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は、国の動向も踏まえながら、これまでの取り組み

の検証とともに、現在の総合戦略の見直しを進めて

まいります。 

これまでの取り組みの中で、成果や改善が見られ

るもの、また、そうでないものに分かれる状況や分

野において、目標達成への困難度が異なること、短

期的な成果を得ることが難しいもの、このほか国内

外の経済動向や自然災害の影響を受けるものなど、

その状況はさまざまであると認識をしております。

引き続き関係団体と連携を図り、意見交換を進めな

がら、取り組みを進めてまいります。 

次に、指定管理者制度や業務委託についてであり

ますが、民間の能力やノウハウを活用することによ

り、多様化する市民ニーズへの対応など、サービス

の向上や経費の削減を図り、より効率的で効果的な

行政運営を目指しているところであります。これま

での指定管理者制度や業務委託の導入により、市民

サービスの向上など、おおむね期待どおりの成果を

上げているものと認識をしておりますが、引き続き

市民ニーズの向上を念頭に、民間活力の活用を進め

てまいりたいと考えております。 

次に、除雪への対応についてでありますが、平成

30年度より除排雪業務の全面民間委託を行っており

ますが、委託後においても、従来の除排雪方法と変

更がないことから、変化は生じていないと考えてお

ります。 

一方で、除雪オペレーターについては、高齢化や

担い手不足が課題となっておりますことから、各種

講習会への参加などを含め、技術の向上を図ってい

るところであります。 

冬期除雪は道路交通の確保が最優先であることか

ら、住宅間口付近の除雪などはそれぞれで対応いた

だくよう市の広報紙などで理解を求めているところ

であり、除雪負担の大きい高齢者世帯などについて

は、高齢者除雪・融雪サービス事業を活用いただい

ているところであります。 

次に、防災・減災対策についてでありますが、施

策展開を進める上では、被害をもたらす要因、被害

を小さくする要因を分析の上、効果的な対策を選択

し、そこに資源を集中する考え方が必要になりま

す。 

想定することさえ難しい災害の発生と、その課題

解決に向けては、常に情報を収集し、過去の対応を

検証し、改善することで、より効果的で実効性のあ

る防災対策が実施できるよう準備することが重要と

認識をしております。 

次に、防災ラジオ貸与に係る災害弱者への対応に

ついてでありますが、現在、当市において、情報伝

達手段の多重化は喫緊の課題であり、これまでも災

害情報の発信にはメールやＳＮＳを含めた複数の方

法を用意することに意を用いてまいりました。 

まちづくり懇談会や区長会議などを通して、特に

高齢者へ有効な情報提供の整備について要望が寄せ

られており、多重化を図る選択肢には、防災行政無

線の整備、ポケベル周波帯の活用、防災サイレンの

設置などがありますが、いずれも財政の負担が大き

く、当市ではそれらの整備は困難であったため、他

の方法について調査、研究を進めてまいりました。 

コミュニティＦＭ放送を活用した情報伝達手段が

比較的財政負担が少なく構築でき、先進地である稚

内市や中標津町の実施状況を踏まえ、導入が適切と

判断をいたしました。 

ＦＭあばしりと連携をすることで、市民の皆様に

ラジオを通して防災情報や市政情報をお届けできる

ことに加え、スイッチが自動で入り、緊急情報が音

声で流れる緊急告知防災ラジオを貸与し、多重化を

進めることは、避難行動要支援者や高齢者などの災

害弱者に対する情報提供の課題を一つ解決すること

ができるものと考えております。 

次に、コミュニティラジオ放送局の非常電源確保

についてでありますが、市庁舎に設置するＪアラー

ト受信機や緊急割込装置、ＦＭあばしりの放送局内

に設置する緊急割込装置には、無停電電源装置や非

常用発電機による停電対策を講じます。 

また、ＦＭあばしり側では、放送局内及び送信設

備のいずれにも無停電電源装置や非常用発電機によ

る停電対策が講じられております。 

次に、人権問題に係る多様な個性についての考え

方でありますが、網走市においてもノーマライゼー

ションの考え方に基づき、高齢者、障がい者の有無

といった年齢や身体的・精神的な状況にかかわら

ず、生活や権利などが保障された環境をつくり上げ

る取り組みを行ってまいりました。 

具体的な取り組みとしては、高齢者や障がい者が

同じ市民として地域で安心して生活ができるよう、

イベントや講演会などを通して理解促進、虐待防

止、差別解消、さらには成年後見制度の利用支援な

ど、権利擁護に向けてのさまざまな事業に取り組ん

できたところであります。 

今後も、高齢者、障がい者一人一人が同じ市民と
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して分け隔てなく暮らしていけるよう、取り組みを

進めてまいりたいと考えております。 

次に、ＬＧＢＴｓについてでありますが、網走市

の条例、総合計画、男女共同参画プランなどにおい

て明確な位置づけはございませんが、一人一人の人

権は尊重され、不当な差別や偏見はあってはならな

いことと認識しております。 

市には、現時点ではＬＧＢＴｓに関する相談はご

ざいませんが、今後、市への相談や声が寄せられる

ような状況がございましたら、十分に注意をしなが

ら、どのような対応がよいのか慎重に検討を進めて

まいりたいと考えております。 

次に、庁舎建てかえの方向性とスケジュール感に

ついてでありますが、「関連計画と周辺環境」「利

便性と交通体系」「防災拠点としての安全性と機能

性」「経済性と実現性」の四つの視点、並びに建設

候補地別による評価とともに財源確保のための時間

軸を踏まえ検討してまいりました。 

総合的な評価の結果として、中心市街地である金

市館ビル跡地周辺敷地を適地として判断した市の考

えをお示ししたところであります。 

また、新庁舎建設までの事業スケジュールについ

ては、現庁舎の耐用年数や安全・安心なまちづくり

の観点、加えて、現在最も有利と考えられる公共施

設等適正管理推進事業債の期限からも早期に実施す

ることが必要であると考え、新年度からは基本構想

策定に着手し、その後、基本設計、実施設計に手が

け、2022年度に建設着手といったスケジュールを考

えております。 

次に、市民参画の方向性についてでありますが、

住民懇談会や市民アンケートのほか、パブリックコ

メントなどを実施し、意見などをお聞きしたいと考

えております。 

また、庁舎建設基本構想の策定に当たり、市民公

募を初め、学識経験者、各種団体からの推薦者など

で構成する検討委員会を設置し、協議、検討してい

ただくことを考えております。 

庁舎建設に当たりましては、市民の皆様の意見を

幅広くお聞きし、多様な意見聴取の手法を取り入れ

ながら進めてまいりたいと考えております。 

次に、庁舎建てかえと中心市街地の関連について

でありますが、当市では、中心市街地活性化基本構

想の「歩いて暮らせるまちづくり」に基づき、中心

市街地へのまちなか居住や道営住宅の誘致などに取

り組んでまいりました。 

中心市街地活性化基本計画は、公共と民間がそれ

ぞれエリアの整備や事業者の進出などの役割と構想

を整理する計画でありますので、民間事業者の現状

においては、計画策定は難しいものと考えておりま

す。 

一方で、新庁舎の建設と中心市街地の活性化とい

う面では、昼間人口の増加による波及効果や、周辺

には金融機関、病院、商店街、飲食街などの都市機

能が集積されていることから、にぎわいのある商業

地の形成につながっていくことが期待されるところ

でもあり、民間事業者による計画策定に向けた機運

が醸成されることとなれば、公共と民間事業者が一

体となって有利な財源対策を考慮していかなければ

ならないと考えています。 

まちづくり会社におきましては、中心市街地のに

ぎわいを創出するイベントの企画・参加、不動産リ

ノベーションや空き店舗対策等、さらなる地域商社

機能の役割があるものと考えております。 

次に、道の駅との連携についてでありますが、網

走川及びその周辺を中心とするエリアは、広域から

の網走市街地への入り口とも言えるエリアであり、

中心市街地を含めたまちなかと自然が融合している

場所であります。 

このような中で、道の駅への誘客が進み、中心市

街地のにぎわいが創出されるにつれて、お互いの効

果が相乗的となることが期待されるところであり、

今後も引き続き道の駅と中心市街地の魅力向上に取

り組みながら、両エリアの情報発信、情報共有につ

いて連携してまいりたいと存じます。 

次に、10連休の観光消費に対する見込みでありま

すが、網走湖畔地区の宿泊施設に関しては、個人、

団体ともに予約状況は好調と伺っております。 

また、国と道が実施した「北海道ふっこう割」が

終了した後の４月、５月の網走への新たな需要創出

を図る観光需要喚起対策事業にも、網走市独自に取

り組んでいるところでございます。 

今回の大型連休をきっかけとして、当市を訪れて

いただいた観光客の皆様に御満足いただき、再来訪

いただけるよう今後も誘客促進に取り組んでまいり

ます。 

次に、10連休に係る各種行政手続等への対応につ

いてでありますが、住民・戸籍・健康保険関係の行

政手続についてでありますが、５月３日に市民係及

び医療保険係に臨時窓口を開設し、住民票、戸籍謄

抄本、印鑑登録証明書の交付、また、国民健康保険
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証の再発行や限度額証の交付などの事務に対応して

まいります。 

また、ごみの収集についてでありますが、埋め立

てごみ、生ごみ、容器包装プラスチック、使用済み

紙おむつ類の収集は、各地区ともに通常どおり実施

してまいります。 

また、保育と放課後児童クラブについては、保育

につきましては、私立いせの里保育園におきまし

て、４月28日から５月６日の９日間について休日保

育を実施いたします。放課後児童クラブについて

は、例年休日ではない４月30日、５月１日、２日の

３日間について、桂町児童センター１館にて開館い

たします。 

なお、この３日間は、他の児童館の登録児童も利

用することが可能であります。 

次に、開業医の誘致事業についてでありますが、

開業医誘致制度につきましては、医師会との懇談会

や理事会において種々御意見などを伺っており、医

療法上の診療所で、診療科は当市の医療体制を考慮

し、内科を含む診療科の診療が可能な方を対象と考

えております。 

まずは、当市の助成制度を知っていただく必要が

ありますので、ホームページの掲載を初め、医療系

業界紙への広告掲載、医育大学や北海道東京事務所

でのパンフレット周知など、道内で実施している他

の自治体の周知制度の方法も参考にしながら取り組

んでまいります。 

助成につきましては、医師会からの委員も含めた

網走市開業医誘致助成審査委員会を設置し、当該助

成申請に対する意見などをお伺いすることとしてお

り、実際に助成制度の活用が決まりましたら、補正

予算で対応いたしたいと考えております。 

事業の実施に当たりましては、まずは１件目の取

り組みを積み重ねてまいりたいと考えており、引き

続き医師会などと協力、連携のもと推進してまいり

ます。 

次に、日本体育大学附属高等支援学校の入学者数

と経営の状況についてでありますが、平成31年度の

入学者見込みは34名とお聞きしており、全学年がそ

ろう新年度からの生徒数は、定員120名に対し、73

名の見込みとなっております。 

この支援学校は、大学附属という位置づけの中で

設置された学校であることから、法人全体で運営さ

れているものと承知をしているところであります。 

次に、卒業生の就労の見通しでありますが、現時

点での平成31年度の卒業予定者は18名で、このうち

進学希望者は５名、就職希望者は13名とお聞きして

おります。 

支援学校では、開校以来、市民とのかかわりを大

切にする地域に密着した学校づくりを進めており、

地域イベントへの参加や除雪ボランティアの取り組

みのほか、市内企業における職場見学や職場実習が

進められており、こうした企業との連携強化や新た

な受け入れ企業の開拓に取り組んでおります。 

さらに、市外企業に対しても、進路支援などに取

り組むサポート企業の募集を積極的に進めていると

伺っております。 

次に、寄宿舎の職員についてでありますが、現在

の勤務体制は、正職員14名、臨時職員５名で対応し

ておりますが、新年度に向けては、正職員２名、臨

時職員１名を増員し、合計22名で対応するとお聞き

しております。このうち女性職員は、正職員１名、

臨時職員が６名となっております。 

支援学校では、生徒たちの生活状況も見ながら、

必要に応じて職員をふやす意向であるともお聞きし

ております。 

市といたしましては、引き続き支援学校との連携

を図りながら、情報共有し、必要な支援に取り組ん

でまいります。 

次に、ジョブコーチの養成についてであります

が、網走市では、平成26年度よりジョブコーチ養成

研修の受講に係る費用の補助制度を開始し、これま

で４名の実績がありますが、いずれの方も市内の就

労支援事業所の支援員であり、その活動も事業所内

の障がい者支援に限られている状況にあります。 

このようなことから、平成30年度の障がい者自立

支援協議会の関係部会において、国で設けられてい

る障がい者就労支援事業所の支援者がジョブコーチ

として活動した場合に助成金が支給される障がい者

雇用安定助成金制度の活用について検討を始めたと

ころであり、同制度を活用しながら、今後さらに企

業の受け入れ体制整備が進むよう図ってまいりたい

と存じます。 

次に、障害者差別解消法への対応についてであり

ますが、平成28年４月に同法が施行されて以降、市

としては、こころのバリアフリーサポーター研修の

開催やふれあい広場での啓発、町内会連合会、民生

委員協議会、各種団体の研修における講演等により

法の周知を図ってまいりました。 

また、市の庁内各部署に対しては、「障がいのあ
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る方へのよりよい対応ができるサポートブック」を

電子掲示板に掲載し、合理的な配慮を行う必要性を

周知し、取り組んでおります。 

今後も研修の継続実施、イベントや講演会などさ

まざまな機会を活用し、法制度や具体的な配慮の形

について、さらなる周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

次に、各事業所及び網走市の工賃向上の取り組み

についてでありますが、各事業所の工賃向上のため

には、各事業所で生産される物品の売上向上や通所

者に対する作業の機会の増加が必要となります。 

このため、平成25年４月に施行された障害者優先

調達推進法により、地方公共団体には「障害者就労

施設等からの物品等の調達の推進を図るための方

針」の策定が義務づけられ、網走市においては、平

成26年度に同方針を策定し、障がい者が就労する施

設等からの物品調達について取り組んでいるところ

であります。 

今後も民間事業者や市民に対して、障害者差別解

消法の周知とあわせ、さまざまな機会を通じて、障

がい者が就労する施設等からの物品等の調達をさら

に推進していただくよう働きかけを行ってまいりた

いと考えております。 

次に、手話言語条例についてでありますが、現

在、全国で200を超える自治体において手話言語条

例が制定されておりますが、制定の背景には、かつ

て手話が日本語の習得を妨げるものと誤解され、多

くの学校で意図的に排除されてきた歴史があり、当

事者を初め、多くの運動の結果、障害者基本法や障

害者の権利に関する条約により、手話が言語として

明確に位置づけられた経緯があります。 

当市の条例案においても、前文にこうした歴史的

経緯を記載するとともに、条例本文においても、手

話を使用する権利とその尊重について規定しており

ます。 

今後の施策の展開においても、こうした歴史的経

緯を含めて手話に対する理解を広め、手話の使いや

すい環境づくりに努めてまいります。 

次に、生活支援体制整備事業についてであります

が、社会福祉協議会における地域福祉会議を第１層

協議体に位置づけるとともに、第２層協議体につき

ましては、地域に既存する組織をベースとして、15

圏域で展開することで進めております。 

現在の実施状況でありますが、既に大曲、新町を

圏域とする第２層協議体を設置しており、残り14圏

域につきましては、これまで10圏域の地域関係者に

趣旨説明を行い、８圏域で協議体の設置に理解が得

られ、このうち３圏域で意見交換が始まっておりま

す。 

参加者からは、地域ごとの情報共有や協議の場が

必要との意見や、町内会等の地域組織の活性化と後

継者の育成、災害対策、空き家対策、除雪といった

問題点が挙げられるなど、活発な意見交換が行われ

ております。 

平成31年度につきましては、趣旨説明等を行って

いない４圏域での取り組みを進めてまいりますが、

当該圏域の共通課題として、広域な地域であるこ

と、また、連合町内会の未組織や未加入、さらに町

内会の空白地区があるため、十分な実態把握と既存

する地域組織との協議が必要であると考えておりま

す。 

また、効果でありますが、協議体として活動して

いる西地区地域活動推進協議会では、構成する四つ

の部会が積極的な取り組みを進め、地域におけるコ

ミュニティーの活性化が図られております。 

今後におきましても、地域の視点で支え合いの仕

組みづくりを進めるため、地域関係者及び関係機関

並びに庁内関係部署との連携により、積極的に取り

組んでまいります。 

次に、サービス提供体制の見直しと今後の介護の

あり方についてでありますが、介護保険サービスを

利用する方々の重度化防止には、事業所ごとにその

取り組みはさまざまであり、また、心身の状況、さ

らにはサービスや施設の種別により内容に違いが生

じるため、事業所が実践する取り組みを把握し、情

報の共有化に努めてまいります。 

次に、介護支援ボランティアポイント事業につい

てでありますが、介護支援に資するボランティア活

動にポイントを付与し、活動を通して社会参加、地

域貢献、健康増進を推進するとともに、ボランティ

アの継続と後継者の育成を支援する取り組みとなり

ます。 

当市における取り組みの特徴は、後継者の育成を

目的に40歳以上を対象としていること、また、受け

入れ機関を施設に限定せず、介護予防を実践するボ

ランティアを対象としている点にあります。 

付与されたポイントにつきましては、「ボランテ

ィア応援券」を交付することとしており、ボランテ

ィア活動に伴う交通費や施設利用料、また、自身の

健康づくりやリフレッシュに活用いただく内容とし



- 50 -  

ております。 

導入の効果といたしましては、ボランティアの継

続と後継者の育成、活動を通じた健康増進、介護予

防に対する意識の向上、施設職員の負担軽減、地域

における支え合いの充実とコミュニティーの活性化

などが考えられ、これらを通じ、元気な市民がふえ

ることを期待しています。 

次に、介護労働者の確保についての施策について

でありますが、当市では、初任者研修受講費用の助

成、介護人材確保検討会及び新人スタッフ研修会の

開催、潜在的有資格者の掘り起こし対策、介護福祉

士確保対策支援事業に取り組んでおります。 

成果につきましては、初任者研修受講費用の助成

や新人スタッフ研修会の開催が市内事業所での就労

や定着促進につながるとともに、各種取り組みを通

じて、事業所の職員と接する機会がふえ、日常的に

個別相談や意見交換を行う関係性が構築された点に

あります。 

一方、ヘルパーの不足が顕著で、サービス提供体

制に支障が生じる状況が懸念されるとともに、第７

期介護保険事業計画期間における介護保険施設の整

備に伴い、さらなる人材確保が必要といった課題が

挙げられます。 

次に、障がい者福祉における人材確保についてで

ありますが、市内の障がい福祉事業所につきまして

は、会議の場などで、一部の事業所において支援員

が不足しているとお聞きしております。 

そのようなことから、今後、支援員が不足してい

る事業所の状況を把握するとともに、潜在的有資格

者の掘り起こしなどの介護保険事業の取り組みも参

考にしながら、どのような人材確保の取り組みが可

能か、情報交換等を行ってまいりたいと考えており

ます。 

次に、介護分野における外国人労働者の受け入れ

についてでありますが、技能実習制度につきまして

は、対象職種に介護が追加されたことに伴い、コミ

ュニケーション能力を確保する日本語能力要件が付

されておりましたが、今回の入国２年目以降の要件

緩和により実習継続が容易になる方向であります。 

介護人材につきましては、団塊の世代が75歳に達

する2025年度末で245万人の確保が必要とされてお

り、第７期介護保険事業計画に基づく推計では、全

国で34万人、北海道でも２万人の不足が見込まれて

おります。 

このことは当市でも例外ではなく、第７期介護保

険事業計画期間における介護保険施設の整備などに

伴い、介護人材の不足が懸念されることから、外国

人労働者の受け入れを検討する時期にあると考えら

れます。 

また、入管法の改正につきましては、人材確保が

困難な特定産業分野における人手不足の解消を目的

とした新たな在留資格の創設となりますので、事業

者においては、外国人を受け入れる選択肢が広がる

ものと考えております。 

外国人労働者の受け入れにつきましては、技能実

習制度、入管法による在留資格の拡充、経済連携協

定による方法がありますが、費用負担、住まいの確

保、介護のスキルやコミュニケーション、安定的な

雇用などの課題もあるため、今後、事業者と連携し

た意見交換を進めてまいります。 

次に、地域公共交通についてでありますが、網走

における地域公共交通は、これまでも公共交通の不

便な地域において、地域の意見を伺いながら、地域

に適した路線として、デマンド方式の交通システム

やコミュニティバスの導入などを実施してきている

ところです。 

少子高齢化の進展に伴い、日常生活に不安を持つ

高齢者の増加する中、今後の地域公共交通について

は、大きな課題の一つと認識をしております。 

このようなことから、市では平成31年度より網走

市公共交通網形成計画の策定に取り組むこととして

おり、既に実施したアンケート調査の分析や、地域

からの御意見、そして地域の実情を踏まえた中で、

網走市地域公共交通活性化協議会等と連携し、各地

域に適した交通のあり方を検討してまいります。 

次に、道内７空港一括民間委託に対する認識につ

いてでありますが、現在、優先交渉権者の選定作業

が進められておりますが、一括民間委託により、運

営権に基づく空港基本施設等と空港ビル施設等が一

体に運営されることで、空港ネットワークの充実強

化や広域観光の振興、地域特性を生かした空港づく

りなど、実効性のある取り組みが行われることを期

待しているところであります。 

現状では、第２次審査参加者と空港管理者である

道、関係地方公共団体として大空町及び関係事業者

との競争的対話が今月末まで行われ、５月からの第

２次審査において、個別空港ごとの具体的な施策や

マスタープランの提案が求められており、優先交渉

権者の選定と提案内容が明らかに示される中で、運

営計画や将来構想、目標設定などが明らかにされる
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ものと考えております。 

次に、２次アクセスの向上についてであります

が、地域の対応策としては、網走市内の２次交通を

確保するため、観光施設めぐりバスの通年運行や当

市も連携をしているひがし北海道自然美への道ＤＭ

Ｏがエリア全体にひがし北海道エクスプレスバスを

運行するなど、観光客の利便性の向上に取り組んで

おります。 

また、ひがし北海道自然美への道ＤＭＯでは、着

地型ツアーや２次交通の予約決済までの機能を持

つ、多言語化対応したポータルサイトひがし北海道

トラベルラボを開設し、観光客の利便性を高める取

り組みも行っております。 

さらに、１月から３月の冬期間ではありますが、

釧路空港と北見・網走間に、ピーチの運航ダイヤに

合わせたバスを阿寒湖温泉旅館組合、北見市と連携

して運行させており、今後も広域連携を基本とした

２次交通の整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

なお、観光地の２次交通の利便性向上にもつなが

るツールとして期待されている、出発地から目的地

までの異なる交通機関などをスマートフォンなどで

検索から決済までシームレスなサービスを提供する

観光型ＭａａＳについて、国や民間事業者などでも

実現に向けた取り組みが始まっており、今後もこう

した動向を注視してまいりたいと考えております。 

次に、ＪＲ北海道問題についてでありますが、昨

年７月27日に国土交通大臣がＪＲ北海道に対して発

出した監督命令では、石北本線と釧網本線を含む、

鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な８線

区において、鉄道施設及び車両の設備投資、修繕に

対して、国の支援と同水準の支援が地方自治体に求

められております。 

費用負担については、北海道が窓口となり、国と

の交渉が進められてきましたが、国土交通省による

地方財政措置の要求が見送られたことにより、北海

道では、平成31年度及び平成32年度において緊急的

かつ臨時的な支援を行うべく、現在も国との調整が

進められております。 

ＪＲ北海道に対する国の現状の支援は、国鉄清算

事業団債務等処理法等の規定が根拠ですが、この法

律による期限が平成32年度までとなっていることか

ら、国土交通省では平成33年度について支援を継続

するため、所要の法律案を国会に提出することを別

途協議することとしており、今後ＪＲ北海道に対す

る財政支援については、その動向を注視してまいり

たいと考えております。 

次に、ＪＲ網走駅周辺のにぎわいづくりについて

でありますが、環境整備として、さらには駅を利用

する市民や観光客の利便性から、駅前コンビニエン

スストアの必要性について十分認識をしているとこ

ろであります。 

そのため、空き店舗となっているコンビニエンス

ストアの出店に当たり、ＪＲ北海道との用地拡張協

議や、これまで運営してきたコンビニエンスストア

運営会社及びほかの事業者も含め、また、建物所有

者とも連携を図りながら、出店に係る協議を行って

まいりましたが、地域の居住人口やほかのコンビニ

エンスストアとの距離等の関係もあり、解決のめど

は立っていない状況であります。 

このようなことから、空き店舗が必ずしも営業上

の最適地とは限らないこともあり、別の視点からの

出店の可能性について対応策を探っていく必要があ

ると考えております。 

次に、桂台駅の位置づけについてでありますが、

ＪＲ北海道では、毎年11月の平日に駅利用者調査を

実施しておりますが、桂台駅の過去５年の利用者数

の推移は横ばいであると聞いております。 

この特定日調査では利用状況の詳細までは調査し

ていないため、ＪＲ北海道でも観光客の利用状況に

ついては把握をしておりませんことから、ＪＲ北海

道などの関係機関への聞き取りにより利用状況の把

握に努め、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。 

次に、ＤＭＯについてでありますが、網走市観光

協会を中心に先進地事例の取り組みも参考にしなが

ら、ＤＭＯに必要な多様な関係者の合意形成、マー

ケティング機能やプロモーション、行政との連携な

どの機能のあり方について検討を行っております

が、地域の状況や事情も踏まえ、新年度につきまし

ては、ＤＭＯの設立に向けた推進体制の基盤整備に

取り組むこととなっております。 

観光協会を中心とした地域ＤＭＯ設立を確実なも

のとするため、観光協会と設立準備のための拠点を

設置し、組織体制の強化、行政と役割分担を図ると

ともに、地域が観光で豊かになるための連携や仕組

みの創出を推進し、ＤＭＯを中心とした国や北海道

の支援策の積極的な活用や事業領域の拡大などに取

り組んでまいりたいと考えております。 

また、観光振興公社、観光協会、ＤＭＯの関係に
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つきましては、観光協会が地域ＤＭＯの中心となり

ますので、ＤＭＯ設立推進に当たり、観光協会の構

成団体や会員としての役割を担うものと考えており

ます。 

次に、森林保全の担い手についてでありますが、

市内の人工林が利用期を迎え、林業生産活動が活性

化している中、労働者の確保が難しくなっているこ

とや労働者の高齢化が進んでいることから、森林づ

くりを担う人材を育成、確保することが森林資源の

循環利用を進めていく上で課題となっていることは

認識をしております。 

こうしたことから、北海道では、旭川市を拠点に

林業大学校の設立を決定し、道内各地域で実習や研

修を行い、実践力のある人材を育成することとなっ

ており、オホーツク地域においても実習が行われる

こととなっております。 

現場作業の専門的な知識や技術を有し、即戦力と

なる人材を育成されることは、担い手不足の解消に

つながるものと期待をしております。 

今後、林業にかかわる担い手対策については、網

走東部流域森林・林業活性化協議会や網走地区森林

組合などの関係機関と連携して進めてまいりたいと

考えております。 

次に、森林伐採後の対応についてでありますが、

近年、大規模な自然災害が相次ぎ発生し、環境や防

災への関心が強まる中で、森林が有する土砂災害防

止機能や水源涵養機能などの多面的な機能は重要で

あると考えております。 

当市におきましては、森林整備計画や森林経営計

画などに基づき、北海道が実施する未来につなぐ森

づくり推進事業を活用した補助や、人工造林、下刈

り、除間伐などに対する上乗せ助成を行い、所有者

負担の軽減を図りながら、造林未済地をなくすた

め、切って植える循環利用を考えた造林を引き続き

推進してまいりたいと考えております。 

また、新年度からは、森林環境譲与税が措置され

ることとなっており、森林整備推進のためさまざま

な財源として充当できることとなっております。 

市といたしましては、森林環境譲与税の活用につ

いて、網走地区森林組合などの関係機関と連携を

し、林業振興に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

次に、バイオマス発電所の燃料確保と採算性につ

いてでありますが、事業者によりますと、既に稼働

している１号機、また、今後予定をしている２号

機、３号機について、採算性についての問題はない

と伺っております。 

特に２号機、３号機の燃料確保については、ベト

ナム、ロシアに現地法人を設立し、ＰＫＳや木質ペ

レットなどを調達できる体制が整っていると伺って

おります。 

また、バイオマス発電所の発展の見通しとして

は、建設予定である２号機、３号機につきまして、

ボイラーから排出される排熱を利用した事業につい

て取り組んでいきたいとの意向がございますので、

各関係団体による意見交換などを行いながら事業の

可能性を研究し、事業化に向けて推進してまいりた

いと考えております。 

次に、ジャガイモシロシストセンチュウ等の病害

虫対策についてでありますが、現在、北海道が対抗

植物の植栽と土壌消毒による防除を実施しています

が、環境に配慮した防除実施のため、関係団体と協

議し、計画の見直しをしながら行っているところで

す。 

国は今年度、緊急防除対象となる全圃場の土壌調

査を実施しており、その結果を踏まえて、今後の対

策のあり方について、今月開催されるジャガイモシ

ロシストセンチュウ対策検討会議で検討されること

となっております。 

来年度は緊急防除の最終年度となっておりますの

で、国、道、市、ＪＡが連携を密にし、緊急防除の

完了に向けて取り組んでまいります。 

また、ジャガイモシストセンチュウにつきまして

は、ＪＡが実施する土壌検診に対して市も助成して

おり、市、ＪＡ、網走農業改良普及センターで組織

した網走市農業振興対策連絡協議会において、早期

発見、発生実態の把握、蔓延防止を協議しておりま

す。 

病害虫対策には未然防止と蔓延防止が重要である

と考えており、国、道、市、ＪＡが連携しながら、

今後も取り組んでまいります。 

次に、国際貿易状況の網走の１次産業への影響に

ついてでありますが、北海道は２月、ＴＰＰ11及び

日ＥＵ・ＥＰＡによる農林水産物の生産額への影響

について公表しております。 

この中で示されている北海道の農林水産物の生産

減少額は、ＴＰＰ11で約312億円から約495億円のマ

イナスと見込んでおり、中でも農畜産物の生産減少

額が大きく、農畜産物で約293億円から約470億円の

マイナスと見込まれております。また、日ＥＵ・Ｅ
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ＰＡでは、約214億円から約329億円のマイナスと見

込んでおり、これらについても農畜産物の生産減少

額が大きく、約198億円から約299億円のマイナスと

見込まれております。 

品目によっては長期の輸入枠の上限が設けられて

いるものや長期の関税削減期間が設けられており、

影響の緩和策がとられていますが、ＴＰＰ11、日Ｅ

Ｕ・ＥＰＡ発効後は、牛肉の輸入量がふえていると

の報道もあり、今後も国の対策の効果を注視してい

かなければならないものと考えております。 

いずれにいたしましても、市といたしましては、

農業者の不安を払拭することが重要であり、自由貿

易協定による１次産業の影響には注意を払いなが

ら、将来にわたり持続可能な農業、農業者が希望を

持って営農できることが肝要と考えております。 

次に、国際貿易交渉への基本的な見解についてで

ありますが、ＴＰＰ11が昨年の12月30日に、日Ｅ

Ｕ・ＥＰＡが２月１日に発効され、ＲＣＥＰが現在

交渉中であり、日米ＴＡＧは交渉開始が合意される

など、さまざまな自由貿易協定が進展をしておりま

す。 

政府は、国益を損なわない交渉をすると明言して

おりますので、その交渉には注視していくととも

に、いかなる国際貿易交渉においても、国内の農林

水産業の健全な発展に影響しないよう必要な対策を

講じ、交渉内容や進捗状況、国内への影響等につい

て迅速かつ丁寧な情報提供を行っていただく必要が

あると考えております。 

次に、漁業についてでありますが、網走湖では、

近年、雨量の増加などから環境の変化が見られ、シ

ジミ資源については、近年は大規模な産卵が見られ

ず、資源添加が進んでいないことに加え、自然減耗

率の増加が見られるなど大変心配な状況になってお

り、昨年３月に網走湖ヤマトシジミ資源対策検討会

を設置し、検討を進めているところです。 

新年度では、新規事業として網走湖ヤマトシジミ

資源安定化対策事業により、自然減耗率の増加の要

因や、産卵から成長過程などへの環境による影響評

価など、シジミ資源の安定化に向けた調査、研究を

進めてまいります。 

能取湖のホッカイエビにつきましても、資源量の

減少傾向が続いており、平成30年度よりホッカイエ

ビ資源増大試験研究事業において、資源増大の可能

性などについて委託研究を実施しているところで

す。 

こうした試験研究の知見は、資源の維持、安定化

のための貴重なデータとして蓄積されるものと認識

をしており、今後も必要に応じて実施してまいりた

いと考えております。 

また、サケ・マス、ホタテなどの沿岸域の主要魚

種につきましては、環境モニタリングや徹底した資

源管理と、つくり育てる漁業の推進によって将来に

わたって資源を利用していくことが、漁業の安定を

図ることにおいても最も重要であると認識をしてお

り、今後も漁協、試験研究機関など関係機関と連携

しながら、漁業の振興に向けてさまざまな課題に対

応してまいりたいと考えております。 

次に、廃棄物減量化についてでありますが、食品

ロスにつきましては、今年度実施したごみ質組成調

査では手つかず食品の割合を調査したところであ

り、この結果をもとに、平成29年度の排出実績に置

きかえて推計いたしますと、年間総排出量１万

1,612トンのうち、約３％の343トンが手つかず食品

と推計されます。 

この手つかず食品ですが、事業系の生ごみからの

排出割合が最も多く、事業系生ごみの18.31％、年

間推計値は219トンとなっております。 

食品ロスのうち食べ残しについては、飲食店等に

御協力をいただき、「食べ残しを減らそう運動」を

引き続き推進してまいります。 

食品ロスゼロを進める条例制定について、現在考

えておりませんが、よりよい事例について研究して

まいりたいと考えております。 

平成31年度は、この組成調査の結果をもとに、一

般廃棄物処理計画の中間見直しを予定しております

ので、ごみの分別状況をさらに改善するためにどの

ような手法が必要か、あわせて食品ロス削減の啓発

手法についても、廃棄物減量化等推進懇話会委員の

意見を取り入れながら、食品廃棄物減量化の取り組

みを推進してまいります。 

次に、新年度の取り組みについてでありますが、

ごみと資源の分別や処理の状況を知っていただくこ

とは、分別と再資源化の意義のさらなる理解につな

がるものと考えております。 

新たに分別を開始した生ごみ、容器包装プラスチ

ックがどのようなものなのか、そしてどのように処

理されているかということを、高齢者の方を初め市

民の皆様に理解していただけるよう、わかりやすい

説明資料を作成していくとともに、環境展などのイ

ベントでは、堆肥化処理などの中間処理の状況を開



- 54 -  

設したパネルやＤＶＤ映像を展示するなどして、市

民の分別に対する取り組みに資してまいりたいと存

じます。 

不法投棄につきましては、引き続きパトロールを

実施するとともに、悪質な事案については、警察署

などの関係機関と連携して厳しく対応し、その発生

抑制に努めてまいります。 

次に、雇用対策に係る新年度事業の効果について

でありますが、Ｕ・Ｉターンを受け入れる就業型移

住支援事業については、地方創生推進交付金対象事

業を活用し、国が６年間で６万人の東京23区内で働

いている方を地方に移住させるというもので、都道

府県と市町村が連携して取り組むものとなっており

ます。 

新年度は、北海道がマッチングサイトを構築し、

その後、移住者の募集を行うこととなり、当市とし

ては２名の移住者を想定して取り組むこととなって

おります。 

また、若者の人口対策についてでありますが、首

都圏の学生を対象とした広域インターンシップ受け

入れ事業やＳＮＳを活用した市内就職情報発信事

業、さらには商工会議所と連携を図り、市内大学、

高等学校ＯＢを活用した市内企業紹介事業等に取り

組んできており、若者の就労確保と定着の推進を図

ってまいります。 

これらの事業は、企業誘致や企業の拡張等による

雇用の増加につながるものと同様に、成果があらわ

れるまでには一定の時間を要するものでありますこ

とから、継続的な取り組みが必要であると考えてお

ります。 

次に、外国人労働者の受け入れについてでありま

すが、本年４月１日より改正出入国管理法が施行さ

れ、外国人が日本に滞在中の生活や就労に係る新た

な在留資格が設けられました。 

この中で、外国人が就労するためには、実際に外

国人と雇用契約を結ぶことになる受け入れ機関や、

外国人労働者の支援等について委託を受けることが

できる登録支援機関について規定され、職業生活

上、日常生活上及び社会生活上の支援を適切に取り

組むことがそれぞれの機関に求められております。 

網走市といたしましては、これまでも研修生の受

け入れに当たり、市と受け入れ機関が連携をして、

生活に必要な研修等を開催しており、今後も継続を

してまいります。 

本件、改正出入国管理法の施行に当たり、スムー

ズな運用に向けて政省令を定めることとしており、

今後の国の動向を注視してまいります。 

次に、ふるさと納税についてでありますが、総務

省では、ふるさと納税の返礼品は、寄附金額に対す

る返礼品の調達割合が３割を超えるものや、地方団

体の区域外で生産されたもの等は適当ではない旨の

技術的助言があり、当市は一昨年の８月に返礼割合

を３割以下に改め、対応してきております。 

平成30年度における寄附金額は、２月末現在で寄

附金額14億円を超えており、平成29年度と比較いた

しますと２倍以上の金額となったところでありま

す。 

今後の寄附金確保の取り組みについては、返礼品

の豊富なラインアップはさることながら、ふるさと

寄附をする方がどのようなツールや媒体を通して魅

力ある返礼品を求めるかを見きわめ、有効な寄附サ

イトを選択していくこととしております。 

返礼品については、新たな商品開発のほかに、カ

タログ販売や通信販売を行っている市内事業者にふ

るさと寄附返礼品取り扱い事業者への参入を促すな

ど、幅の広い返礼品ラインアップの確保に努めてま

いります。 

また、新年度は、返礼品取り扱い事業者間の連携

によるセット商品の開発や、網走の自然、景観、文

化等を楽しんでいただけるツアー商品等の開発に取

り組んでまいります。 

○工藤英治議長 教育長。 

○三島正昭教育長 －登壇－ 教育委員会の関係に

ついてお答えをいたします。 

 日本体育大学附属高等支援学校の施設利用につい

てでありますが、昨年１月に国内直線走路が完成を

し、翌２月から一般利用が可能となりましたことか

ら、学校の陸上部の活動を中心に利用されていると

ころであります。 

また、柔道団体から要望もありました柔道場の利

用につきましては、学校と利用に当たっての協議が

調い、本年２月から利用可能となったところであり

ます。 

これらの施設の利用に当たっては、学校の協力を

いただき実施しているところでありますが、今後も

施設管理の面など、学校の意向などを踏まえ、関係

機関と調整しながら施設を利用させていただくよう

取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、網走独自のカリキュラムの実施についてで

ありますが、学校教育におきましては、学習指導要
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領に基づいた指導を行うとともに、網走市の教育目

標の理念を踏まえ、生きる力を持ち、明日をひらく

子供の育成と、より魅力と信頼のある学校の実現を

目指しております。 

今後も、地域の将来を担う子供たちに、自ら考

え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質

や能力、他人を思いやる心や感動する心など豊かな

人間性、たくましく生きていくための健康や体力を

バランスよく育む教育活動に取り組んでまいります

が、網走で育った子供たちが地域を誇りに思うこと

ができるよう、また、情報化やグローバル化が進展

する社会でたくましく生きていけるよう、学校、家

庭、地域や関係機関との連携を一層強化して、伝統

や文化等に関する教育、外国語教育、情報モラル教

育、キャリア教育、人権・福祉教育などを推進して

まいります。 

次に、市内各教育機関との連携についてでありま

すが、東京農業大学を中心とした各学校との連携が

進められ、網走南ヶ丘高校では科学研究実践活動

が、網走桂陽高校では起業体験プログラムの実施

が、網走南ヶ丘高校定時制では農大生による授業サ

ポートが、また、学校支援地域本部事業におけるボ

ランティアとして、市内小中学校での水泳やスキー

などの授業サポート、長期休業中の学習サポート、

市内小学生を対象にしたあばしり寺子屋などが取り

組まれてきたところであります。 

高等学校では、それぞれ特色ある教育が進められ

ている中で、高校生による地域に根ざした、地域に

開かれた活動も活発化しております。 

高校生による主体的な取り組みでは、姉妹都市交

流、商品開発などのものづくり、祭りへの出店、社

会教育事業への参画、さらにはオホーツク網走マラ

ソンでのボランティアなど、さまざまな形でまちづ

くりへの参画が進められております。 

また、ふるさと網走を次の時代へとしっかりつな

いでいくため、中学生や高校生によるワークショッ

プを開催し、多くの貴重な意見をいただき、網走市

総合計画づくりに協力いただいたところでありま

す。 

このように市では、これまで各学校との情報の共

有に努め、それぞれの学校が必要とする支援に取り

組んできたところであり、引き続き農大を中心とし

た知の拠点としての取り組みや、高校生による主体

的な取り組みなど、連携に向けた取り組みを深めて

いきたいと考えております。 

教育機関の地域貢献や人材育成についてですが、

高等学校における取り組みがさまざまなメディアで

報道されており、市民の高い評価を受けているとこ

ろであります。 

また、北海道教育委員会が昨年３月に策定したこ

れからの高校づくりに関する指針においても、活力

と魅力のある高校づくりの中で、各高校において地

域の人材や自然、産業などの教育資源を取り入れた

教育活動を行うなど、地域の特性を生かした活力と

魅力のある高校づくりを進めることが大切であると

されていることから、市内高校の各種取り組みにつ

いては、オホーツク教育局との意見交換などの中で

情報を共有してまいりたいと考えております。 

次に、教育機関の各種施設使用料についてであり

ますが、それぞれの施設の性格や使用状況などによ

りさまざまな料金体系となっているところですが、

子供の使用料ということで、中学生以下の状況を申

し上げますと、美術館、博物館などの社会教育施設

につきましては、平成27年度から平成29年度の過去

３カ年平均で、施設使用料収入総額のうち3.2％の

10万6,000円となっており、総合体育館、市民健康

プールなど体育施設では10.5％、426万円となって

おります。 

これら施設に関する子供の使用料無償化について

でありますが、美術館と博物館及び分館の社会教育

施設におきましては、小中学生の土曜日の利用、ま

た、学校教育における利用、各種講座や教室などへ

の参加につきましては無料としており、子供の入館

者数に対して、３館合わせて77％が無料で利用いた

だいているところであります。 

今後もより多くの子供たちの学びの場となるよ

う、使用料のあり方について、他の自治体の状況も

調査をしながら検討してまいりたいと考えておりま

す。 

また、総合体育館につきましても同様に考えてお

りますが、指定管理による施設につきましては、収

入減に伴う経営の観点からも十分な検討が必要であ

ると考えております。 

次に、ラグビーワールドカップ2019についてであ

りますが、当市がフィジー代表の公認キャンプ地、

日本代表の事前キャンプ地として決定いただいてい

るところであります。 

合宿受け入れに当たりましては、市民の気運を高

めることが必要であると考えており、これまで市庁

舎や総合体育館での看板の設置、市内各施設にポス
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ターの掲示、まちなかアプト４のバナー掲示、ＰＲ

グッズの製作、イベントでのパネル展示等を行い、

周知を図ってきているところであります。 

今後は、施設面ではトレーニングルームや器具の

整備などの施設整備を進めていくことになりますけ

れども、ラグビーワールドカップ2019日本大会の開

催、並びに当市における合宿受け入れに当たり、今

後なお一層市民への周知を図り、機運を高めていく

ことが最も必要であると考えておりますので、網走

市スポーツ合宿実行委員会を初めとする関係団体と

連携してＰＲを図っていくとともに、フィジーの

食、文化を市民に紹介する交流事業なども実施を

し、キャンプ地として大会ムードを盛り上げ、万全

の態勢で受け入れを行ってまいりたいと考えており

ます。 

次に、障がい者スポーツについてでありますが、

市では、日本体育大学附属高等支援学校の開校を一

つの契機として、障がい者スポーツ教室など、障が

い者スポーツの振興に取り組んでいるところであり

ます。 

こうした取り組みを通し、障がい者のスポーツへ

の参加機会を提供するとともに、健常者と障がい者

が触れ合い、交流する機会がふえることによって、

障がい者に対する理解が深まることを期待をしてい

るところであります。 

また、日本体育大学付属高等支援学校の生徒も地

域との触れ合いを大切にされており、積極的に地域

のスポーツ大会や文化活動などへも参加をいただい

ておりまして、さまざまな場で市民と接する機会が

ふえてきております。 

健常者と障がい者が互いに理解を深めるために

は、スポーツを通じた触れ合いは大切なものである

と考えておりますので、市といたしましては、今後

も引き続き、障がい者スポーツ教室の充実など、さ

らに取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○工藤英治議長 ここで申し上げます。 

やがて定刻になりますが、会議時間を延長します

ので御了承願います。 

代表質問の途中ですが、ここで暫時休憩をいたし

ます。 

午後３時48分休憩 

午後３時58分再開 

○工藤英治議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

代表質問を続行いたします。 

志誠会、立崎聡一議員。 

○立崎聡一議員 －登壇－ 私は志誠会を代表いた

しまして、市政執行方針並びに教育行政方針全般に

ついて質問いたします。 

 本年は平成という時代の最後の年であると同時

に、新たな時代の幕あけの年でもあります。平成の

その先の時代を見据え、網走のまちをよりよく変化

させていきたいという意思を込め、未来志向の議論

を進めさせていただきたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

本年は平成最後の年でありますが、現実は少子高

齢化による人口減少と超高齢化による社会保障の増

大、連なって社会保障費の増大という、かつてない

危機に向き合わなければならない一年でもありま

す。さらに、その先の時代を形づくる私たちは、ポ

スト2020年に目を向けなければなりません。特に、

本年は消費税の10％化、働き方改革、そしてオリン

ピック特需の終えんという日本経済に影響を及ぼす

変化が立て続けに起きます。 

地方創生と東京オリンピック・パラリンピック

は、いわば国策として進められており、地方もその

恩恵を得ているケースも確かにあります。しかし、

その原資は国家予算であり、財政という視点で見る

と、社会保障費の増大など危うさをはらんでおり、

ポスト2020年には国と地方の関係性が変わってい

く、すなわち、より地方が自立をせざるを得なくな

る時代を迎えるのは必須です。 

ポスト2020年を見据えた自立した自治体経営、地

域内産業、地域経済を目指していく必要がありま

す。住民意識においても同様で、「誰がやってくれ

るか」から「私たちがやろう」へと精神面の自立も

不可欠です。 

消費税の10％化、働き方改革、オリンピック特需

の終えんという時代の転換点とも言うべき2019年を

どのように捉え、どのように行動していくべきかと

考えているのか。また、ポスト2020年に目を向けた

場合、国と地方の関係がどう変わっていくと認識し

ているのか。また、自立した自治体経営と市民意識

の自立の必要性について見解をお示しください。 

我が国の経済の低迷は長引くデフレが原因である

ことは言うまでもありません。デフレ脱却に必要な

のは、地域をめぐる資本の総量をふやす、国レベル

の公共投資の積極的な推進が不可欠です。 

しかしながら、官僚やマスコミが宣伝する国の財
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政危機論に引きずられ、我が国の公共投資は海外先

進国と比較しても抑制基調にあり、結果として、企

業や消費者のマインドは先行き懸念から低調である

というのが実感です。 

老朽化する道路や橋梁などインフラの維持管理や

北海道内の高速道路、高規格道路の未整備の解消、

空港や港湾の高機能化など、地域からデフレ脱却に

向けた公共投資拡充の必要性を訴えていく必要があ

ると考えますが、見解を伺います。 

テクノロジーの変化は地域社会に大きな変化をも

たらします。 

昨今、経済発展と社会課題の解決のために、ソサ

エティ5.0という概念が語られ始めています。ソサ

エティ5.0とは、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット、シェア

リングによって現実空間とサイバー空間を融合させ

た人間中心の社会とされています。 

ソサエティ5.0の価値は、現実空間において誰も

がつながる豊かな体験や共有する喜びを得られると

ころにあります。日常生活において特別なスキルを

必要とせず、会話や行動とサイバー空間がつなが

り、ＡＩやロボットが現実社会を補完することで、

社会が人間に寄り添う時代を迎えます。 

そのような時代においては、競争や独占所有より

も共助や共生が重要視され、人間性のホスピタリテ

ィが新たな価値を生み出します。例えば、ＩＣＴを

活用した民泊や地域のつながりの広がりは、本来、

日本人が有していた助け合いの概念の今日化とも言

えます。 

これまでＡＩやＩｏＴの恩恵を余り受けてこなか

ったローカルな物流、建築、医療、介護、農業とい

った地域内の労働集約型・顧客対面型ビジネスは、

今後、大幅な自動化や生産性の向上を成し遂げる可

能性が極めて高いと見込まれています。 

当市全体でソサエティ5.0の理解を深め、地域の

可能性を広げる契機としていくべきであると考えま

すが、見解を伺います。 

網走市人口ビジョンによると、網走市の人口は

2040年には３万人となり、1947年の市制施行当時と

ほぼ同水準となります。 

ちまたで聞かれる論調は、人口減少イコール悪、

人口の少ないまちイコール不幸という隠れた前提が

あるわけで、当市も地方創生総合戦略を策定し、各

種取り組みを進めてきている点については理解して

おりますが、本来、網走の特性に沿った適正な人口

規模があるはずで、住民が心地よく暮らせる規模、

言いかえれば、住民幸福度の高いまちをいかに創出

していくかという点をまちづくりの前提とすべきと

考えます。 

幸福度の高い地域に人は集まり、さらに将来不安

の解消から子供を産み育てようと考える若年層も増

加し、結果的に少子化も解消されていくものと考え

ます。 

近年、網走を取り巻く高齢化は、年齢を理由に個

人や組織、会社の変化や成長をとめてしまう負の側

面があります。性別や年齢に問われることなく、そ

れぞれの人が柔軟に未来を描き、行動を起こし続け

る社会を築く必要があると考えます。 

新たな総合計画には、「豊かな自然にひと・も

の・まちが輝く健康都市」というキャッチフレーズ

が挙げられていますが、市民が心を一つにして向か

っていくビジョンとして、より明確なあり方を示し

ていく必要があり、「ひと・もの・まちが輝く」と

いうのは、具体的にどういう状態か。現状は輝いて

いるのかいないのか。輝かせるためには、市役所の

あり方としてどう変わるべきか、市民の意識はどう

変わるべきかをお聞かせください。 

あわせて、人口減少は不可避ですが、当市の適正

な人口規模はどの程度であると認識しているのか、

見解を伺います。 

財政状況について伺います。 

平成11年度から財政健全化に取り組み、２期にわ

たる行財政推進計画により市債残高を約150億円圧

縮し、さらには、平成15年度から基金からの繰り入

れがある年度もあるものの、単年度黒字決算を達成

し続けています。 

しかしながら、平成29年度決算で見ても、市の借

金に当たる一般会計の市債残高は約337億円、自治

体の収入に対する借金返済の割合を示す実質公債費

比率は16.4％であり、国が定めた早期健全化基準の

25％を下回っているものの、他市に比較して財政的

な縛りがあると受けとめています。まずは、当市の

財政状況に対する現状認識をお示しください。 

当市における財政健全化についての考え方を伺い

ます。 

夕張市の財政破綻以降、各自治体において、財政

健全化が喫緊の課題となりました。当市において

も、債務の圧縮が市政運営のある意味でベースにな

っているとも感じています。 

しかし、この手の議論で注意しなければならない

のは、財政健全化をすることが市の最終目的ではな
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いということであります。市の最終目的は、あくま

でも市民の豊かさの向上であり、そのために行政サ

ービスを維持する必要があることから、財政にめり

張りをつけるための手法として行うのが財政健全化

であります。 

地域経済の活性化や教育の充実、地域医療の確保

など地域の維持に不可欠な施策、さらに、市の若手

職員の地域課題解決に向けて明確な目的意識を持っ

た政策、事業、市民による自発的なまちづくりの推

進など積極的な予算配分をするという発想が必要で

あります。財政の厳しさを過度に強調すると地域社

会に萎縮を招きます。市財政の状況を正確かつ実態

に沿った形で市民に示していく必要性と適切な予算

配分についての考え方を伺います。 

都市計画について伺います。 

国でも人口減少に対応してコンパクトシティ化を

進めるべきとの問題意識で、都市機能の集約とダウ

ンサイジング、持続可能性の確保などの考え方で議

論が進んでおります。 

当市の中心市街地、駒場、潮見の人口集積地、い

わゆる川向地区、郊外の各集落と、人口規模や構成

年齢の違い、産業面での機能の違い、インフラの老

朽化の度合いの違いなど多様な相違点を抱えており

ます。こうした視点を踏まえつつ、幾つかの拠点を

公共交通で結合するコンパクト・アンド・ネットワ

ークを基本に、医療、介護、商業の生活サービス機

能と居住の一体化や公共交通の再構築など大胆な政

策展開が必要であると考えます。 

その前提に立った上で、今般、議論が始まった市

庁舎の移転建てかえは、コンパクトシティ化を進め

る契機として捉える必要があります。コンパクトシ

ティ化と市庁舎建てかえの政策的な連動についての

必要性と意義について、見解をお示しください。 

庁舎建てかえは、この先の人口減少と地域のあり

方を見据えて、そこから建設場所や必要な規模、機

能を検討していく必要があると考えます。 

現在の市の財政状況と土地の状況、さらに、周辺

地域の活性化に向けての機運、災害発生時の防災拠

点の機能としての地理的有用性等を勘案すると、中

心市街地、旧金市館跡地が適地であると考えます。

あわせて、将来に価値を残せる庁舎にすることを念

頭に、内容の検討を進めていく必要があると考えま

すが、その際には、駐車場の規模などの利便性、建

設費用を圧縮するための各種補助制度の活用、高齢

者や子供らが集い、時間を過ごせる広場機能の整

備、人口減少時代に即した機能の複合化、テクノロ

ジーの進歩を取り込む拡張性と可変性、交通弱者も

訪れやすい公共交通の結節点化、受け入れ側の中心

市街地のさらなる機運の高まりといった要素が必要

です。 

新庁舎の建設に向けて、場所、機能、コストにつ

いて、現状でどこまで検討を進めているかの概観を

お示しください。また、今後の検討を進めていく上

で、どのようなコンセプトを掲げ、どのような優先

順位で臨んでいくのか、あわせて伺います。 

当市の地域経済の現状は、１次産業の活況に比

べ、２次、３次産業はまだまだ元気を取り戻し切れ

ていない状況であると考えます。農業、漁業の力強

い生産力とそこから得られた収益を地域内へと環流

させ、域内循環を確立することが重要です。 

所得の向上なくして若年層の流出はとまらず、未

婚化、少子化に歯どめをかけることは困難です。域

内循環の確立に向けて、当市の現状と今後の見通

し、意欲を伺います。 

一方、少子化と若年層の流出を受け、あらゆる業

界で人手不足が顕在化しています。ＡＩやロボッ

ト、テクノロジーの活用による生産性向上も急務で

ありますが、あわせて、外国人労働者の受け入れは

不可避であります。しかしながら、外国人労働者を

安価な労働力と受け入れるだけでは、地域社会の不

安定化を招く可能性があります。 

島根県出雲市では、村田製作所がブラジルから元

弁護士、元国家公務員などのハイクラスな外国人労

働者を約3,000人受け入れ、地域社会との共生を進

めております。日本人と同じ給与体系であり、彼ら

は出雲に家を建て、車を買い、暮らしています。 

外国人労働者の受け入れを適正かつ地域との共生

を実現しながら進めるための地ならしが今から必要

です。また、受け入れを企業の努力や工夫に委ねる

だけでなく、行政としてしっかりとバックアップし

ていく必要があります。 

そこで伺います。 

人手不足解消に向けてのテクノロジーの活用によ

る生産性向上についての政策として、どのように展

開していくお考えがあるか、お示しください。 

外国人労働者の受け入れについても、地域社会と

の共生をスムーズに進めていくために、行政として

どのような施策を今後取り入れるのか、また、受け

入れ側の企業を市でバックアップする考えはあるの

か、見解をお示しください。 
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１次産業は当市の屋台骨であります。このことは

過去にもありましたが、次世代へしっかりした形と

方向性を見きわめて、持続可能な産業として向き合

っていくことが大事です。 

世界経済においても、さまざまな分野での協力の

要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする

ＥＰＡ、もっと広範囲の国と地域間での幅広い経済

連携を目的とするＴＰＰに参加することが決定され

ました。消費者にとってはありがたいことではあり

ますが、農業を取り巻く環境は厳しい状況になりま

す。そこはピンチと捉えるのではなく、チャンスだ

と理解し、対応すべきだと考えます。ただ、現状を

見ていると、地球温暖化なのかはっきりと解明され

てはおりませんが、異常とも言える気象状況、気

温、海水温度の上昇などさまざまな自然環境が変化

し、経験し得なかったことも起こる状況に対応を模

索しているところでもあります。市としてどう捉え

ているのか、所見を伺います。 

もち麦栽培についてですが、昨今の健康志向は、

健康を前面に打ち出してきている網走市にとってよ

い材料だというふうに思います。もち麦は多方面か

らも取り上げられている健康食品の一つです。網走

農業を代表する高付加価値商品に成長してもらいた

いと願いますが、認識をお示しください。 

漁業、水産業に関しては、豊かな漁場としてのオ

ホーツク海とそれぞれの湖の環境整備や資源維持の

取り組みが不可欠です。他機関と連携して環境保全

や資源確保の取り組みをバックアップする必要性に

ついて伺います。 

能取湖、網走湖の漁業においても、ホタテやホッ

カイエビ、シジミ、シラウオ、ワカサギなど、網走

の名物と呼べる一級品を水揚げしています。一方

で、資源維持への気配りが求められるのが内水面で

もあります。能取湖、網走湖のアオコ対策や青潮対

策など内水面の環境保全も不可欠であります。あわ

せて、シジミ資源の再生産の低迷も顕在化してきて

います。原因の調査とともに、引き続き国、道など

への要望を進めながら、積極的な対応を求めたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

前浜においても漁場環境の整備と資源維持は不可

欠です。特に、資源量の減少が言われ始めているサ

ケ・マスを将来的にも主要魚種として水揚げするた

めに、ふ化放流事業の安定的な推進と稚魚が育つ河

川環境の保全は極めて重要と考えますが、見解をお

示しください。 

また、捕鯨文化は地域固有のアイデンティティで

あり、オホーツク海側でミンククジラ調査捕鯨開始

もあり、地域内に鯨肉の流通量が増加したのを実感

する市民もふえてきています。 

鯨は貴重な動物性たんぱく源として、食料不足に

直面する世界の中で必要性が高まる可能性もありま

す。また、網走での流通、消費が広がれば、食にス

ポットを当てた観光施策にもつながります。我が国

はＩＷＣを脱退し、近海での商業捕鯨再開へとかじ

を切っていますが、市としては、捕鯨文化とまちづ

くりの関係をどう考えているのか、また、商業捕鯨

の再開が地域にどのようなインパクトを及ぼすと考

えているのか、２点について、現段階での見解をお

示しください。 

網走川流域の環境保全の取り組みが、ここ数年、

大きく前進している点についてお伺いします。 

網走川流域の会などが中心となり、自治体の枠、

業種業界の枠を超えてさまざまな環境保全の取り組

みが広がっていることはすばらしいことであると認

識しています。当市も積極的にコミットしながら事

業を推進しているところであると受けとめています

が、これらの取り組みについての今後の考え方をお

示しください。 

商工業について伺います。 

中心市街地の一角を占める商店街は、地域の歴史

と文化を伝える場所であり、これまでのまちなか居

住の取り組みにより、お年寄りが多く住んでいる地

区でもあります。 

こういった特性を理解した上で、商店街を含めた

中心市街地を中長期的に網走のまちづくりにおいて

しっかりと位置づけていく視点が大切だと思いま

す。旧金市館ビル跡「らるあーと」の活用やまちづ

くり会社の設立と、ここ数年でさまざまな取り組み

を重ねてきた中心市街地の今後の役割、位置づけ、

方向性について、市の見解をお聞かせください。 

また、国内他都市において、外国人観光客の増加

を受けて商店街を観光地化する取り組みが急速に進

んできています。当市の中心市街地も冬の屋台村や

夏まつり、七福神まつりなど多様なイベントの開催

場所として定着していますが、これらをブラッシュ

アップしつつ、一方で、観光客がいつ来ても楽しめ

るようなスポットへと変化していく必要があります

し、そのためには、食べ歩きができるような飲食店

のさらなる進出など不可欠であると見ていますが、

見解を伺います。 
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新産業の創出は「付加価値率の向上」をキーワー

ドに据え、地場産品を活用したものづくりを積極的

に支援していただきたい。原料提供から最も利益を

得られる付加価値型のものづくり産業を模索、ジャ

ンルを限定せずに拾い上げていく積極性が必要で

す。 

市内の木彫品店のオリジナル木彫りが大手量販店

「無印良品」のラインアップに加えられたり、市内

の個人製造のハスカップジャムが実は国内ＬＣＣの

機内食で使用されたり、ヒットの種は地元にたくさ

ん眠っています。行政がスピード感とスケール感を

持ったバックアップに努めることで事業者の自立へ

とつながっていきます。新産業の創出に向けて積極

的な取り組みを期待したいところですが、意欲を伺

います。 

あわせて、バイオマス発電所の本格稼働による排

熱利用をするビジネスモデルの可能性など、これま

で当市になかったビジネスの種も新たに生まれてき

ています。こうしたチャンスを生かす視点での取り

組みを期待したいところですが、既存の枠組みには

ない新たなビジネスの確立に向けての見解をお示し

ください。 

観光について伺います。 

観光形態が大きく変化する中、当市の観光施策

は、地方創生が進む中、これまで守り続けてきた観

光事業と新しく未来を見据えた観光事業を積極的に

組み合わせながら取り組みを進めてきていることを

高く評価いたします。 

これからの観光施策、さらなる成功の鍵は、情報

共有、役割分担、出番の創出、事業の構築であると

考え、できる限り多くの市民に意識を持っていただ

き、プレーヤーとして活躍の場を提供することが重

要であると考えます。 

まちづくりを考えたとき、人口減少や少子高齢化

を恐れるものと捉えず、いかにして向かっていくか

という強い姿勢で臨んでいくべきと考えるわけであ

ります。 

これまでの食や景観と、さらには体験などの可能

性に満ちたこの網走を観光王国として位置づけるた

めに、市としてはどのような思いをお持ちか、見解

を伺います。 

外国人観光客の受け入れは観光の振興に不可欠で

ありますが、新千歳空港に国際線が集中しているこ

とを背景に、結果的にはインバウンドの伸びは道央

圏、道南圏に偏重している現状であります。 

インバウンドは網走に何を求めてくるのでしょう

か。そして、何に感動して帰るのでしょうか。そこ

を把握した上での施策が必要になってくると思いま

す。流氷は超一級品の素材でありますが、それ以外

の季節や場所で滞在時間や消費額を伸ばす工夫も必

要です。市として、外国人の観光客がどのようなル

ートで訪れ、何を求め、次はどこへ向かうのかを把

握した上での観光施策の展開が必要と考えますが、

現段階での見解を伺います。 

新千歳空港に集中する国際線で北海道入りした外

国人観光客は、新千歳空港からの距離感、運賃など

を総合的に考えると、道央から道東へ足を延ばすの

は時間とお金がかかるというのが率直な反応であり

ます。中長期的には、道内７空港の一括民営化を礎

としながら、道東エリアの玄関口になる国際空港と

しての機能も備えた地方空港を集約整備していく戦

略を持つ必要があります。そこを見据えて、女満別

空港に国際チャーター便を誘致する取り組みを継続

的に進めていただきたいと考えますが、いかがでし

ょうか。 

さらに、道内７空港の一括民営化の議論の中で

は、道内空港路線網の再編強化についても積極的な

発言を望みたいと思います。ＬＣＣピーチが新千歳

空港を拠点化し、道内路線への就航も検討している

とのことでありますが、他のＬＣＣも含めて積極的

な誘致に努めていただきたいと思いますが、現状と

今後の見通しについてお示しください。 

続いて、観光地としてのブランディングのあり方

についても伺います。 

網走は流氷や監獄といったイメージでＰＲを重ね

てきましたが、最近では、流氷明けのカニやラグビ

ー合宿の聖地といったイメージも定着しつつあると

感じています。 

イメージは広がっているものの、いざ訪れた場合

に受ける印象との整合性に懸念を有しています。流

氷まつりやあったか網走など冬のイベントが長らく

続けられてきましたが、網走を訪れる観光客が冬の

網走に求めるイメージと、それらのイベントの内容

や設えが本当に合致しているのか。また、冬以外の

季節についても、網走を訪れる人々の期待感と網走

で構築しているイベントやキャンペーンといった仕

掛けがマッチングしているのか。的確に見きわめた

上で、観光地としてのブランディングが必要と考え

ますが、イベントの再構築を含めて、市としての見

解をお示しください。 
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あわせて、新たな観光拠点の整備についても伺い

ます。 

当市においては、川筋地区の道の駅、天都山の流

氷館と博物館網走監獄が観光集客拠点として機能を

有しておりますが、地域内での滞在周遊を促すため

に拠点の多様化、複数化が必要です。特に、大手ホ

テルチェーンが林立し、インバウンド需要が伸びて

いるＪＲが発着する網走駅周辺には、観光客を迎え

入れる情報発信と、ＪＲの特急列車からなくなって

しまった車内販売を補う物販機能を有した拠点が必

要であると考えます。網走駅周辺の観光拠点化の必

要性についての見解を伺います。 

また、網走川に沿っての川筋地区の観光スポット

化も重要です。捕鯨船のモニュメント整備や散策路

の整備など複合的に進めていく必要がありますが、

網走川川筋の観光スポット化に向けての意欲を伺い

ます。 

観光及び生活面での足の確保に関連して、ＪＲ北

海道についての考え方も伺います。 

ＪＲ北海道は一昨年10月、単独では維持困難な路

線として10路線13線区を明らかにし、網走市に関連

する石北本線、釧網本線も含まれておりました。そ

の後、昨年２月には、北海道とＪＲ、有識者を中心

に地域公共交通検討会議鉄道ネットワークワーキン

グチームの検討結果が発表され、石北本線は札幌圏

と中核都市等をつなぐ路線並びに広域物流ルートを

形成する路線として、また、釧網本線は広域観光ル

ートを形成する路線並びに地域の生活を支える路線

としての位置づけがなされたところであります。そ

の後も路線ごとにアクションプランの策定が進んで

いますが、この間、議論の経過について市としては

どのような認識を有しているのか、お示しくださ

い。 

また、鉄道を地域の観光素材の一つとして位置づ

け、その路線に乗ることを目的とした観光客を取り

込む工夫も不可欠であります。流氷ノロッコ号の後

継列車として誕生した「流氷物語号」は、まさにそ

のシンボルともなった観光列車であり、ＪＲ北海

道、網走市を初めとする沿線自治体、そして沿線住

民が一体となり、今や冬の観光素材の定番となりま

した。世界屈指の絶景路線を擁する地域として、鉄

道事業者のみならず、沿線自治体、住民が一体とな

って、鉄路が地元の観光振興に貢献するロールモデ

ルの構築を目指すべきと考えますが、見解をお聞か

せください。 

さらに、ＪＲ北海道の路線利活用に向けて、この

先、具体的な仕組みをつくり、路線を維持したとし

ても、住民にとってそれが他人事では、その路線の

将来は暗いものとなってしまいます。住民も多様な

形でコミットし、この路線は自分たちの地域にとっ

て不可欠なものであるという意識、いわゆるマイレ

ール意識を地域の皆さんに持っていただく仕掛けも

不可欠であると考えますが、認識を伺います。 

高齢化が進み、自動車の運転ができないお年寄り

がふえるにつれて、路線バスの重要性は増してきま

す。既存の路線維持という視点だけではなく、わか

りやすい路線と運賃でユーザーフレンドリーな路線

バスへと進化することで、市民利用の増加も期待で

きます。さきに述べた市庁舎建てかえや観光スポッ

トの多様化、複数化を契機に、路線バスのルート再

構築等も重要になってくると考えますが、市の見解

をお示しください。 

次に、廃棄物処理についてであります。 

新たな一般廃棄物処理施設が本格稼働して一定期

間が過ぎました。当初の理念としてあった、ごみの

総量をできるだけ抑制し、低環境負荷のまちづくり

を目指すという考え方はどの程度達成されているの

か。総量抑制の実現度合いについても伺います。 

また、分別の手法についても高齢者にはわかりづ

らく、イベント等でも主催者が苦慮する場面もたび

たび目にします。ごみの分別状況についての認識と

今後の考え方を伺います。 

心と体の健康は、地域社会に生きる市民の暮らし

の根底に不可欠なものです。市民の健康を守るため

に、病気になる前の未病段階での予防と病気を治せ

る地域医療体制の確保の二つが不可欠であります。 

予防医療については、さまざまな施策を展開され

てきているところでありますが、その成果を市民に

発信し、健康維持が将来のまちづくりにつながると

いうモチベーションを上昇させることが重要です。

各種健康維持の取り組みが網走のまちづくりにどの

ようなポジティブな影響をもたらしているのか、具

体的な数値等も明らかにしながらお示しください。 

地域医療の維持という点では、地域医療は地域社

会の公共財であり、地域を維持していく上で不可欠

なものであります。市民、医療機関の負担を軽減

し、各種診療科目を広域で役割分担していく仕組み

で地域医療の総体を維持していく必要があります。

地域医療の体制維持に向けた広域連携についての考

え方と今後の方向性を伺います。 
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また、患者受け入れの仕組みを構築するだけでな

く、市民みずからが地域医療に関心を持ち、軽度の

症状で救急外来を乱用するコンビニ受診を減らすよ

う声をかけ合うなど、地域医療の実態を理解し、地

域医療をともに守っていける市民をふやしていく施

策も必要だと考えます。地域医療に対する市民の意

識醸成についての方向性や考え方を伺います。 

子育てについて伺います。 

子育てに関しては、過去の15歳までの入院医療費

無料化などから始まり、多子世帯の医療費負担の軽

減やひとり親家庭への支援など積極的に打ち出され

ており、率直に評価します。 

子育て支援施設の充実も進んできましたが、子育

ての環境の充実に向けての今後の方向感と基本的な

考え方を伺います。 

また、財源として大きな存在となっているふるさ

と寄附についても、今後も同様の規模で推移してい

くのか見通しを伺います。 

網走市の高齢化率は 2018年度９月末現在で

31.1％、全人口の４分の１以上が65歳以上のお年寄

りであります。超高齢化社会を迎えているわけであ

ります。お年寄りの受け皿となる施設整備と各種の

支援事業の充実は不可欠でありますが、既存の仕組

みでは対応し切れない段階に近づきつつあるのでは

ないかという問題意識を持っています。 

お年寄りの日常生活の不都合を地域コミュニティ

ー内でどう解決していくのか。例えば、豪雪時に除

雪ができない独居老人の方をどう地域で守っていく

のか、町内会もほとんどが高齢者で構成されている

場合にはどうするのかといった課題に高齢者福祉の

視点と地域コミュニティーの維持という視点の２方

向から考える必要があると考えますが、見解を伺い

ます。 

あわせて、高齢者ふれあいの家のボランティアの

高齢化が顕在化するとともに、ニーズの多様化から

老人クラブが活況を呈している地域も出てきまし

た。今後、市、老人クラブが連携をして高齢者ふれ

あいの家を再構築する必要があると考えますが、い

かがでしょう。 

また、介護現場の人材不足は他業種以上に切実で

あります。人件費の底上げとともに、外国人労働者

を受け入れる仕組みの確立が急務です。外国人労働

者が適切かつスムーズに介護現場へ入っていけるよ

う行政サイドからの支援や情報提供を期待するとこ

ろでありますが、現状を伺います。 

2018年９月６日、北海道胆振東部地震が発生し、

死者41名、負傷者681名、住宅の全半壊のほか、北

海道電力苫東厚真火力発電所の火災に端を発した全

道規模の停電という多大な被害をもたらしました。

網走でも全域で停電が発生し、避難所に携帯電話の

充電先を求める市民や行き場を失った観光客が押し

寄せました。 

昨今、集中豪雨や台風の襲来、豪雪などの災害が

少ないと言われてきた網走でもさまざまな障害に見

舞われており、発災時の対応を柔軟かつスピーディ

ーに行うために、その地に住み暮らす人々の備えが

大切です。行政として防災体制の強化に向けて、本

年度はどのような考え方で臨むのか、お示しくださ

い。 

また、防災は行政だけが担うものではありませ

ん。市民一人一人が常日ごろから備える意識を持

ち、有事の際には具体的な行動を起こすということ

が極めて重要です。行政と各種団体、市民が平時か

らさまざまな形でつながり、災害発生にはどのよう

な役割分担で行動するかを平時から意見交換する場

が必要だと考えますが、見解を伺います。 

次に、日本体育大学附属高等支援学校について伺

います。 

開校以来、我が国初の障がい者スポーツの研究拠

点としての機能にも期待を集める学校として、地域

との関係も深めていただいていると感じているとこ

ろであり、関係者の皆さんの努力に心から感謝を申

し上げます。 

この学校からパラリンピックのメダリストが生ま

れることを期待しながら、開校以来の当市も積極的

な支援を重ねてきました。この関係性をベースに地

域に好影響をもたらしていくかというのが次の大事

な視点であると考えます。日本体育大学附属高等支

援学校が当市にどのような変化をもたらすことを市

として期待しているのか、また、それを市民にどう

フィードバックしていくのか、総論的な見解をお示

しください。 

続いて、教育の分野に移ります。 

このまちの未来を担う子供たちの教育環境は極め

て重要であり、成長が著しいこの時期にこそ必要な

尊敬できる大人との出会いや豊かな体験などを通じ

て、ＡＩ時代に負けない人間力を育む、まさに本当

の意味での「生きる力」が重要であると考えるとこ

ろであります。特に、地域活動やボランティア活動

は社会と交わりながらみずからを磨き、個性を磨く
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絶好の機会であり、人が人として助け合いながら生

きていくことを学ぶ場であり、その中で見本となる

大人との出会いやさまざまな経験を通して、本当の

大人としての精神が身につくと同時に、地域への愛

や向上心が生まれるものだと考えます。 

例えば、米国では、連邦政府が教育内容を決定し

ていないため、教育の定義がより広く、実社会での

経験、例えばアルバイトや社会活動も教育に含まれ

ます。このような違いは教育の定義の違いから来て

いると考えます。このような感覚を日本の教育でも

大切にする必要があると考えるところであります。 

また、今日の中学生は受験のために多くが塾に通

い、中には複数の塾に通う者もおり、ある調査では

小学生の27％、中学生の64％が日常生活で疲れを感

じている環境もあり、忙しい中でも充実感や達成感

を得ることのできる、こうした環境の改善もこれか

らの課題であると考えます。 

誰かに言われてからやるのではなく、みずから考

え行動することが必要な時代であり、答えを探し出

す人間よりも、答えをつくり出す人間を育てる必要

があると考えるわけであります。 

当市の目指す教育を考えたとき、学力の向上と社

会活動とのウエートバランス、そして重要性、これ

らの関係についてどのようにお考えか、見解を伺い

ます。 

子供たちが犠牲となる事件が後を絶たない昨今、

児童虐待による痛ましい事件が報道され、なぜこの

ような事件が起こってしまうのか。我々の未来を託

さなければならない大切な命を奪うようなことは絶

対にあってはならないと強く感じるところでありま

す。こうした事件が決して起こらないよう、社会全

体で再発防止に努めていかなければならないと強く

感じると同時に、その役割を担う教育現場が与える

子供たちへの影響もますます大きくなっていると考

えます。 

時として、子供たちにとって学校や先生は唯一頼

られる存在であり、日ごろから子供たちの異変に気

づくことのできる関係や距離を保っていることが重

要であり、同時に、そうした関係づくりには特に力

を入れていただきたいと思うところであります。教

職員と児童生徒の関係について、どのような認識を

お持ちか、所見を伺います。 

教育は国家百年の計とも言われるように一朝一夕

で目に見える効果や成果を上げられる分野ではあり

ません。だからこそ、常日ごろから中長期的な視点

を持って、網走市の教育はどこへ向かうべきなのか

という目的を見据えつつ、日常の具体的な施策を打

っていく必要があると考えます。 

また、網走の教育課題として、これまでも何度か

議論させていただいた子供たちの基礎学力の現状が

あります。読み書きそろばんとも言われる基礎学力

は、将来のまちづくりの担い手たる子供たちに不可

欠な能力です。 

学力テストの結果公表がなされるようになって以

降、全国全道平均との比較が可能となった結果、当

市の児童生徒の学力現状が明確になったほか、児童

生徒の苦手分野の把握と対策が容易になったため、

各現場の教職員の皆さんの努力もあり、全国平均に

確実に近づいているのではないかと受けとめます。

網走市の児童生徒の基礎学力の変化について、市と

してはどのような認識をお持ちか伺います。 

次に、主権者としての意識を子供たちに持っても

らうための、いわゆる主権者教育のあり方について

見解を伺います。 

参政権年齢の18歳への引き下げが始まって以降、

投票の仕方や選挙のルールを教えることがあたかも

主権者教育のように言われますが、本来は、主権を

行使できるだけの格を身につけて、そして、政策を

見きわめる力を身につけることこそが主権者教育の

意義であると考えます。国の歴史や国土、安全保障

についての正しい知識、自国を誇れる国家観、他を

おもんぱかる道徳心、そして、国を支える主権者意

識を兼ね備えた日本人を育成していくことこそが真

の主権者教育であり、日本人としての自覚と責任や

品格、人と人とが織りなす社会の仕組み自体を私た

ち大人から子供たちにしっかりと伝えていくことに

より、日本という国家が形づくられていきます。 

何度も申し上げますが、教育は国家百年の計であ

り、国家を形づくる国民一人一人を育てていく、国

家の最も重要な根幹をなすことを改めて認識する必

要があります。主権者教育の定義を市としてはどの

ように考えているのか、そして、そのあり方をどの

ように認識しているのか、改めてお示しください。 

あわせて、人工知能が発達した近未来に求められ

る人間の能力についてです。 

人工知能発達は、数字で把握できる認知能力や知

識、情報の量、スピードを重視する作業については

人間を凌駕すると見られています。では、人工知能

が発達した近い将来、人間はどのような能力を発揮

する必要にあるかというと、それは志、協調性、創
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造性といった非認知能力が必要になってくると言わ

れます。つまり、教育もそういった非認知能力を磨

いていく中身に変わっていかなければならない。高

度経済成長期にはなるべく早く正解を導き出す力が

求められていましたが、不確実な時代になった今に

おいては、かつてなかったような問題をみずから発

見し、解決の一歩をみんなで踏み出すような行動が

求められています。人工知能が発達した近未来にお

いて求められる人間の能力を見据えた教育のあり方

について、見解をお示しください。 

次に、地域の人づくりを担う社会教育について伺

います。 

第３次網走市社会教育長期計画に書かれた基本理

念の説明文には、「社会教育活動は、そこに生活す

る住民が安心して暮らしていくために課題となって

いるものごとに対し、住民自らが主体的に考え、ま

た住民相互が自由に意見や考え方を出し合う中から

解決していくことを中心に進められます」との言葉

があります。広範な事業を抱える社会教育の分野で

ありますが、大切なのは各事業がすべからく、まち

づくりのための学び、住民意識による地域課題の主

体的解決に帰結しているのかという認識を常に持っ

て事業構築していただきたいという点です。生涯学

習、芸術文化、スポーツなど多様な事業、手法を有

しているからこそ、目的感を大切にしていただきた

いと思います。目的が明確だからこそ多様な手法も

生きてきます。社会教育全体の目的と各種事業、手

法の整合性に対する意識づけについて、2019年度の

各種施策を引き合いに出しながら市の見解をお示し

ください。 

次に、スポーツ合宿の受け入れについて伺いま

す。 

当市は、ラグビートップリーグ各チームの強化合

宿の受け入れを筆頭に、スポーツのまちとしての認

知度を年々高めていると感じております。この長所

をさらに伸ばすためにも、ことし予定されているラ

グビーワールドカップ2019に向けたフィジー代表、

日本代表の事前合宿を万全の態勢で迎えることが極

めて重要であると考えております。現在の準備の状

況等も含めて見解を伺います。 

当市は、カナダ・ポートアルバーニや韓国蔚山広

域市南区と自治体レベルの交流を深めてきていま

す。変化の速度の速い時代に異文化交流を知り、み

ずからの地域の価値を相対化する国際交流は、まち

づくりに新しい視点を生み出す上で極めて重要で

す。 

また、本年はラグビーワールドカップ2019が我が

国で開催される上に、強豪フィジー代表、そして日

本代表が当市で事前強化合宿を行うという大変貴重

なタイミングでもあります。網走という地域が世界

レベルの存在感を示せる都市であることを、市民、

特に青少年層が認識するチャンスでもあります。世

界の中の網走という実感こそが、ふるさと網走を愛

する愛郷心の基盤になると考えます。当市における

国際交流の重要性についての見解をお示しくださ

い。 

あわせて、ラグビーワールドカップ2019のフィジ

ー代表、日本代表の事前合宿受け入れを市民の意識

変革につなげていくための取り組みについても意欲

を伺います。 

次に、北方領土問題と当市の関係について伺いま

す。 

北方領土がソ連に不法占拠されて以来、70年以上

の年月が流れました。当市においても返還要求運動

が連綿と受け継がれてきましたが、元島民の方々も

高齢化し、四島との自由往来を願う切なる気持ちに

耳を傾けると、より柔軟かつ新しい視点での解決策

があってもよいのではないかとやり切れない思いが

こみ上げます。 

領土問題は外交問題ですが、相手がおり、ロシア

とどう向き合うかという視点が今や不可欠です。一

昨年の安倍首相とプーチン大統領の会談を経て、日

本とロシアの二国間関係は急速に変化を遂げていま

す。 

北方領土問題においては、網走の地政学的価値に

意識を持つことも大切です。網走は、極東ロシア・

サハリンや北方領土の択捉島、国後島を100～400キ

ロ圏内に治め、港湾や空港を擁しています。特に、

択捉島や国後島に対しては、根室や釧路からよりも

近接した良好な環境にあります。また、過去には、

女満別空港からサハリンへの国際チャーター便の運

航を道内他都市に先駆けて実現するなど、先進的な

取り組みを重ねてきた歴史もあります。 

網走とロシアの関係深化から北方領土問題を動か

していく。北方領土問題が動けば、網走にもさまざ

まな変化が訪れるという未来的志向の視点で、自治

体外交や民間外交を推進していく必要があります。

当市の見解を伺います。 

網走に本格的に人が住み始めたのが明治18年。そ

の後、網走監獄の設置や各種行政庁の開設、日本各
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地からの移民の流入により、今日の網走が築かれま

した。私たちはその歴史の上に今を生きています。

過酷な環境の中、みずからの子孫の、そして地域の

未来を見据えて苦労を重ねてきた先人たちに思いを

はせれば、今ここで立ちどまっているわけにはいき

ません。私たちは次の世代に何が残してあげられる

のでしょうか。私どもは平成のその先の時代を見据

えて、この網走の地に新たな価値を創出し、ふるさ

とと次の世代へと引き継ぐべく行動をしていくこと

をお誓い申し上げて、会派志誠会の代表質問といた

します。 

○工藤英治議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 会派志誠会、立崎議員

の御質問にお答えをいたします。 

初めに、時代の認識とのお尋ねでございますが、

市民の生命と財産を守るという地方自治体の普遍的

な使命を変えないために、平成という時代は、行政

の役割、経済・社会的な枠組みの見直しを不断に進

めてきた時代ではなかったかと存じます。 

誰も経験したことのない人口減少、少子高齢化社

会を迎え、国と地方は大きな転換期を迎えている

中、新たな時代に向けて、医療、介護、教育、防災

など地域住民を支える行政サービスを安定的に提供

していくためには、国、地方の間の財源配分を含め

た、より一層の地方分権改革の推進と同時に、地域

をみずから構築するという認識のもと、自治体間に

限らず、多様な主体との連携や地域の人材活用が欠

かせないと存じます。 

次に、デフレ脱却に向けた取り組みについてであ

りますが、政府は平成31年度予算編成の基本方針に

おいて、引き続き「経済再生なくして財政健全化な

し」を基本とし、戦後最大の600兆円経済と財政健

全化目標の達成の双方の実現を目指すとしていま

す。 

デフレは物価、つまり物の金銭上の価値の問題で

はありますが、単に物価が下落するということにと

どまらず、経済全体にさまざまな影響を与えるもの

と認識をしており、金融政策を初めとするさまざま

な政策を駆使して早急な対応が重要であると思いま

す。 

デフレ脱却に向けた政策としては、期待に働きか

けることが重要であり、この期待に働きかける取り

組みにより、実際の需要、生産が徐々に増大してい

くことにより経済の好循環が実現するものと考えて

おります。 

デフレマインドからの脱却の観点から、当市にお

いては、主要産業である１次産業の好調さを維持し

つつ、経済波及効果の高い観光産業における入り込

み客数の増加と消費額の拡大がデフレ脱却に向けた

大きな力になると考えております。 

今後も国の動向を注視し、経済対策が行われる際

には、積極的な活用に取り組む所存であるととも

に、必要な意見は地方六団体を通し、国に伝えてま

いりたいと存じます。 

次に、ソサエティ5.0でありますが、現在はソサ

エティ5.0に向けた変革期の入り口であり、ソサエ

ティ5.0の具体的例として挙げられているＩｏＴや

人工知能、クラウド、ドローン、無人ロボットなど

の最新テクノロジーの活用は、自動運転技術や遠隔

医療など、少子高齢化と人口減少にかかわる多くの

課題の解決に貢献すると期待されているところで

す。 

市では、これまでにスマート農業や介護施設での

見守りなどのシステム導入への支援のほか、自動運

転の実証実験への協力などに取り組んでまいりまし

たが、引き続き技術革新の動向を注視し、産業や医

療、福祉、教育、地域コミュニティーなど、さまざ

まな場において必要とされる支援に取り組んでまい

ります。 

次に、当市の目指すべきあり方についてでありま

すが、当市における適正な人口規模をお示しするこ

とは困難でございますが、人口減少社会の最も大き

な課題は、年齢別の人口構成にあると認識をしてお

ります。 

人口減少と人口構成の変化は社会保障制度や経済

活動に大きな影響を与えることから、これまでも市

では、国とともに人口減少社会の影響を緩和するた

め、さまざまな施策に取り組んでいるところであり

ます。 

しかしながら、仮に出生数を増加させても、今後

数十年間の人口減少は避けられないことから、政策

誘導による交流人口の拡大や転出抑制、転入増加を

図るために、コンパクトシティの考え方に象徴され

る効率的で効果的な社会システムを再構築し、人口

減少社会においても社会の活力を維持することが重

要であると考えております。 

網走は、豊かな自然にひと・もの・まちそれぞれ

が魅力にあふれており、このことは、この地を訪れ

る多くの観光客、アスリート、そして東京農業大学

の存在が明らかになっていると思います。 
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人口減少、少子高齢化社会という極めて困難な時

代に当たり、市民の皆様と課題を共有しつつ、市

民、団体、企業、行政など多様な主体がさまざまな

形で連携し、一体となってまちの魅力を守り、さら

に引き出し、創出しながら、まちの持つポテンシャ

ルを最大限に生かしたまちづくりを進めることが何

よりも肝要であると認識をしております。 

次に、財政状況に対する認識でありますが、これ

までの予算編成においても、子育て環境の向上、教

育環境の充実、総合計画に掲げる将来像の実現に向

け、課題の解決と将来を展望した施策を展開すると

ともに、持続可能な市民サービスの提供を図る観点

から、積極的な予算を組んできたところでありま

す。 

歳入環境においては、ふるさと納税は好調です

が、歳出環境においては、依然として高い公債費負

担が続き、少子高齢化に伴う社会保障費の増大に加

え、庁舎を初めとする公共施設の耐震化及び老朽化

対策に取り組まなければならないなど、裁量的な経

費の上積みが望めない状況にあることも事実であり

ますが、市債残高推移で見ますと、年々残高を減少

させてきているほか、網走港整備特別会計と能取漁

港整備特別会計の実質収支の改善も図られてきてお

り、財政状況の傾向としては改善の方向と認識をし

ているところであります。 

次に、財政健全化についてでありますが、これま

でも公共施設のあり方や事業の再構築を含めた整理

を行うなど、財政規律のバランスを念頭に、子供医

療費の軽減や教育環境の充実など安心して子育てで

きる環境づくり、市民健康プールを活用した健康づ

くり、集中豪雨に対する防災対策の強化、喫緊の課

題であった新たな廃棄物処理施設の整備など、市民

生活に密着した課題の解消に積極的に予算を配分し

て取り組んできたところであります。 

今後におきましても、新たに策定した中期財政収

支見通しでは、５年間で約27億円の収支不足を見込

んでおりますが、多角的な視点での見直しや国の交

付金の活用など財源確保に努めつつ、安全で安心な

市民生活の維持につなげていきたいと考えていると

ころであり、引き続き総合計画の将来像に掲げる

「豊かな自然にひと・もの・まちが輝く健康都市網

走」の実現を目指して、課題の解決と将来を展望し

た施策の展開を図ってまいります。 

また、市財政については、市民の皆様にしっかり

お伝えするために、市のウエブサイトへの掲載はも

とより、市広報誌の４月号で予算を、12月号で決算

を、それぞれ特集ページでお示ししているほか、新

年度予算の主な事業をまとめた「ことしのまちづく

り」を全戸配布し、市民の皆さんにより理解してい

ただけるよう努めているところであります。 

次に、コンパクトシティ化と市庁舎建てかえの政

策的な連動についてでありますが、当市は、これま

で郊外開発が進み市街地が拡散してきましたが、今

後は急速な人口減少が見込まれ、拡散した市街地で

居住の低密度化が進み、生活サービス機能の維持が

困難になることが懸念されております。 

将来にわたり、すぐれた自然環境の保全と市民が

暮らしやすいまちづくりの両立を目指し、市街地に

おける適切なエリアの配置とともに、持続可能な都

市経営を推進していくためコンパクトなまちづくり

が求められております。 

市庁舎の建てかえの場所については、総合的な評

価として、中心市街地である金市館ビル跡地周辺敷

地を適地と判断し、市の考えをお示しさせていただ

きました。 

当市の都市計画マスタープランでは、中心市街地

は都市拠点として、行政、業務、観光のほか、市民

の交流の場としての機能の維持、強化を図ることを

取り組みの方針として掲げており、金市館ビル跡地

周辺敷地に新庁舎を建設することにより、都市拠点

としての機能強化が図られ、コンパクトシティの推

進に寄与できるものと考えます。 

また、新庁舎建設に向けた検討を進めていく上で

は、市民の皆様の御意見をお聞きし、まちづくりの

拠点となる新庁舎建設に向け、より具体的な検討を

進めることとし、新年度には、新庁舎の基本理念や

基本方針などの基本的なコンセプトを初め、場所、

規模、機能、財源など、次の段階である設計の前提

となる庁舎建設基本設計の策定に着手することとい

たします。 

次に、域内経済循環の確立についてであります

が、当市における域内循環の活性化には、豊富な１

次産品を活用し、付加価値の向上と販路を拡大する

ことが重要であると認識をしております。 

国の工業統計等における当市の食料品製造業の出

荷額は、平成23年度が400億7,000万円に対し、平成

27年度は504億5,000万円と順調に推移をしておりま

す。 

また、ふるさと納税においても、平成30年度にお

いては14億円を超え、それに伴う市内事業者からの
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返礼品調達額は４億円を超えております。 

これらのことから、当市における域内経済循環は

順調に推移しているものと認識をしますが、一方

で、市内小規模加工事業者においては、燃料や原材

料の高騰、さらには人手不足も重なり、新たなもの

づくりにはなかなか進めない状況もありますことか

ら、域内循環という視点を持ちつつ、一層の活性化

を図りたいと考えております。 

次に、テクノロジー活用による生産性向上の取り

組みについてでありますが、人口減少が進む中、当

市の中小企業においても、人手不足、人材不足が経

営上の問題点として大きな課題となっており、生産

性の縮小が懸念されております。 

こうした中、国は昨年、生産性向上特別措置法を

施行し、人手不足や働き方改革への対応のため、設

備更新による生産性向上を図ることとしており、当

市においても先端設備導入基本計画を策定し、テク

ノロジーの活用等生産性向上を図る企業を支援する

とともに、あわせて、網走市中小企業振興資金融資

制度における一般資金融資の設備資金において、貸

付金額の上限を1,500万円から3,000万円に引き上

げ、企業がより設備投資を行いやすい環境整備にも

努めることとしているところであり、今後も引き続

き、生産性向上を支援してまいります。 

次に、外国人労働者の受け入れについてでありま

すが、市では、これまでも水産加工業等における外

国人技能実習生を受け入れる団体に対し、講習会の

講師派遣等の支援をしております。本年４月１日よ

り出入国管理法が改正され、外国人の受け入れ制度

に伴う在留資格が拡大されることになりますが、そ

の受け入れについては、第一に外国人と雇用契約を

締結する受け入れ機関等が適切に外国人労働者を支

援していくことが重要であります。 

今後、行政としてどのようなかかわりが必要にな

っていくのか、国の動向を注視してまいります。 

次に、自然環境の変化への認識についてでありま

すが、近年の気候変動の一部の要因については、地

球温暖化の影響による気温上昇であり、そのことが

世界的な暴風雨や干ばつ、洪水といった異常気象の

要因にもなっていると言われており、道内において

も台風の上陸など、決して珍しいものではなくなっ

てきております。 

農業にとって気象条件の変化は、農作物の生育へ

の影響や病害虫の発生、あるいは、豪雨や干ばつに

よる圃場への影響など、さまざまな面での影響が懸

念されるところです。 

気象変動に対応するには、その気象に適応した品

種開発や作付作物の転換を図ること、あるいは、農

地の基盤整備による土壌改良や排水性の改善などが

必要と考えますので、品種選定、栽培技術などのソ

フト面、基盤整備などのハード面の両面について、

農業者や農協、網走農業改良普及センターなどと協

議、検討してまいりたいと考えております。 

次に、もち麦の栽培についてでありますが、もち

麦はスーパーの食品売り場でいろいろな大麦を手に

することができ、テレビ番組で特集が組まれるな

ど、身近な健康食材として定着しつつあります。 

健康推進都市として登録した当市においても、普

及活動の一環としてイベントを開催しております

が、市民の関心も高くなってきております。 

市といたしましても、このもち麦の産地化を図る

ため、新年度予算ではもち麦の栽培試験を行った生

産者に対し、栽培経費の一部を助成する制度を設け

る予定としております。 

もち麦の生産に関しては、種子の確保や乾燥工場

の受け入れ体制の整備、ほかの作物との収穫のタイ

ミングや生産者の理解など、課題をクリアしなが

ら、関係機関と協議を重ね、連携し、もち麦の生産

に向けた体制づくりを行ってまいりたいと考えてお

ります。 

次に、能取湖、網走湖の環境保全についてであり

ますが、能取湖については、昨年９月に海面指定を

受けたところであります。能取湖の漁業にとって大

変重要なホタテの養殖施設を抱えており、貧酸素水

塊のモニタリングなど、環境面での監視を日常的に

実施をしております。 

網走湖においても、日常的な環境モニタリングを

実施するとともに、国が設置した網走湖水環境モニ

タリング検討会へも地域の水産について精通してい

る有識者が委員として参加をしており、必要な意見

反映も行っているところです。 

湖の水産資源を将来にわたって持続的に利用して

いくためには、調査に基づく資源管理が重要であ

り、市としても取り組みに対し支援をしておりま

す。 

網走湖のシジミ資源につきましては、近年、大規

模な産卵が見られず、資源の添加が進んでいないこ

とに加え、自然減耗率の増加が見られ、大変心配な

状況となっており、昨年３月に網走湖ヤマトシジミ

資源対策検討会を設置し、検討を進めているところ
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です。 

また、新年度からは、新規事業として網走湖ヤマ

トシジミ資源安定化対策事業により、自然減耗率増

加の要因や産卵から成長に至る環境による影響評価

などについて委託研究を実施することとしたところ

であります。 

いずれにいたしましても、湖の環境保全は漁場の

保全につながることから、今後も河川管理者である

国、道に対して、漁協など関係機関と連携し、必要

な対策について要望してまいりたいと考えておりま

す。 

次に、サケ・マスふ化放流事業の安定的推進と河

川環境保全についてでありますが、サケ・マスにつ

きましては、毎年、一定数の稚魚が放流されており

ますが、年によって資源量が変動し、近年では秋サ

ケの来遊数に減少が見られております。 

安定した漁獲を維持するためには、徹底した資源

管理と育てる漁業の推進はもとより、サケ・マスを

取り巻く環境などの調査、研究が重要であると考え

ております。 

市といたしましても、網走漁協が実施しておりま

す的確な放流時期の検討や、サケ稚魚の降海後の沿

岸における生活史に関する調査、研究と知見の集積

に対し、支援を行っているところです。 

水産庁や北海道におきましても、サケの来遊数の

回復は大きな課題と位置づけており、市といたしま

しても、主要魚種であるサケの漁獲量の回復は水産

業の振興にとって重要であることから、サケ・マス

内水面水産試験場や増殖事業協会など関係機関と協

力をしながら、資源の安定化に取り組んでまいりた

いと考えております。 

また、漁場環境の保全のためには、河川から沿岸

域への土砂の流入の抑制など、河川を取り巻く環境

の保全が重要であり、漁協との連携により、河川改

修事業に関する事前協議の徹底を行っているところ

であります。さらに、道漁連、北農中央会、関係自

治体などで構成する農地崩落対策プロジェクトチー

ムの取り組みにより、国や北海道への要請などにつ

いての検討が進められており、市としても積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、捕鯨についてでありますが、我が国は昨年

12月26日に、国際捕鯨委員会から本年６月末をもっ

て脱退し、本年７月から日本の領海及び排他的経済

水域において商業捕鯨を再開することを決定いたし

ました。 

本年６月までの間におきましては、ＩＷＣに加盟

をしていることから、昨年までと同様に調査捕鯨を

実施するとのことでありますが、時期や頭数、実施

場所などの詳細につきましては、現在、調整を図っ

ているものと伺っております。 

また、本年７月以降行うとされている商業捕鯨に

つきましては、小型捕鯨事業者による５隻が、網走

や釧路、和歌山県太地町などを拠点に日帰り操業を

行うとの報道があったところですが、詳細につきま

しては、今後、水産庁から地元へ説明があるものと

考えております。 

これまで、鯨給食を初めとした鯨食文化の普及、

継承の取り組みを進めてまいりましたが、こうした

取り組みは今後も継続し、網走の食文化の一つとし

て次世代に引き継がれていくことが大切であると考

えております。 

次に、網走川流域の環境保全の取り組みについて

でありますが、流域にかかわる方々が相互に連携を

しながら、自発的に行動を起こすことが重要であ

り、今後、網走川流域の会などを中心にさらに活動

の充実が図られ、活動の輪が地域全体に広がってい

くことに期待するとともに、市としても積極的にか

かわってまいりたいと考えております。 

次に、中心市街地の今後の役割、位置づけ、方向

性などについてでありますが、これまで「らるあー

と」の活用やまちづくり会社の設立などの取り組み

を重ねてまいりました。 

昨年、策定いたしました網走市総合計画におい

て、中心市街地には、にぎわいの創出と活性化を図

り、魅力を向上させる役割があると位置づけており

ます。 

また、中心市街地活性化基本構想に掲げる「歩い

て暮らせるまちづくり」を推進していく役割がある

と思っております。 

今後の方向性としては、にぎわいの創出と活性化

を図り、消費者ニーズに対応した魅力ある商業ゾー

ンを形成するため、関係団体と連携をしながら、市

民が気軽に訪れるきっかけづくり、中心市街地に変

化をもたらすリノベーションの牽引、空き店舗対策

などの各種取り組みを推進してまいりたいと考えて

おります。 

次に、商店街の観光地化についてでありますが、

先日開催されましたオホーツク屋台村のふれあい広

場には、各団体が制作をしたかまくらや氷のオブジ

ェなどが設置され、その前で外国人観光客の皆様が
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スマートフォンで写真を撮る光景が見られるなど、

中心市街地で開催される各種イベントで、外国人観

光客の方がイベントを楽しむ光景を見る機会が多く

なっていると感じております。 

いつ来ても楽しめるようなスポットへの変化や、

食べ歩きができるような飲食店のさらなる進出に向

けては、既存の商店街空き店舗活用事業補助制度の

周知や市の企業相談窓口を充実させ、補助制度に該

当する飲食店の皆様に、起業や進出しやすい環境づ

くりを引き続き行ってまいりたいと考えておりま

す。 

次に、新産業の創出についてでありますが、市で

は、これまで地場産品の付加価値向上を図るため、

新製品創出支援事業や地場産品付加価値向上事業

等、当市の豊かな１次産品を活用したものづくりの

支援のほか、食に限らず、機械や器具などの新製品

等についても支援をしており、ジャンルにかかわら

ない幅広い支援を行ってきております。さらに、新

たな産業に結びつく起業や異業種進出等についても

積極的に支援を行っております。 

今後も、市内中小企業者のニーズに応じた利用し

やすい助成制度を模索し、改善を図るとともに、国

や道が行う支援策の情報提供や幅広い支援策の周知

に努め、新産業の創出支援に取り組んでまいりたい

と考えております。 

また、バイオマス発電所から出る排熱を活用した

事業についてでありますが、建設予定である２号

機、３号機において、事業者よりボイラーから排出

される排熱を利用した事業について取り組んでいき

たいとの意向がございますので、各関係団体による

意見交換などを行いながら、排熱を活用したビジネ

ス事業の可能性を研究してまいります。 

次に、今後の観光施策についてでありますが、観

光を通して地域を豊かにしていく観光地域づくりの

観点から、これまでも広域を含めた地域との連携を

基本に、観光資源の磨き上げや開発などにより地域

の魅力を向上させ、網走への入り込みや滞在時間の

拡大を促進し、観光消費の単価及び消費額のアップ

を図る取り組みを行ってまいりました。 

今後についても、国内や訪日外国人観光客の立場

に立ち地域資源の活用を図るなど、観光事業者や多

様な事業者との連携を促進し、観光コンテンツの磨

き上げや受け入れ環境整備、網走の魅力の発信、プ

ロモーションに加え、札幌・道央圏域に国内外の観

光客が集中している状況を踏まえ、圏域内も含めた

アクセス環境の利便性向上に努めてまいりたいと考

えております。 

次に、外国人観光客の誘致施策の展開についてで

ありますが、当市といたしましても、ＪＮＴＯなど

が発表するマーケットごとの動向や、ＶＪ地方連携

事業北海道ブロック戦略などの分析に努めるととも

に、「ひがし北海道ＤＭＯ」などと連携したプロモ

ーションを実施し、何が来訪の動機づけになるかな

どを直接旅行会社や消費者等から聞き取り、またア

ンケートなども行ってまいりました。 

また、北海道観光振興機構や道観光局などのビッ

グデータやアンケートなどを活用した大規模な調査

の結果により、来道外国人観光客の意向や周遊パタ

ーンも明らかになってきております。 

こうしたデータを観光協会や観光事業者の皆様と

共有し、効果的な活用を図ることで、誰もが訪れた

い魅力ある観光のまちを目指し、訪日外国人観光客

の立場に立った、適切かつ効果的な施策の展開を図

ってまいります。 

次に、国際チャーター便の誘致についてでありま

すが、これまで女満別空港国際チャーター便誘致協

議会や、当市や釧路市、帯広市の３市による空港を

軸とした連携事業により、国際チャーター便の誘致

に取り組んでまいりました。 

今後の一括民間委託により、道内７空港の活性化

に向けた実効ある取り組みに期待しているところで

ありますが、女満別空港におきましても、航空路線

の拡大、ＬＣＣを含む新規路線及び国内・国際チャ

ーター便の誘致など、航空ネットワークの充実強化

が推進されるものと考えております。 

当市といたしましては、引き続き広域も含めた地

域との連携を基本として、国際チャーター便の誘致

など女満別空港の航空ネットワークの充実強化に向

けた取り組みを推進し、一括民間委託後は空港運営

を担うＳＰＣとの連携を図ってまいります。 

なお、今年度の国際チャーター便の運航実績であ

りますが、大韓航空が昨年７月下旬から８月上旬及

びことし２月上旬にソウル女満別チャーターを６本

運航し、夏は472名、冬は461名の皆様にお越しいた

だき、女満別空港を活用したひがし北海道への誘客

につなげることができました。 

今後も、観光素材のさらなる磨き上げ、受け入れ

環境の整備を行うとともに、網走の魅力をしっかり

とＰＲし、誘客につなげてまいります。 

次に、ＬＣＣの誘致についてでありますが、ＬＣ
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Ｃのような低価格航空輸送サービスは、新たな需要

を喚起し、市場や交流人口の拡大を図る可能性があ

ると認識をしております。 

一方で、航空ネットワークの充実強化を図ってい

くためには、既存路線の維持、拡大も大変重要であ

り、この両者に十分配慮した取り組みが大切である

と考えております。 

ピーチアビエーションにつきましては、ことし10

月下旬までの新千歳空港の拠点化、2020年度以降、

道内発着路線の拡充を進めることを表明しておりま

すが、ピーチアビエーションに限らず、今後もＬＣ

Ｃ各社の動向を注視しつつ、新規就航に向けた環境

整備に努めるとともに、地域全体のポテンシャルと

魅力の向上に取り組んでまいります。 

次に、観光地としてのブランディングについてで

ありますが、ブランディングは、網走がより魅力あ

る観光地になるための取り組みであり、現行の観光

振興計画に掲げる「五感に響き、おもてなしの心が

残る『“おいしいまち”網走』の創出」もブランデ

ィングが目指す一つの目標の形であり、観光振興を

図るさまざまな事業や施策などを推進してまいりま

した。 

各種イベントやキャンペーンにつきましては、実

行委員会や観光協会が主体となり、市もかかわりな

がら、実施主体の中で内容の改善、見直しも含めて

議論や検討が行われ、運営、実施されております。 

新年度から、現在の観光振興計画の深化を目標と

する、新たな観光振興計画がスタートいたします

が、今後とも市場動向や来訪する観光客のニーズの

把握に努めるともに、観光振興を図るさまざまな事

業や施策なども適切な工夫や見直しを積み重ねて取

り組んでまいりたいと考えております。 

次に、新たな観光拠点の整備についてであります

が、網走駅周辺については、観光拠点化という点で

は観光客集客拠点というよりも交通の結節点として

の機能であり、それに伴う情報発信やにぎわいの創

出であろうと考えております。 

また、駅前のコンビニエンスストアの出店につき

ましては、運営事業者、建物所有者も一体となり出

店の可能性を協議、調整してまいりましたが、立地

条件の関係などにより困難な状況でありますことか

ら、別の方策を探っていく必要があると考えており

ます。 

川筋地区におきましては、道の駅や河畔緑地帯で

さまざまなイベントが開催され、市内外から多くの

方々が訪れているところであります。 

網走川筋の整備は、網走かわまちづくり計画及び

モヨロ緑地整備計画に基づき整備が進められてお

り、特に網走かわまちづくり計画では、国と連携

し、網走川のにぎわいを創出するために、平成34年

度の完成に向けて、網走川左岸側に散策路などを整

備することとしております。 

完成後は、右岸、左岸ともにサイクリング、ジョ

ギング、ウオーキングができる散策路となり、既存

施設である道の駅やモヨロ貝塚館と一体となった網

走川筋が市民や観光客が集える場所になるととも

に、観光客への情報発信として、主要な観光スポッ

トや散策モデルコースを案内するＱＲコードを組み

合わせた案内看板の設置が行われる予定となってお

りますので、整備状況、利用状況を注視し、川筋地

区の観光スポット化に向けた取り組みを検討してま

いりたいと考えております。 

次に、ＪＲ北海道についてでありますが、ＪＲ北

海道に対する国の監督命令は、利用が少なく鉄道を

持続的に維持する仕組みの構築が必要な石北本線と

釧網本線を含む線区では、ＪＲ北海道と地域の関係

者が一体となって利用促進やコスト削減などに取り

組み、あるべき交通体系について徹底的に検討を行

うことが求められ、また同時に、鉄道施設及び車両

の設備投資、修繕に対して、国の財政支援と同水準

の支援を地方自治体に求めています。 

ＪＲ北海道問題の解決に向けた、平成31年度から

の第１期集中改革期間の基本となる事業計画、いわ

ゆるアクションプランの策定では、ＪＲ北海道と沿

線など関係自治体がこれまで継続的に作業を進め、

石北本線及び釧網本線ではほぼ作業を終えており、

３月末までには全８線区のアクションプランが策定

される見通しです。 

財政支援では、北海道が中心となって国との調整

を行っておりますが、ＪＲ北海道の極めて厳しい経

営状況を踏まえ、平成31年度からの２カ年は緊急的

かつ臨時的な費用負担を行うべく調整が進められて

おり、今後、北海道により各線区に対して説明があ

るものと存じます。 

市といたしましては、路線の存続に向けて、地域

みずからの取り組みがなければ鉄路は廃止になると

の認識のもと、沿線自治体としてさまざまな関係機

関と連携を図りながら検討を進めておりますが、利

用促進に当たりましては、地域利用と観光利用の二

つの観点から取り組んでおります。 
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地域利用の観点からは、マイレール意識の醸成は

欠かせないものであり、多くの皆様がＪＲ北海道問

題を地域課題として捉え、その中で自発的に利用促

進に取り組んでいただくことが何よりも大切であ

り、観光利用の観点につきましても、沿線自治体を

初め、さまざまな関係機関が参加し、それぞれが地

域の魅力向上に取り組むことが、観光鉄道としての

価値を高めることになるものと考えております。利

用者視点に立って複数の交通手段を組み合わせ、Ｉ

ｏＴ技術を用いて、それらのルートの検索から予

約、決済までを完了し、シームレスな移動体験を実

現できる取り組みについても研究してまいります。 

次に、路線バスの維持についてでありますが、市

では本年度網走バスと連携し、バス利用が多い東京

農大の学生、市内２高校の学生、さらには市内主要

バス路線周辺でバス利用者が多い病院、小売店等で

利用に係るアンケート調査を行い、あわせて網走バ

スが毎年行う乗降調査の結果をもとに、市内路線バ

スの利用実態について取りまとめを行っているとこ

ろであります。 

これらのデータは、新年度から取り組みを進める

公共交通網形成計画策定の資料として活用すること

としており、今後、市民ニーズに即した利用しやす

い路線バスのあり方について検討することとしてお

ります。 

次に、ごみ抑制の達成状況についてであります

が、生ごみと容器包装プラスチックを分別処理する

新たな施設を平成29年４月に供用開始してから、ほ

ぼ２年がたとうとしております。 

ごみの総搬入量で比較いたしますと、新たな分別

前の平成28年度は１万4,299トン、新たな分別後の

平成29年度は１万1,612トンと2,687トン減少してお

り、ごみの総量は一定程度抑制できたものと考えて

おります。 

また、埋め立て処理量で比較いたしますと、平成

28年度が１万1,753トン、平成29年度が6,278トンと

埋め立て処理量が約47％減少したことから、新たな

分別処理により環境負荷を低く抑えることができた

ものと考えております。 

次に、ごみ分別の現状と今後についてであります

が、高齢者の方々からは、生ごみと容器包装プラス

チックの違いがわからないといった問い合わせもあ

ることから、これらの分類についてわかりやすい説

明資料を提供してまいります。 

また、イベントなどでは、主催者の協力によって

分別が行われておりますが、埋め立てごみを少しで

も減量できるよう、適正な分別処理について引き続

き協力を求めてまいります。 

次に、健康維持の取り組みについてであります

が、予防医療につきましては、こどもインフルエン

ザ予防接種無料化の拡充など、体制の整備、充実を

図るとともに、「あばしり健康カニチョッ筋体操」

「あばしりベジラブル運動」の推進、網走市民健康

プールにおける健康増進講座の開設、65歳以上のプ

ール使用料の助成、指導者ライセンス制度「健康コ

ンシェルジュ匠」などを実施してまいりました。 

このような予防医療の取り組みの中で、シニア世

代を対象とした「健康コンシェルジュ匠」につきま

しては、現在50名の方がライセンスを取得されてお

り、各地域、各分野で活躍をされておられます。 

さらに、匠の皆様には、平成29年度からは保健師

が出向く健康講座に同行し、カニチョッ筋体操の普

及に御協力をいただくとともに、平成30年度から

は、保健師とともに講義や実技を行っていただいて

おります。 

このように匠という身近な市民の方々が実際に講

義や実技を行っていただくことで、同世代の受講者

もさらなる健康に対する意識の向上につながってい

くものと考えております。 

また、毎年開催をしております市民健康まつりは

500名を超える来場者があるほか、健康都市連合の

日本支部総会・大会が平成29年７月に、２日間で延

べ約800名の参加で開催され、市民の健康意識の向

上につながったものと考えております。 

引き続き、本来の健康づくりの考え方である、病

気にならないために、健康なときから健康維持増進

していくことが大切であり、そのための１次予防の

取り組みが重要であることから、あらゆる機会を通

じて発信し、実践、継続できるよう推進してまいり

ます。 

次に、地域医療の維持についてでありますが、当

地域での医療圏の考え方は、オホーツク地域を第３

次医療圏、北網地域を第２次医療圏としており、そ

のほかに斜里町、小清水町、清里町、大空町の、い

わゆる斜網地域として、救急医療体制や周産期医療

支援体制など、緊密に連携した医療圏域を構築して

いるところでございます。 

住みなれた地域で安心して暮らし続けていくた

め、引き続き医師や看護師などの医療従事者の確保

に取り組むとともに、限られた医療資源を有効に活
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用し、適正な配置が図られるよう、地域住民、患者

の立場に立って、医療機能の分化、連携を通じた効

率的で質の高い医療提供体制の充実強化を図ってい

かなければならないと考えております。 

また、健康や医療、育児等の不安解消を図るとと

もに、救急医療及び救急車の適正利用、コンビニ受

診の抑制など地域の救急医療体制の維持を目的に、

24時間電話健康相談サービス事業を実施をしてお

り、市民への利用周知及び医療に対する意識の醸成

を図っているところであります。 

そのほか、広報あばしりやポスターなど各種媒体

を活用し、地域医療を守っていくための意識醸成を

図っております。 

現在の医療体制が当たり前に維持されるものでは

なく、持続可能な地域医療を維持するためには、市

民一人一人の地域医療に対する理解が必要であるこ

とを今後もあらゆる機会を通じ発信し、地域医療の

維持、充実に努めてまいります。 

次に、子供を産み育てる環境の充実についてであ

りますが、子育て環境の充実につきましては、少子

高齢化による人口減少社会を迎える中、若い世代が

子供を安心して産み育てられ、子供たちが健やかに

成長できるまちの実現に向け、子育て環境づくりは

子育て支援センターや保育所、児童館を整備すると

ともに、へき地保育所の通年化に取り組んでまいり

ました。 

また、子育ての負担軽減では、保育料の軽減や医

療費助成の拡充、インフルエンザ予防接種の無料化

などに取り組んでまいりました。 

今後におきましても子供を安心して産み育てるこ

とができるよう、平成31年度から、妊娠期から子育

て期にわたるまでの切れ目のない総合的な相談支援

を提供する子育て世代包括支援センター運営事業に

取り組むほか、病後児保育や産婦健康診査、産後ケ

ア事業などに取り組んでまいります。 

今後におきましても、若い世代が子供を安心して

産み育てられ、子供たちが健やかに成長できるまち

の実現に向け、市民の皆様の意見をお聞きしなが

ら、子育て世代のニーズや地域の実態に合った子育

て支援に取り組んでまいります。 

次に、ふるさと寄附の今後についてであります

が、政府は昨年12月に「2019年度税制改正大綱」を

発表し、ふるさと寄附制度について本年６月１日で

見直すとしており、返礼品の寄附金額に対する割合

を３割以下にすること、及び返礼品を地場産品にす

ることなどを条件としております。 

当市のふるさと寄附における返礼品金額の割合等

については、総務省の指導を遵守していることか

ら、現在見込まれている制度改正による大きな影響

はなく、本年度と同程度の寄附金額を見込んでいる

ところでありますが、高額寄附を集めた他自治体が

今後の制度改正に伴い、返礼品金額割合等を見直す

ことにより、他自治体に集まった寄附額がどのよう

に推移をしていくか、寄附者のニーズはどのように

変化するか見きわめる必要があると考えておりま

す。 

当市におきましては、返礼品の充実などを図りな

がら、新たな寄附者の獲得に向け、しっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。 

次に、高齢者福祉と地域コミュニティーの維持に

ついてでありますが、少子高齢化の進展に伴い、高

齢者のみの世帯が増加し、今後さまざまな課題が生

じることが想定されるため、日常の生活支援や見守

りなど、高齢者を支える体制づくりが重要であると

認識をしております。 

高齢者が住みなれた地域で自立した生活を維持す

るためには、高齢者施策の充実はもとより、介護、

医療、さらに生活支援を担うことが期待される多様

な主体が協働することが不可欠となります。 

当市におきましては、地域やボランティアとの連

携による介護予防の推進、また、町内会との連携に

よる除雪サービスの提供や、災害時における要援護

者情報の共有に取り組んでまいりました。 

今後におきましても、これらの取り組みを基盤と

して、生活支援体制整備事業を積極的に推進し、地

域における課題や社会資源を把握するとともに、町

内会やボランティアを初めとする地域や関係機関と

の連携強化を図り、高齢者支援の充実と地域コミュ

ニティーの活性化に努めてまいります。 

次に、高齢者ふれあいの家の再構築についてであ

りますが、ふれあいの家につきましては、高齢者の

介護予防や閉じこもり防止を目的とした取り組みで

ありますが、事業開始から19年が経過し、ボランテ

ィアの高齢化や後継者の育成が課題であるため、今

後、地域の実情を踏まえ、運営方法の見直しも必要

と考えております。 

また、老人クラブにつきましては、「健康・友

愛・奉仕」の三大運動を柱とした自主活動に取り組

む組織であり、助け合う高齢者推進運動や会員増強

運動の推進により活況を呈している地域があるもの
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の、全市的にクラブ数、会員数が減少の傾向にあり

ます。 

こうした課題を解消するためには、地域の視点で

支え合いの仕組みづくりを進める生活支援体制整備

事業における第２層協議体の設置が有効であると考

えており、既に活動している大曲、新町を圏域とす

る西地区地域活動推進協議会では、コミュニティセ

ンターにおける交流スペースの創出、イベントの開

催、防災研修の実施、介護予防事業などを通して、

大曲地区においてふれあいの家の利用者、老人クラ

ブの会員数が増加している現状にあります。 

市といたしましては、高齢者ふれあいの家、老人

クラブとともに、地域や高齢者福祉に果たす役割は

違うものの、超高齢社会における貴重な社会資源と

考えておりますので、関係団体と連携強化を図り、

積極的な支援に努めてまいります。 

次に、介護現場における外国人労働者の受け入れ

についてでありますが、現段階では受け入れを検討

している事業者は把握しておりませんが、第７期介

護保険事業計画期間における介護保険施設の整備な

どに伴い、介護人材の不足が懸念されることから、

外国人労働者の受け入れを検討する時期にあると考

えられます。 

外国人労働者につきましては、技能実習制度、入

管法による在留資格の拡充、経済連携協定による受

け入れがありますが、費用負担、住まいの確保、介

護のスキルやコミュニケーション、安定的な雇用な

どの課題があるため、今後、事業者と連携した意見

交換を進めてまいります。 

次に、防災体制の強化に向けた考え方についてで

ありますが、行政にとって災害対応力の向上は喫緊

の課題であり、防災体制の強化に向けて、新年度に

おいてはＦＭあばしりと連携し、災害時における市

民への新たな情報伝達手段の構築に取り組んでまい

ります。 

また、避難所の非常用電源や防災備蓄品の充実を

進めるほか、土砂災害ハザードマップの作成や、関

係団体との連携による地域の防災訓練や防災研修の

実施にも引き続き取り組んでまいります。 

次に、市民や各種団体と連携をした平時からの防

災の取り組みでありますが、地域防災力の強化に向

けては、「みずからの身の安全はみずからが守る」

「地域の安全は地域で守る」などの考えのもと、自

助・共助・公助の取り組みの役割分担ついて、地域

全体で意識を共有していくことが必要と認識してお

ります。 

災害時に備え、行政と各種団体、地域住民が平常

時から連携し、意見交換をしながら、おのおのの役

割分担を明確にしていくことは重要であり、市では

防災訓練や防災研修の機会を通し、日ごろから意見

交換を行える顔の見える関係づくりに努めてまいり

ます。 

次に、日本体育大学附属高等支援学校についてで

ありますが、共生社会の実現に向けた新たな挑戦と

して、スポーツ教育を基軸に、労作教育と情操教育

を軸とした個性的な学校として、平成29年４月に開

校した支援学校では、開校以来、市民とのかかわり

を大切にする、地域に密着した学校づくりを進めて

おり、地域イベントの参加、除雪ボランティアの取

り組み、市内事業所での職場見学や職場実習のほ

か、スポーツ大会における生徒たちの活躍などによ

り、徐々にではありますが地域に浸透するととも

に、知名度の向上が図られているものと考えており

ます。 

本格的な高齢化社会を迎えた中、障がい者スポー

ツの振興を通して障がいへの理解を深めることは、

優しいまちづくりにつながるものと考えておりま

す。また、日本体育大学との連携によるスポーツの

振興は、子供たちの体力の向上や市民の健康増進に

もつながるものと認識をしております。 

次に、国際交流についてでありますが、世界的な

貿易自由化の進展や、交通・情報手段の飛躍的な普

及により、人、物、資本、情報などの移動が活発化

し、経済活動を初め、日常生活などあらゆる面にお

いて世界との結びつきが強まる中、国際交流を通し

て国際社会の一員であることの自覚、異なる文化へ

の学びと理解、日本や網走の文化への再認識などに

より、国際的な感覚を持った豊かな人づくりを進め

るためにも重要であります。網走に関心を持つ外国

人をふやすことにもつながるものと認識をしており

ます。 

次に、北方領土問題についてでありますが、市で

は、これまで北方領土問題の解決に向けた環境整備

として、ビザなし交流に参加するとともに、受け入

れに当たっては市民の皆様を初め、関係団体の協力

をいただきながら取り組んでまいりました。 

また、現在、東京農業大学とロシア連邦・極東連

邦大学との学術交流が進められているほか、建設予

定のバイオマス発電所では、燃料となる木質ペレッ

トをロシアから輸入することが検討されておりま
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す。 

引き続き政府間の動向を注視しながら、港湾、空

港、農水産物など地域特性を生かした、北方領土を

含めたロシアとのかかわり方について研究を進めて

まいります。 

言い間違えていたようでありまして、１件でござ

います。 

市庁舎の建てかえについてでありますけれども、

改めて発言をさせていただきますが、新年度におき

ましては、新庁舎の基本理念と基本方針などの基本

的なコンセプトを初め、場所、規模、機能、財源な

ど、次の段階である設計の前提となる庁舎建設基本

構想の策定に着手することといたします。先ほど、

「基本設計」と発言したようでありますが、庁舎建

設基本構想の策定に着手するというところでありま

すので、訂正を申し上げます。 

○工藤英治議長 教育長。 

○三島正昭教育長 －登壇－ 教育委員会の関係に

ついて、お答えをいたします。 

 学力の向上と社会活動についてでありますが、確

かな学力の育成に向けては、みずから学ぶ意欲を高

め、主体的に学びに向かうことができるよう一人一

人の状況に応じ、きめ細かな指導を通して、問題を

発見、解決する力や学習内容の定着を図り、確かな

学力の育成を目指しております。 

 また、社会の変化やライフスタイルの多様化に対

応できる資質や能力の育成に向けましては、外国語

教育や情報教育の充実を図るとともに、将来、みず

からの個性を生かした社会人として自立できるよ

う、職場体験などを通じたキャリア教育の充実にも

取り組んでまいります。 

今回策定をいたしました第２次網走市学校教育計

画におきましても、地域の将来を担う子供たちに、

みずから考え、主体的に判断し、よりよく問題を解

決する資質や能力、他人を思いやる心や感動する心

など豊かな人間性、そしてたくましく生きていくた

めの健康・体力をバランスよく育むことが重要であ

るという認識のもと、確かな学力、豊かな人間性、

健康・体力の調和のとれた生きる力を持った子供を

育成することを推進方針に掲げたところでございま

す。 

次に、教職員と児童生徒の関係についてでありま

すが、児童虐待防止につきましては、関連する各種

法制度を理解することも必要であることから、各学

校に対しましては、文部科学省からの通知や各種資

料に基づいて適切な対応ができるよう指導、助言を

行うとともに、学校においては早期発見、速やかな

対応、関係機関との連携などに努めているところで

あります。 

学校は児童生徒にとって学習や学校生活の基盤で

あり、教職員には児童生徒の家庭環境を把握すると

ともに、子供のＳＯＳを察知すること、子供が相談

しやすい関係を構築することが求められておりま

す。 

教師と児童生徒の信頼関係は、日ごろの触れ合い

と児童生徒とともに歩む教師の姿勢、授業等におけ

る児童生徒の充実感、成就感を生み出す指導、また

時には、不正や反社会的行動に対する毅然とした態

度、指導などを通じて形成されていくものであると

考えております。 

また、子供たちは一人一人がそれぞれ違った能

力、適性、興味、関心等を持っていることや、生育

環境も将来の夢や希望等も異なることなどを理解し

た上で、児童生徒理解に努めながら、信頼関係を構

築することが重要であると考えております。 

次に、網走市の児童生徒の基礎学力についてであ

りますが、これまで子供たちの学力向上を図るた

め、市では、学習支援員、学校図書館司書の配置、

実物投影機などＩＣＴ機器の整備、授業改善のため

の教職員研修の実施等に取り組んでまいりました。 

子供たちの学力は、全国学力・学習状況調査の結

果では、教科、領域によっては課題も見られますけ

れども、経年比較では、年度間のばらつきはあるも

のの、全国を上回る教科もあり、全国との差は着実

に縮小してきている状況であります。 

子供たちの確実な学習内容の定着に向け、一人一

人の状況を的確に把握し、生活習慣や家庭学習の指

導も含め、一人一人に応じたきめ細かな指導ととも

に、学力の課題やこれまでの取り組みの成果を学

校、家庭、地域と共有し、児童生徒一人一人が確か

な学力を身につけるための取り組みをさらに充実さ

せていきたいと考えております。 

次に、主権者教育のあり方についてであります

が、学校教育における主権者教育は、政治や選挙な

ど社会に関する理解を深めながら、我が国や地域の

課題を理解し、課題を多面的・多角的に考え、自分

なりの考えを形成していくとともに、根拠を持って

自分の考えを主張できる力を養うことが大切である

と考えております。 

義務教育段階である小中学校においては、子供た
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ちに国家・社会の責任ある形成者となるための素地

を養うことが大切であり、さまざまな教育活動を通

して政治や選挙への関心を高めるとともに、社会参

画に必要な教養を培わせることが重要であります。 

子供たちが将来、主権者としての自覚と責任を持

った社会人として自立し、他の人と連携、協働しな

がら、地域の課題解決を主体的に担うことができる

力を身につけさせるためには、早い段階から、また

発達段階に応じた取り組みを進めていくことが必要

であると認識しているところであります。 

また、地域の構成員の一人として意識を育むため

には、地域行事や地域資源を活用した体験活動に主

催者の一人として参画し、主体的にかかわる機会な

どを意図的に創出していくことも必要であり、さら

には、家庭において基本的な生活習慣や社会的なマ

ナーを習得し、自立心を養うことができるよう家庭

教育の充実を図っていくことも重要であります。そ

のためには、学校教育、社会教育、家庭教育が連動

した教育活動をより一層推進していかなければなら

ないと考えております。 

次に、今後求められる能力を見据えた教育のあり

方についてでありますが、人工知能の進化などによ

りまして、将来の変化を予測することが困難な時代

において、子供たちにはみずから考え、主体的に判

断し、よりよく問題を解決する資質や能力、他人を

思いやる心や感動する心など豊かな人間性、たくま

しく生きていくための健康や体力をバランスよく育

んでいくことが重要であります。 

また、これからの教育は、教育課程全体で子供た

ちにどのような力を育むのかという観点から、教科

等を超えた視点を持ちつつ、それぞれの教科などを

学ぶことによって、どういった力が身につき、教育

課程全体の中でどのような意義を持つのかなどを整

理しながら進めていくことが大切であります。 

このほか、それらの力を育成するためには、より

よい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目

標を学校と社会が共有することとあわせ、コミュニ

ティ・スクールの導入により、学校と地域が連携、

協働した教育を充実させていくことが重要であると

考えております。 

次に、社会教育についてでありますが、市民の自

主的で主体的な学びや市民相互の学習活動は、豊か

な人間性を育み、地域力を高めるものであり、網走

市の未来を築いていく大切な資源であると考えてお

ります。 

こうした市民生活や地域社会に根差したさまざま

な学習活動を通じ、人と人とのきずなを強くし、生

活課題、地域課題に対しての意識を高め、その課題

解決に向けて必要な知識や技能を習得し、実践して

いくことがまちづくりに大きな役割を果たすもので

あり、社会教育は、このまちづくりのための原動力

となる市民の学習活動を支える重要なものであると

考えております。 

そのため、子供から大人までが郷土について学

び、網走の魅力を体験するあばしり学講座において

は、広い世代が交流し、まちの魅力や地域課題など

を共有しながら、それぞれの世代の役割を考え、ま

ちづくりに生かしていく取り組み、また、子供たち

に夢を持って生きることの大切さや感性豊かな心を

育み、たくましく生きる力を形成することを目的と

している子ども夢育事業や夢の教室事業、また、地

域と学校、行政が連携して子育て支援と人づくりに

取り組む学校支援地域本部事業などを実施するほ

か、体力づくりや健康づくりを支える各種スポーツ

教室、市民の知識を深め、感性を育てるための博物

館や美術館における企画展の開催など、まちづくり

を担う人づくりのための取り組みに努めていくこと

としております。 

次に、ラグビーワールドカップ2019についてであ

りますが、昨年、当市がフィジー代表の公認キャン

プ地、日本代表の事前キャンプ地として決定をいた

だいたところであります。 

合宿受け入れに当たり、これまで市庁舎などへの

看板設置や市内各施設へのポスター掲示、アプト４

のバナー掲示、ＰＲ用品の製作、パネル展示などに

より市民への周知を図り、機運を高める取り組みを

行ってきたところであります。 

今後は、施設面ではトレーニングルームや器具の

整備などを進めていくこととしておりますが、ラグ

ビーワールドカップについて、そして、当市がその

大会に出場する代表チームの合宿地であるというこ

とについて、今後なお一層の周知を図り、市民の盛

り上がりを高めていくことが重要であると考えてお

ります。 

そのためには、関係団体と連携して取り組んでい

くとともに、フィジー大使館の協力もいただきなが

ら、市民にフィジーについて知っていただき、親し

んでいただける取り組みなども実施をし、フィジー

代表チームのキャンプ地として大会ムードを盛り上

げていきたいと考えております。 
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次に、ラグビーワールドカップ2019の合宿受け入

れに伴う市民の意識変革についてでありますけれど

も、当市におけるこれまでの施設整備や合宿環境、

受け入れ活動などに対する評価が今回の代表チーム

のキャンプ地決定につながったものと考えておりま

して、網走は海外チームを受け入れることができる

環境にあるということ、高い評価を受けたというこ

とを市民の皆様方にも知っていただきたいというふ

うに思っております。 

そして、ラグビーワールドカップ2019日本大会に

おけるフィジー代表チームの合宿受け入れ、文化交

流、フィジー関係者による講演会の開催など、全市

民挙げて歓迎するという機運の醸成を図っていきた

いと考えておりまして、そのことが市民の国際理解

を深める機会になるものと考えているところであり

ます。 

○工藤英治議長 ここでお諮りいたします。 

 本日の議事日程であります代表質問はまだ終了し

ておりませんが、本日はこの程度で延会としたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本日はこれをもって延会

といたします。 

 再開は11日午前10時としますから、御参集願いま

す。 

 大変御苦労さまでございました。 

午後４時06分延会 
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○議事日程第４号 

平成31年３月11日午前10時00分開議 

日程第１ 代表質問（議案第１号～第21号）  

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

代表質問（栗田議員、佐々木議員） 

─────────────────────── 
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井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

佐々木 玲 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 
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古 都 宣 裕 
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山 田 庫司郎 

          渡 部 眞 美 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長        水 谷 洋 一 

 副 市 長        川 田 昌 弘 

 企画総務部長       岩 永 雅 浩 
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 観光商工部参事監    二 宮 直 輝 

 建設港湾部長      石 川 裕 将 

 水 道 部 長    佐々木 浩 司 

 農林水産部次長    脇 本 美 三 

 企画調整課長    秋 葉 孝 博 

 企画調整課参事      北 村 幸 彦 

 総務防災課長    岩 尾 弘 敏 

 総務防災課参事    石 井 公 晶 

 財 政 課 長    林   幸 一 

 健康推進課長    武 田 浩 一 

 健康推進課参事      永 森 浩 子 

 社会福祉課長    酒 井 博 明 

 介護福祉課長    桶 屋 盛 樹 

 子育て支援課長    清 杉 利 明 

 農 林 課 長    梅 津 義 則 

 観 光 課 長    大 西 広 幸 

 商工労働課長      田 口   徹 

 商工労働課参事    日 野 智 康 

 観光商工部参事    高 井 秀 利 

 建 築 課 長    小 原   功 

 都市整備課長    立 花   学 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    田 口   桂 

 社会教育部長    猪 股 淳 一 
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次 長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○工藤英治議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は15名で、全議員が出席しており

ます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○工藤英治議長 本日の会議録署名議員として、古

都宣裕議員、松浦敏司議員の両議員を指名いたしま

す。 

─────────────────────── 

○工藤英治議長 本日の議事日程は、既に印刷して

配付の第４号のとおりであります。 

平成 31年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ４ 日 

平成 31年３月 11日（月曜日） 
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 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○工藤英治議長 日程第１、既に一括上程中の議案

第１号から議案第21号までの21件を議題とし、あわ

せて市政執行方針及び教育行政執行方針並びに市政

各般に関する事項を含め、８日に引き続き、各会派

の代表質問を続行いたします。 

 オホーツク、栗田政男議員。 

○栗田政男議員 －登壇－ 昭和という時代は太平

洋戦争という辛い悲しい出来事があり、荒廃した日

本を我々の父の時代の人々が身を粉にして働き、現

在の経済成長の礎を築いてくれました。 

 私が社会に出て働くようになったのが、昭和の終

わりに近い時期でした。そのころ、バブル景気が始

まり、昭和64年１月８日、平成の幕開けでした。後

に平成景気と呼ばれる異常な好景気の始まりでもあ

りました。 

 平成２年に国の金融政策によりバブル経済は収束

しますが、1989年12月の株価が３万8,959円という、

現在の株価は２万1,000円台を推移していることか

らも当時の景気を見て取れることと思います。 

 また、平成天皇のお言葉にもありましたが、平成

は災害の時代でもありました。多くの災害を経験し

た我々は、経済の低迷もあり、さまざまな試練を余

儀なくされました。たくさんの災害で多くのとうと

い命と財産を失い、自然の脅威の前にはなすすべも

ないことを思い知らされた出来事でもありました。 

８年前のきょう、東日本大震災がありました。忘

れることのできない悲しい記憶でございます。 

 新天皇として即位される現在の浩宮皇太子は、私

と３日違いの同じ歳ですが、立場が大きく変わって

も日本の象徴として天皇に即位されることは、同世

代をともに生きてきた人間として嬉しく思いますし、

やっと一人前の年齢になったのかもしれません。 

 物事の節目には、いろいろな検証が必要だと考え

ています。未来に進むためにも、天皇制のあり方な

ど、しっかりここで議論することも必要ではないで

しょうか。 

 また、平成の終焉とともに勇退される市職員の皆

様、また議員の皆様ともにこれまでの御尽力に感謝

を申し上げたいと思います。同じ平成という時代を

走り続けてきた同志として、今後の再出発にエール

を送りたいと思います。 

 それでは、平成31年度市政執行についての会派オ

ホーツクの代表質問に入ります。重複する部分につ

いては、代表質問の性質上、割愛しにくいので御容

赦ください。 

 市政執行方針についてお尋ねいたします。 

自民党が再び政権の座について安倍一強政治と言

われるほど長期政権が続いている現在、安定感はあ

る一方で、余りにも長い政権のせいで国民の政治へ

の関心が少し薄れているのではないでしょうか。 

 経済人の一人として、今の国勢、アベノミクスと

言われた政策に対しては高く評価しなくてはなりま

せん。平成の初めにバブル経済が破綻し、人々の価

値観が大きく変化しました。企業は毎年下がり続け

る景気の中で、リストラなどの企業人として一番辛

い選択を余儀なくされました。暗黒の中でもがく企

業が消滅し、生き残ろうと必死になっている同志で

ある経営者の姿にも心を痛めていました。デフレか

らの脱却が時代の政策の成果として、現在の経済状

況があることは、何と言おうと確実に経済は回復し

ていると言っていい状況です。 

 政治は結果が全てと言っていいでしょう。経済が

上向きになり、企業の求人状況も確実に回復してい

る現在、アベノミクスは成功した事例ではないかと

考えています。当市の考え方、国の現在の状況につ

いての分析について、当市の見解を伺いたいと思い

ます。 

 ２番目に、当市の経済状況についてお尋ねをいた

します。日本の経済が上昇基調にあったとしても、

国の直接の税収増加にはつながりません。多額の公

共投資による経済対策は、短期的には国の財源不足

につながり、そのしわ寄せが地方の社会保障などの

財源の縮小にならないのか心配するところでありま

す。 

 財源の多くを交付金に頼っている当市において、

国の動向について最大の注視をする必要があると考

えますが、国からの財源についての当市の総合的な

見解をお聞かせください。 

 ３番目に、ことしのまちづくりについてお尋ねを

いたします。開業医に対する支援事業が新規に提案

されています。当市において地域医療は最も大切な

ものの一つと認識しています。健康都市を目指す水

谷市政にとっても欠くことのできないものと認識し

ているところですが、人口減少が続く地方都市で新

規に開業を目指すドクターの開拓は、ハードルの高

いものと考えます。予算規模から見て、情報、可能

性を絞り込んでいるところだと思われますが、新規

の事業であり、必ず成功してほしい事業なので、次
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年度以降、積極的な予算づけをお願いしたいところ

です。この事業の方向性と考え方についての御見解

をお伺いします。 

 ４番目に、ＦＭあばしりの開局についてお尋ねを

いたします。当市において、ＦＭあばしりが開局さ

れました。いろいろな地域でさまざまなローカルＦ

Ｍ局が設立されてきました。テレビ全盛の時代、ま

たスマートフォンやタブレット端末の普及等による

ラジオへの関心が薄れつつある現在、身近な話題の

多いメディアとして価値と可能性はとても大きいも

のと考えています。民間の事業でもあり、直接的な

支援は難しい部分がありますが、市民上げての協力

も必要ではないかと考えるところであります。民間

企業のコマーシャル等への積極的な参加も今後の課

題とされるところだと思います。 

 特に災害時のラジオの活用は、大変有向な手段で

あることは昨年のブラックアウトのときの経験から

も明白であり、欠かせないものであると考えていま

す。当市として、現在考えられる方向性についてお

伺いいたします。 

 ５番目に、インフラ対策についてお尋ねをいたし

ます。郊外地区の道路整備は喫緊の課題であります。

当市の主要産業の一つである農業は、日本の中では

大型の規模と生産を行っています。管理機械や農産

物の輸送のための車両は大型化をしています。昭和

50年代の新農業構造改善事業の中で行われた農道の

整備等により、現在の郊外道路の舗装が行われ、農

業の生産性の向上の一助になってきました。しかし、

現在の水準では、規格的にも対応できない状況にな

っています。 

 道路整備には多額の費用がかかります。市の単費

では到底賄えきれないことだと思います。国の積極

的な支援が必要だと考えますが、農業予算の活用も

含めた要請を検討してはどうでしょうか。見解をお

聞かせください。 

 ６番目にジャガイモシロシストセンチュウについ

てお伺いをいたします。日本で初めて確認されたジ

ャガイモシロシストセンチュウは、当市の農業にお

いて衝撃的な大問題でありました。発生確認から５

年がたとうとしていますが、緊急防除により収束の

方向に向かっていることと思いますが、これからの

農業経営において経営基盤の根幹にかかわる問題と

いう認識を持って、これからも全力で対策に取り組

まなければなりません。 

 経営には時としていろいろな試練が立ちはだかり

ますが、国が管理し、安全だとの確証のもとに種子

は供給されています。農業経営者の立場になれば、

やりきれない思いになるのも当然のことと思います。

国の責任において完全に除去されるまで注視される

課題だと考えますが、見解について改めてお伺いを

いたします。 

 ７番目に、観光についてお伺いをいたします。31

年度の予算の中にＤＭＯの設立を目指す駅周辺の活

性化のための施策がありますが、ＪＲ問題も含めた

網走駅のあり方について、当市が積極的に取り組む

ことは新しい風を感じるところであります。 

 当市の市街地の形成は、地形的・物流的な問題か

ら、駅と中心市街地が分離してしまった経緯があり

ますが、以前は駅周辺にも多くの商店があり、駅周

辺の商店の復活は難しい部分もありますが、宿泊施

設の集積とさらなる規模の拡大も予定されている現

在、観光の拠点だけではなく商業地域としての再出

発も必要だと考えられます。 

 また、私たちの生活の中でコンビニエンスストア

は不可欠なものになっています。当市においてコン

ビニ不毛地帯があり、特に以前あった店舗が退去し

た場所では大変不便な思いをしています。もちろん

チェーン展開している現在、多くのコンビニは厳し

い売り上げのノルマを課せられています。売り上げ

が達成できない店舗は容赦なく切り捨てられる運命

です。売り上げも本部経由で吸収されるため、地域

貢献が少ないものと言われていますが、地元雇用、

学生の雇用があり、何よりいろいろな機能がコンビ

ニには集約されています。 

 駅周辺、呼人地区など地域の住民が大変苦労して

いたり、駅前の宿泊客は大変不便な状況にあります。

支援の方法はないか検討してはどうでしょうか。見

解をお伺いしたいと思います。 

 ８番目、ＪＲ問題についてお伺いをいたします。

当市は、ＪＲ存続の方向で現在考えていると認識し

ています。残せるなら残してほしいという、当市だ

けではなく関連している自治体の全ての人が望んで

いることと思います。会派としても今後の可能性に

ついて発議してきましたが、人口減少、利用者の減

少、ランニングコストの拡大など多くの課題が山積

する中で維持していくことは難しくなっていくこと

と思います。 

 とりわけ釧網線については、観光利用の活用など

検討していることと思いますが、かなり厳しい状況

が予想されます。各自治体も応分の負担が必要にな
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ってくる時期もそう遠くないように思えます。いず

れは廃止が予想されるのであれば、ソフトランディ

ングを目指すのではなく、思い切った英断もどこか

の時期で必要と考えます。先ほどの駅前周辺の活性

化とは矛盾する部分もあるとは思いますが、別の問

題として捉えて見解をお伺いしたいと思います。 

 ９番目に、市庁舎の建設についてお伺いをいたし

ます。耐震診断された地震発生時の危険度により、

緊急の課題として市庁舎を建てかえる必要があると

いうことは、市民共通の認識と理解しています。 

 先般の議会に対する説明、マスコミの発表により

候補地の方向性が示されました。いろいろな角度か

らの検討だと考えますし、現在の当市の都市形成の

中では、候補地の選定に関しては賛成するところで

あります。 

 しかし、建設予定地にはクリアしなければならな

い問題も多くあります。過去に撤去できなかった基

礎部分、民間地の取得、津波に対応した丈夫な建物

の建設、駐車場の確保等、限られた時間の中で実施

設計までたどりつかなければならない状況は、大変

な労力を必要とします。議会との協議、市民とのパ

ブリックコメントを通して進めていくことと思いま

すが、迅速な作業も必要になってきます。近年にな

い大型な施設建設であり、公共事業としての価値も

大きいと考えます。当市の分散している公共施設の

集合と市民が活用できる市役所のあり方、民間企業

への賃貸等、新しい形の市役所庁舎のあり方、方向

性も必要になるものと考えます。 

 これまでの当市における公共施設の建設方法は、

大手の官庁を専門とするコンサルタントに設計を発

注してきたように思います。もちろん情報量、企画

力、人材はすぐれたものがあり、当市の規模では受

注できるコンサルタントは存在しないことは、いた

しかたない部分もありますが、地元企業には地元で

培った地域性があり、何より網走市民というアイデ

ンティティーがあります。 

 設計の段階から地元企業を、できれば建設企業の

参画等協力があれば、より市民のためになる市役所

建設になるものと考えますが見解をお伺いしたいと

思います。 

 10番目に、教育についてお伺いいたします。まず、

読書についてですが、さまざまな場面で読書の必要

性が取り沙汰されていますが、なぜ現代の若者が本

を読まなくなったのか。余りにも多くの情報が瞬時

に手に入るインターネットや携帯電話の普及や利用

料金の値下げ等により何時間でも電話をしたりゲー

ムをしたり、ライフスタイルの変化がそこにありま

す。その昔、どの家庭にもあった百科事典、１年に

１回買っていたイミダス。遠い昔のことのように思

います。 

 今、なぜ本を読むのか。さまざまな意見が交わさ

れますが、本を読むことによる知識の深さはインタ

ーネットの情報とは大きな差があると言われていま

す。ツールとしてのインターネットは便利ですが、

本当に大切なものはゆっくりと、しっかりと自分の

中に取り入れるために、電子ブック等も含めた本が

そこに存在すると考えています。 

 また、日本の教育は今まで物理的なものを中心に

進められてきました。物のこだわり、つまり言い方

を変えれば目に見えるものの中心の教育だったよう

に思います。 

 一方、心理学、道徳、倫理、心のあり方、目に見

えない部分は弱かったように感じています。だから

こそ今、本を読む習慣が必要だと考えます。１冊の

本に出会い、人生の転機を迎え、大きく羽ばたいて

いる人は数知れないでしょう。人生のバイブルとし

て１冊の本を大切にしているリーダーが多いことは、

周知のことかと思います。だからこそ、教育環境の

中に読書を取り入れ、習慣化することが必要ではな

いでしょうか。 

 より積極的な読書の習慣は、義務教育の中でしっ

かりと取り組んでいくことが必要でしょう。言い尽

くされている読書の大切さを１歩進める政策を求め

るところであります。教育長の見解を伺いたいと思

います。 

 ２点目は、芸術文化についてです。映画文化につ

いてですが、当市ゆかりのある映画はたくさんあり

ますし、ロケに当市を選定している映画監督も多く、

網走番外地以降のＰＲに貢献をしてくれました。と

りわけ地名の宣伝効果は、年齢の高い世代は知らな

い人はいないほど有名にしてくれたことも事実であ

ります。また、映画を見ることは若者の当時デート

コースとしては定番でした。 

 レンタルビデオのブームが去り、映画を見る習慣

も少なくなっているものと感じるところであります

が、地元の映画館が閉鎖し、遠いところに出向いて

２時間以上の映画を見ることは、かなり難しいこと

なのかもしれません。しかし、映画には芸術文化と

しての大切な意味があります。人々の感性の豊かさ

の一躍を買ってくれるものとも思っています。 
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 当市においても、市民レベルの活動をされている

ようですが、もう少し映画に目を向ける必要がある

と考えるところであります。また、ロケ地に選んで

もらえること自体、大変光栄なことであり、当市の

ＰＲ、そして観光への波及効果は大きいものと考え

ます。芸術と位置づけた映画文化についての見解を

お聞かせいただきたいと思います。 

 ３点目は、網走南ヶ丘高校定時制への支援であり

ます。交通手段としての支援が予算化されたことは、

高く評価をいたします。高校進学への環境は少子化

問題、高等教育の統合がありながらも、ほぼ希望す

る学校へ門戸は開かれています。しかし、家庭の事

情により高校進学を断念したり、志半ばで中退した

人の受け皿として定時制高校の重要性は増していく

ものと考えています。 

 札幌市では、公立夜間中学の設置を決めました。

現代において、一般的には余り知られていないこと

ですが、映画にもなった夜間中学。北海道の民間の

自主夜間中学は４カ所あるそうです。札幌市の場合

は、外国人の日本語教育も含まれるとのことで、今

後の可能性に期待するところであります。 

 教育は、全ての国民が平等に受けられることが先

進国では当たり前のことであり、こういったところ

に目を向けていくことは大変重要なことだと考えま

す。当市の教育長としての考え方を伺います。 

 終わりに、水谷市政２期８年が終わり、３期目に

入りました。この間、山積した課題に真摯に取り組

んできた結果、確実に成果を出していることは多く

の市民が高く評価しているところであります。 

 しかしながら、網走市の将来に対する目標につい

て、市長としてもっと積極的な政策が必要ではない

でしょうか。10年後の網走市のあり方、20年後の方

向性について、夢のある大きな目標を掲げ、目指す

方向を示してほしいと思うところであります。我々

議会とともに網走市の未来像を描いていければ幸い

です。 

 以上で、会派オホーツクの代表質問を終わります。 

○工藤英治議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 会派オホーツク、栗田

議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、国の政策と現在の状況についてでありま

すが、ＧＤＰは名目、実質ともに過去最大規模に拡

大し、企業収益は過去最高を記録するとともに、雇

用・所得環境は大きく改善し、経済の好循環は着実

に回りつつあり、財政健全化への着実な取り組みを

進める一方、地方創生、国土強靱化、女性の活躍、

外国人人材の受け入れなどの施策の推進により、経

済の好循環をより確かなものとして、誰もが生きが

いを持って充実した生活を送ることができる社会の

実現を目指すとしているところであります。 

 一方、経済の先行きについては、緩やかな回復が

期待されるものの、海外経済の不確実性、金融資本

市場の変動の影響等に留意する必要があり、あわせ

てアベノミクスの成果を全国津々浦々まで一層浸透

させ、経済の好循環をさらに加速させるよう、施策

を実施していくこととしております。 

 引き続き、構造改革はもとより、金融政策に成長

指向の財政政策をうまく組み合わせることに留意し、

再びデフレに陥らないための持続的な成長力を確保

することが必要と考えているところであり、国の動

向を注視してまいりたいと思います。 

 次に、国からの財源についてでありますが、国の

経済対策は、国内景気の動向などを踏まえ、必要に

応じて行われるもので、当市も地域課題の解決に向

けて積極的に取り組んできたところです。 

 社会保障など法令等の義務づけがある事務・事業

に対する財源は、国庫支出金や地方交付税などに措

置され、平成31年度の地方財政計画では、義務づけ

のない事務・事業も含め、地方の一般財源総額は確

保されており、必要な財源は措置されているものと

理解をしております。 

 しかしながら、国と地方の最終支出ベースの比率

と、国民が負担する租税収入の配分における国の地

方の比率が逆転していることから、国と地方の役割

分担の見直しや、地方が自由に使える財源を拡充す

る観点から、国と地方の税財源の配分の見直しも必

要と感じているところです。 

 また、地方創生推進交付金のような各地の課題解

決に向けた取り組みに対する支援の拡充や、対象経

費の要件緩和など弾力的な運用が図られることを期

待しつつ、今後の国の動向に注視してまいりたいと

考えております。 

 次に、開業医の誘致についてでありますが、当市

における医療提供体制の状況はクリニックの閉院、

クリニック医師の高齢化、休日等における救急医療

確保の負担増、医師確保困難による診療科の休止や

出張医による曜日診療など厳しい状況となっており

ます。 

 このようなことから、将来にわたる医療提供体制

の確保を目指し、市内に新たに診療所を開設する開
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業医に対し、開設費用の一部を助成する開業医誘致

助成制度を創設し、医療体制の整備・充実に取り組

んでまりいます。 

 平成31年度予算につきましては、誘致助成制度パ

ンフレットの作成を初め、ホームページの掲載、道

内医療関係業界紙への広告掲出、道内医育大学での

周知、北海道・東京事務所などでの道外対象者向け

の周知など、広く制度の周知を図る経費を計上して

いるところであります。 

 実際に、助成制度の活用が決まりましたら、補正

予算で対応することとしております。事業の実施に

当たりましては、まずは、１件目の取り組みを積み

重ねてまいりたいと考えており、引き続き住みなれ

た地域で安心して暮らしていけるよう、医師会など

との協力・連携のもと推進してまいります。 

 次に、ＦＭあばしりの活用についてでありますが、

ラジオは寄り添いのメディアであり、取り扱いやす

さ、無線媒体としての確実性などから、災害時には

強いとの評価がされております。 

 ＦＭあばしりでは、行政情報やイベント情報など

市民への身近な情報の発信に加え、平常時には防災

情報、災害時には緊急情報を発信する防災メディア

として市民へ的確な情報を発信していくこととお聞

きしております。 

 市ではＦＭあばしりの放送を活用し、緊急告知防

止ラジオを避難行動要支援者や高齢者の方々などへ

貸与し、緊急情報をお知らせするほか、防災情報や

市政に関する最新情報など、ラジオを通して市民の

皆様へお届けしたいと考えております。 

 まちづくりや有事の際の備えとして、また高齢化

社会に向けたコミュニケーションツールとして、今

後ＦＭあばしりが地域の活性化のため、市内に根づ

いていくことが期待されているところであります。 

 次に、郊外地区の道路整備についてでありますが、

郊外地区道路の多くは、整備から40年以上が経過し、

舗装のひび割れや路面沈下の発生など老朽化が進行

している状況にあります。 

 また、主要な郊外地区道路では、農業機械の大型

化や交通量の増加から、曲線箇所における幅員の不

足があり、安全な交通環境の確保のため、改良整備

が必要な箇所が多くあると認識しております。 

 郊外地区の舗装改良や道路幅員の拡幅などは、規

模が大きくなることから、工事費用も大きく、国の

交付金予算などの活用が必要となると考えていると

ころであります。 

 農業予算の活用につきましては、農業農村整備事

業の予算や事業期間、農業者の基盤整備の意向調整

など課題もありますが、事業の実施主体である北海

道とも協議をしながら検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、ジャガイモシロシストセンチュウについて

でありますが、平成29年度から３年間、国の緊急防

除が実施されており、来年度が最終年度に位置づけ

られております。 

 農林水産省は、防除効果を検証するため、防除を

実施した全ての圃場に対し土壌調査を実施いたしま

した。 

 今後は、調査結果に基づき、ジャガイモシロシス

トセンチュウが確認された圃場においては、ことし

も緊急防除を実施いたしますが、検出限界以下とな

った圃場については、移動制限は継続いたしますが、

防除対策は終了し、寄主植物の作付けの禁止を解除

することとなっております。 

 作付け再開に当たりましては、ジャガイモシロシ

ストセンチュウの密度が高くなることがないよう、

北海道が適正輪作の推進、抵抗性品種の導入指導を

実施することとなっております。 

 平成32年度以降の対策のあり方については、今月

開催されるジャガイモシロシストセンチュウ対策検

討会議で検討されることになっておりますので、全

ての圃場が検出限界以下になるまで国の責任のもと

防除を実施するよう、要請していく考えであります。 

 次に、網走駅周辺等のコンビニエンスストアの出

店支援についてでありますが、網走駅前にあったロ

ーソンは現在、空き店舗となっており、コンビニエ

ンスストア運営会社や建物所有者を含め、協議・調

整を行ってまいりましたが、立地条件や経営上の問

題等から解決のめどは立っていない状況です。 

 また、呼人地区では、現在営業を行っている一般

雑貨店が閉店を予定されていることから、地域と連

携を図り、コンビニエンスストアの出店の可能性に

ついて協議を行っているところですが、結論には至

っていない状況です。 

 今後、両地域においては、他の方策も含め、運営

事業者と慎重に協議を進めていきたいと考えており

ます。 

 次に、ＪＲ北海道問題についてでありますが、北

海道を初め、石北本線及び釧網本線の沿線自治体な

ど関係機関において、両路線とも残すべき貴重な社

会資本であるとの認識のもと、鉄路の維持・存続に
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向けて、さまざまな連携を図りながら取り組みを進

めているところであります。 

 現在、国では、維持困難線区の地方自治体に対し、

ＪＲ北海道と地域の関係者が一体となって、利用促

進やコスト削減などに取り組み、あるべき交通体系

について徹底的な検討を行うこと、鉄道施設などの

設備投資・修繕に対し、国の支援と同水準の支援を

行うことを求めております。 

 沿線自治体といたしましては、厳しい状況にあり

ますが、引き続き、国の動向を注視しつつ関係機関

との連携を深め、両路線の維持に向けて課題の解決

に取り組んでまいります。 

 次に、市庁舎の建設における設計段階からの地元

企業の参加についてでありますが、市庁舎建設に当

たっては、平成31年度に基本構想に着手する予定で

あり、事業手法としては、従来発注方式の設計施工

分離発注方式のほか、設計施工一括発注方式や民間

資金の活用が考えられますが、設計段階において市

の意向や市民の意見を反映しやすいなどのことから、

従来発注方式を基本として総合的に検討することと

しております。 

 基本構想策定に当たっては、市民の意見を十分に

反映する必要があり、適切な市民参加の手法により、

取り進めることとしております。そのことから、さ

まざまな業種や団体など、多方面から御意見をいた

だき、策定を進めることができるものと考えており

ます。 

○工藤英治議長 教育長。 

○三島正昭教育長 －登壇－ 教育委員会の関係に

ついて、お答えいたします。 

 読書の推進についてでありますが、読書活動は子

供たちが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、

創造力を豊かなものとし、人生をより深く生きる力

を身につけていく上で欠くことのできないものであ

ります。 

 学校におきましては、図書館司書を配置し、授業

における調べ学習の充実、読み聞かせやその子に応

じた本を勧めるなどにより読書の楽しみを感じ、読

書への興味・関心が高まる機会もふえることから、

読む力や書く力にもつながるものと考えております。 

 また、朝読書や市内全ての小中学校を対象とした

読書感想文コンクールには非常に多くの応募がある

など、読書への関心を高める取り組みを積極的に行

っているところであります。 

 このほか、地域ボランティアの受け入れや、図書

館とも連携し、図書館の本を小学校の各学級に配置

し、子供の読書活動の機会の充実に努めているとこ

ろであります。 

 家庭においては、読み聞かせ体験とともに乳幼児

と保護者に手渡すブックスタートや子供を中心に家

族で同じ本を読み、読んだ本の感想を話すなどの家

読など、読書の習慣づけの重要性の理解を図ってま

いりたいと考えております。 

 次に、映画文化についてでありますが、映画は文

学や演劇、音楽、美術、建築などさまざまな芸術を

含む総合芸術と言われており、時代の折々の感情や

思想などについて映像で表現し、社会状況を映すも

のであると認識をしております。 

 そして、多くの人々に喜びや感動、安らぎなどを

与えるものであり、映画が普及し大きな人気を博し

ていた時代には、網走市内でも複数の映画館が存在

し、幅広い世代の人々が鑑賞したものと思います。 

 現在は、娯楽が多様化し、またさまざまなメディ

アが普及したことにより、映画館で映画を見る人の

数は以前に比べ減っておりますが、娯楽としての役

割を担うものとして、また教養、文化、芸術の一つ

の分野として位置づけることができるものと考えて

おります。 

 次に、網走南ヶ丘高校定時制への支援についてで

ありますが、網走南ヶ丘高等学校定時制は働きなが

ら学校に通う生徒のほか、さまざまな入学動機・学

習歴を持つ生徒の進学先となっていますが、年々入

学希望者数が減少し、募集停止などの再編整備の可

能性が大きくなっていることから、新年度において、

通学生徒の下校時の公共交通手段を確保し利便性を

向上させることにより、入学者の増加を図ることを

目的に、タクシーの乗り合い利用の取り組みを支援

することとしたところであります。 

 こうした生徒の高校進学実現の道として、入学者

は多くないものの、網走南ヶ丘高等学校定時制課程

の存在意義は、非常に大きいものと考えているとこ

ろであり、維持・存続に努めていくとともに、どの

ような環境にある子供にとっても、教育を受ける機

会が減ることのないよう努めてまいります。 

○工藤英治議長 代表質問の途中でございますが、

ここで暫時休憩をいたします。 

午前10時40分休憩 

午前10時50分再開 

○工藤英治議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 
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 代表質問を続行いたします。 

 公明クラブ、佐々木玲子議員。 

○佐々木玲子議員 公明クラブを代表しまして、市

政全般、教育行政について質問をさせていただきま

す。 

 質問に入ります前に、本日３月11日は、東日本大

震災の発災から８年を迎えます。依然、避難者は５

万1,778人に上ると伺っております。亡くなられた

皆さんには、ここで改めて御冥福をお祈りしますと

ともに、まだまだ避難生活の続いている、また、復

興半ばの当地の皆様方に心よりのお見舞いを申し上

げたいと思います。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 本年は、市長が３期目を迎えて初めての行政執行

方針ですから、これまで２期の市政執行を終えての

総括を含めて、さらなる意欲を持っての新年度のス

タートとなる定例会と認識しております。 

 初めに、３期目をスタートするに当たっての抱負

を伺いたいと思います。 

 次に、当市の財政の見通しについて伺います。私

が初めてこの行政に携わった平成11年は、前年秋に

行財政改革を掲げて当選した市長のリーダーシップ

のもと、思い切った財政改革が始まり、市長みずか

らの給与削減に始まり、組織の改革、事務事業の見

直し、公共施設の見直しを行い、財政の健全化を図

るとともに効率的な行政運営と満足度の高い市民サ

ービス提供のための取り組みを進めてこられました。 

 その結果、提供するサービスの水準を保ちながら、

基金の取り崩しも最低限にとどめ、行政改革の目的

である効率的な行政運営や財政の健全化について、

一定程度の成果を得ることができたと、第３次行政

改革推進計画の検証で示されていることに私も同感

です。 

 また、市債残高ピークが平成14年度末に534億円

あり、31年度末見込みが325億円にまで減少したこ

とは、改革に取り組んできた約20年間に起きた経済

情勢の厳しい中においては、驚異的な結果と言って

もよいと感じているところでございます。 

 しかし、このように財政状況が一息つけると思っ

ていた矢先に公共施設の耐震化診断結果が出て、市

庁舎の建てかえの方向性が示されました。災害発生

時の対策拠点にもなる庁舎は、最優先で建設しなけ

ればならないことは、誰もが納得するところですが、

市民の皆さんが心配するのは、建設に係る財源はど

こから捻出するのかということです。 

 長年にわたる努力の結果、財政改革の見通しが見

えてきたところへ高額の公共施設の耐震化診断によ

る改修等という新しい課題が出てまいりました。こ

のような状況において、将来の人口減少の推移や社

会情勢を見据え、財政見通しをどのように考えてい

るかお伺いいたします。 

 次に、市庁舎建設について伺います。平成27年度、

東日本大震災後に改正された耐震改修促進法に基づ

き、本庁舎と総合体育館の耐震診断を実施、28年度

には庁舎が被災し、機能不全に陥るとした熊本地震

などを背景に、当市では西庁舎と市民会館の耐震診

断を実施、市庁舎の耐震化対策について検討を進め

た結果、市庁舎は建てかえが決定し、先般の総務経

済委員会で新庁舎建設候補地についての検討結果も

発表になったところです。 

 新庁舎の建設候補地は、関連計画と周辺環境、利

便性と交通体系、防災拠点としての安全性と機能性、

経済性と実現性の四つの視点並びに建設候補地別に

による評価とともに財源確保の時間軸を踏まえ検討

した結果、総合的な評価の結果として中心市街地区

である金市館ビル跡地周辺敷地を適地と判断したと

いう内容でした。 

 中心市街地区は公共交通の結節点であり、候補地

の中では官公署との関連性も高く、公共施設や商業

施設を初め、金融機関、医療機関、福祉型住居など

都市基盤が集約されており、市内経済界や中央商店

街などからも中心市街地区での建設をする要望がさ

れていること、また、懸念される防災拠点としての

安全性と機能性については十分な浸水対策を講じる

ことで、災害対策本部機能を維持するとともに、津

波発生時の避難機能を付加することで安全・安心な

まちづくりに寄与することが可能になるということ

ですから、妥当な判断だと思うところであります。 

 そこで伺います。今後は、持続可能な都市経営を

推進していくため、さらに多くの市民、関係団体等

と連携し、具体的な検討を進めるということですが、

まず市民の意見はどのようにして集約するのか。公

共施設は、一度建設すると半世紀以上は利活用しな

ければなりませんから、一番利用する一般市民の

方々が喜んで使っていただけるものにならなければ

なりません。重要なところですが、どのような手法

で意見を幅広く集約するのでしょうか。慎重かつ迅

速に市民の皆様から多数の意見をいただくことが何

よりですから、他市の事例もよく調査して、よりよ

い手法で行ってほしいと思いますがいかがでしょう
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か。 

 また、建設に係る検討事項ですが、１点目として

規模、機能について伺います。現在、分散している

市役所機能や民間団体との複合化、合築の可能性を

検討するということですが、具体的にはどのように

考えているかお知らせください。 

市役所機能の集約については、昭和56年に建築基

準法の耐震基準が改正になったため、庁舎の増築が

できなくなって以来、庁舎が分散しているため、来

庁される市民の皆様にも御不便を長年にわたりかけ

てきたわけですから、この機会に利便性のいい庁舎

になることは大賛成です。ここで大事なのは、民間

団体との複合化や合築の可能性を検討するという点

です。民間団体との複合とは、どんな団体を想定し

ているのでしょうか。 

他自治体へ視察へ行った際、福祉関係の施設を福

祉ゾーンとして隣接する敷地に設置しているところ

を見る機会がありまして、利便性がいいし、何かに

つけて連携を図ることも多い事業が多い性質のもの

ですから、当市でもそのようなことができないかと

調べてみましたが、その当時は市有地の有効活用上、

点在する形になったと聞きまして納得せざるを得ま

せんでした。 

しかし、今回は全くゼロから取り組めるのですか

ら、役所機能と福祉関係の行政サービスは密接です

から、そのようなことも重点的に考える必要がある

と思いますがいかがでしょうか。また、合築の可能

性を検証するとなっていますが、どのようなことが

考えられるのでしょうか。 

中心市街地には「歩いて暮らせるまち」というコ

ンセプトで借り上げ公営住宅が建設されております

が、ラルズを含め食料品を扱うスーパーマーケット

が撤退して、周辺にお住まいの方々は街中で生活す

ることに強い不安を抱いているのが現状です。そう

いう背景を考えますと、庁舎に生活に密接した機能

を付加することを考える必要があると思いますがい

かがでしょうか。 

次に、財源確保についてですが、公共施設等適正

管理推進事業債が2020年度までに実施設計に着手し

た事業まで対象にするということで、建設費につい

ての資金繰りは一定程度のめどがつくとは言いなが

ら、新庁舎建設には多額の費用を要するわけですか

ら、慎重に財源の確保をしていかなくてはいけませ

ん。 

昨年開催した議会報告会で、参加者の方から出た

意見の中には、庁舎が耐震基準を満たしていないた

め使用ができないのであれば、代替施設を活用して

いくことを考えるべきで、市の財政が厳しいのに建

設するのは反対だというお声が出るほど、財政状況

を心配している市民の方に安心して庁舎建設に協力

していただくために、財源についての方向性をお知

らせください。 

次に、先月来、連日のように報道されている児童

虐待について伺います。千葉県野田市で虐待を受け

て犠牲になった小学４年生の女児は、ＳＯＳを発信

していました。「お父さんに暴力を受けています。

先生、どうにかできませんか」と訴えて、児童相談

所に一時保護されたものの、父親の強権的な態度に

児相の職員がその態度に臆して、さらなる虐待が考

えられるにもかかわらず自宅に戻され、最悪な結果

になったことは残念で心が痛んでなりません。東京

目黒区でも昨年３月、同じように５歳の女児が犠牲

になっております。そのニュースから１年もたたな

いうちに、このような悲惨な事件が起きたことは看

過できない状況だと思っております。 

児相の児童虐待相談対応件数は、右肩上がりに増

加しており、2017年度では年間13万件を超えている

そうです。今、このときも助けを求める小さな声が

どこかで発せられていると思うと、いたたまれない

気持ちでいっぱいですし、とうとい小さな命をなぜ

救えなかったのか悔やまれてなりません。 

今回の事件を受けて、政府は虐待が疑われる全国

の全てのケースを１カ月以内に緊急で安全確認する

ことなどを決めたと聞いております。再発防止に向

けて、厚生労働省と文部科学省は合同のプロジェク

トチームを立ち上げ、５月末までに対策の中間まと

めを作成するということも聞いております。 

虐待については、これまでも長年にわたり解決に

向けて何らかの対策を打たなければならないと思い

ながらも、しっかりとした対策がなされてこなかっ

たのが現実だと認識しておりまして、今回の事件が

起きて本格的に取り組むことになったことは、遅き

に失するとは言いながら、問題解決に向けての前進

だと認識しているところでございます。 

そこで、まず当市においての児童虐待の現状はど

のように把握され、対応されているのか伺います。 

次に、公明党では２月19日、虐待から子供たちを

守る緊急提言を政府に申し入れました。その中に全

国で情報共有システムという項目があるのですが、

児童相談所など関係機関の情報共有システムの早期
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構築について、全ての都道府県市町村で2019年度中

に確実に構築できるよう、自治体の財政負担をなく

すなど全国統一のルールや基準を定めるよう訴えた

ところ、政府は前向きな姿勢を示したそうです。 

このシステムは、全県共有という形で既に10府県

で取り入れているという報道もあります。全県共有

システムは言うまでもなく、子供にかかわる各関係

機関が縦割りの弊害を廃して学校や児相、そして警

察などが問題を抱えているお子さんの状況をタイム

リーに把握して対応していくというものです。 

このシステムがあれば、野田市のような件は起き

なかったのかもしれません。当市においても、いつ

そのようなことが起きないとも限りませんから、全

県共有システムの構築を考えるときではないかと思

うところですが、お考えを伺います。 

次に、主要施策から何点か質問をしたいと思いま

す。「一人を大切にするやさしいまち」について、

当市の少子化対策は不妊治療に加えて不育の治療が

あわせて行われることになり、また１歩前進したと

評価するところですが、さらなる対策として不妊治

療のサポートが必要ではないかと思うところです。 

不妊治療や検査を受けた夫婦の割合がおよそ６組

に１組に上る中、治療がうまくいかない場合の心の

ケアや男性不妊への対応など、より専門的な相談支

援のニーズが高まっているとの報道があったので、

相談件数の推移を調べたところ、平成９年、1,891

件から始まって19年度には２万4,083件と、どんど

ん右肩上がりに相談件数が伸びています。制度が始

まってから10年で12倍もの件数になって、その後も

２万件台が続いているのですから驚きです。 

そこで、不妊症に対する支援は、この不妊専門相

談とセットで行うことで、充足した体制になると思

うところです。道内では、北海道と札幌が設置して

いると聞いております。当市においても、相談セン

ターと銘打たなくても何らかの形で細やかな配慮が

なされると思いますが、なかなか声を出しづらい問

題ですから、専門の相談センターという機能を検討

するべきではないでしょうか。当市では、専門家の

確保は難しくても支援の体制はできると思いますか

ら、網走版不妊専門相談センターの設置を考えてみ

てはいかがでしょうか。 

地域福祉では、初めに、高齢者福祉において関係

機関と連携強化を図りながら、種々の課題に取り組

もうとしていることは、高齢化が加速していくこと

を踏まえて対策の充実は重要な施策です。今回の施

策の具体的な事業を見ますと、高齢者福祉、介護、

障がい者及び子育て支援にも、それぞれこれまで私

たちが提案してきた事業が新規で盛り込まれていま

すので、これまで以上に市民に密着した事業内容に

なっていると評価をするところでございます。 

そこで、何点か伺いたいと存じます。認知症初期

集中支援推進事業は、早期診断に向けた支援体制を

構築するとなっていますが、具体的な内容を詳しく

お聞かせいただきたいと思います。 

また、先進事例として、兵庫県明石市では75歳以

上の高齢者を対象に認知症の診断に必要な検査費用

などを助成する事業を始めています。助成を受ける

には、認知症チェックシートの提出が必要です。そ

の中には、さまざま検査費用が補助されていると聞

いております。市の担当者は、検査に抵抗を感じる

高齢者が事業を通じて認知症の早期発見に加え、見

守り支援にもつなげたいと言っているそうですが、

まさに集中支援事業にふさわしい手法だと思います

がいかがでしょうか。 

また、フレイル専門外来という聞きなれない外来

が羽幌町で始まったと伺っております。この外来は、

健康な状態から加齢で心身の機能が低下し、介護が

必要になる手前の段階の人を見るもので、筋肉量や

骨密度、歩行速度、物忘れの程度をチェックし、運

動療法や食事指導を通じて健康寿命を延ばすのが狙

いという内容です。これからますます高齢化が加速

していく中で、医療費、介護費の抑制に直接影響を

及ぼす画期的な事業だと思いますので、取り組みを

考えてみてはいかがでしょうか。 

子育て支援では、妊娠時から子育て期にわたる切

れ目のない総合的な支援の提供を初め、この春から

は病後児保育も開始されます。やっと始まるという

のが率直な感想ですが、これで働くお母さんがさら

に安心して仕事ができるようになるのは、何よりの

施策です。そして、引き続き地域での子供の居場所

づくりなど成長に応じた支援の充実を図っていくと

示されていますが、具体的な内容をお示しいただき

たいと思います。 

障がい者福祉の観点では、就労支援の本格的な体

制がないという問題があると思っております。当市

においての就労先の確保は、市内企業に呼びかけを

していても、応じられる体制の企業は容易に出てこ

ないのが現実と理解をしております。 

そこで、視点を変えて農福連携を考えてみること

はできないでしょうか。手作業でやらないといけな
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い栽培がある程度簡単で、加工適正が高い栽培品目

であれば、高い集中力など障がい者が持つ特性を生

かしながら作業してもらうことで、農産物に価値も

生まれて、工賃は出来高で支払うことで、一般人と

同じ水準、自立を支援する仕組みで実施している事

例も出てきております。 

来春、初めての卒業生を輩出する日体大附属高等

支援学校の生徒さんも農業実習をしているそうです

し、しっかりと卒業後の就労支援も地元の自治体と

して支援していく必要がありますから、具体的な取

り組みを考えるべきではないかと思いますが、取り

組みについて御所見を伺います。 

「豊かな自然と共生する安心なまちづくり」では、

持続可能な公共交通ネットワークの構築に向けて、

公共交通網計画の策定を進めてまいりますと示され

ております。具体的にどのような計画を考えている

のか伺います。 

これまで私どもが一貫して訴えてきたデマンド型

交通システムは、考慮されるのでしょうか。公共交

通については、これまでもさまざまな検討がされて、

例えば市民の皆さんから非常に強い要望があって運

行が開始された脳外科病院への新路線は、要望が強

かったにもかかわらず、１運行につき１人から２人

の乗車しかなかったために間もなく廃線になりまし

た。また、お買い物バスや郊外線、乗り合いタクシ

ー二ツ岩線など、さまざまな運行路線を増加し努力

していることは十分承知しておりますが、利用しや

すいとは言えないという意見が多数あります。 

当市においても高齢化率の進展は早くなっており、

運転免許証を返上する方々もふえてくることと思い

ますので、さらに配慮した公共交通の提供が必要に

なってきたと思います。これからは、市民の足とな

るバスについては、大型のバスが数人の乗客を乗せ

て走るのではなく、乗車注文を受けて相乗りで運行

する方式の本来のデマンド型交通システムの構築を

改めて考えてみるべきではないかと思いますが、御

所見を伺います。 

次に、生活基盤の観点では、子育て世代によりよ

い環境づくり、高齢者にはまちなか居住を推進して

いくとおっしゃっています。高齢者の場合、どのよ

うな形式のものを提供されるのでしょうか。高齢化

率の早さについては、共通の認識を持っていると思

いますが、独居の高齢者が非常に多くなってきてい

ることは、社会問題の一番に上げられると言ってよ

いほどたくさんの方々から不安の声を聞いておりま

す。 

私どもは、以前から高齢になっても元気で生活で

きることを目標に、高齢者の方々には生き生きと自

分らしく生活してほしいと、さまざまな施策の提言

をしてまいりまして、高齢者の住宅に関してもシェ

アハウスのような共同住宅が必要だと提言してまい

りました。 

高齢になると、どんなに元気でもいつ体に変調を

来さないとも限らないという不安を抱えて生活して

いらっしゃる方が多く、お会いしてきた経過から市

営住宅のシルバーハウジング形式ではなく個室で寝

起きはするけれども、日中は住民の人たちと交流し

ながら生活ができるような住宅が今の高齢者社会に

はマッチする住宅の提供になると思いますが、お考

えを伺います。 

次に、「人が集いにぎわいと活力を生むまち」で

は、まず農林業について、農業ではジャガイモシロ

シストセンチュウの蔓延防止と防除に万全を尽くし

ていただくことに改めてしっかりとした対応をお願

いしたいと思うところです。 

林業についても、森林の持つ木材生産と環境保全

という多面的機能の維持と再生を図るため、計画的

な森林整備とともに林道施設の適切な維持管理に努

め、施設の長寿命化の推進をしっかりとやっていた

だきたいと思うところです。 

そして次に、水産業についてですけれども、漁業

について養殖を含む日本の漁業生産量は、1984年を

ピークに減少を続け、一昨年は最盛期の約３分の１

に当たる430万トンまで落ち込んだという情報があ

ります。先行きが厳しさを増しつつある中、長期に

わたって水産業の活性化を進めるために、昨年12月

８日に改正漁業法が成立したということは、漁業の

資源確保がさらに厳しい状況にあるということに緊

張感を持って対処していかなければならないと思う

ところです。 

このような中で、資源の枯渇が著しい網走にとっ

ての名産品であるエゾバフンウニ、このウニ漁につ

いての対策がなされ、かご養殖の実験結果に一定の

評価が見えたということで、新年度はかごの数量を

ふやすことになったとお聞きしまして、少々安心し

ていたところですが、現場の意見を聞いてみると養

殖のための種苗を遠隔地から買い入れてくるため、

効率が悪くなり生産量がさほどふえないのだと、先

が心配だというお声でした。そのためには、やはり

種苗の確保対策がしっかりなされないと安心はでき
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ないということでした。 

他の生産地域では種苗センターがあるため、生産

量の確保が一定程度できるようになっているという

のも、網走の漁業者たちにとっては非常に関心のあ

るところだそうです。オホーツク海沿岸には種苗セ

ンターがないため、遠隔地から取り寄せなければな

らず、量の確保にも限度があります。資源の減少に

対処できていないことへの不安が募っていると改め

て認識をしております。 

平成３年に根室市が種苗センターを建設していま

すが、国庫補助、また道の補助が、そして全体事業

費の４分の１は自治体が持つという形で建設をされ

ております。網走の名産品のエゾバフンウニを経常

的に生産できることは、網走にとっても貴重な財産

となると思いますから、種苗センターの設置を検討

すべきではないかと思いますが、どのような御見解

がありますでしょうか。 

次に、観光の分野で１点伺います。大曲湖畔園地

の活用ですけれども、この大曲湖畔園地については

平成17年３月にすばらしい基本計画が出されました。

しかし、その後の浸水などさまざまな背景から、そ

の当時つくられた基本計画にほとんどがバツがつき、

今現在の状況で様子を見ていくということになった

ということで、非常に残念な思いをしております。

といいますのは、この計画の中には小動物ゾーンが

入っていて、動物と触れ合うアニマルセラピーの導

入が上げられておりました。 

このアニマルセラピーは本当に早くから私も勉強

してまいりましたけれども、本当に今の混沌とした、

特に心に問題を抱える方たちにとっては非常に重要

な治療含めて、その方たちの社会参加などへの後押

しにつながるものと、時期を見て提案をしたいと思

っていたものでございました。 

このアニマルセラピーについては、さまざまな動

物が介在しますけれども、一昨年、私は縁があって

東京農大准教授でバイオセラピー学科の川嶋舟先生

の動物介在療法の一つであるホースセラピーの講義

を受けてまいりました。乗馬療法は、身体障がいや

知的障がい、発達障がいなどの方を対象として実践

が行われており、実際に脳挫傷の後遺症で重度の後

遺症が残ると思われていた方が奇跡的な回復をした

という事例や、自閉症のお子さんなどが利用されて

確実に効果が出ていることを拝聴して、現代にとて

もマッチした施策だと感じたところです。 

実際にホースセラピーを実施している団体を視察

して、私も体験しましたけれども、専門知識を持っ

たインストラクターが丁寧に対応してくれるので、

不安を感じることなく無事終了いたしました。 

ホースセラピーは医療、教育、スポーツ、レクリ

エーション、コミュニティーの多面的な要素をあわ

せ持ち、特に乗馬においては脳神経を刺激し、精神

的効果があるということが科学的に証明されていて、

ドイツやスイスでは保険が適用されているほどポピ

ュラーな代替医療として認められているものだそう

です。子供から大人まで必要としている人は大勢い

ると推測できます。一昨年からは大曲に開校した高

等支援学校の生徒さんたちにも活用していただくこ

とで、親御さんのもとを離れて暮らす子供さんたち

の心のケアにも役立てていただけると思うところで

す。 

そして、乗馬のできる環境を整備して実施するの

で、観光乗馬もあわせて提供することが可能と伺っ

ております。ぜひホースセラピー、観光乗馬を検討

していただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

次に、「豊かな人を育むまち」からです。校務の

情報化と効率化を進め、教育の質の向上と教員の事

務負担の軽減を図り、全ての子供たち一人一人と向

き合う時間を確保することができるように取り組む

ということが盛り込まれていましたので、教員の皆

さんが雑務に追われず安心して授業に取り組むこと

を期待したいと思います。 

そして、今回の新規事業に学校と地域が連携協働

により学校の運営に取り組む仕組み、コミュニテ

ィ・スクールの導入を促進するとありますが、具体

的にどのように進めていくのかお示しください。 

最近では、町内活動もボランティア活動も人材を

募るのが難しくなっております。この事業の意義を

しっかり周知をしていかないと、導入がスムーズに

いかないのではないかと思うところですが、いかが

でしょうか。 

教育費について伺います。当市が行っている奨学

金制度の利用状況はどうなっているでしょうか。大

学進学等に当たり、借り入れの手続をする場合、他

の資金を利用していないことが条件のため借り入れ

ができなかったというケースが多くあると認識して

おります。将来のある子供たちを支援しようと設置

した制度で、毎年予算を組んでいるのですから活用

してほしいところですが、制度上、借りることがな

かなかできないという現状に、私は非常に心配を感

じておりました。 
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最近では、給付型の奨学金制度が少しずつではあ

りますができてきております。当市の奨学金制度も

思い切って給付型に制度変更の検討をしてみてはど

うかと思いますが、御所見を伺います。 

次に、この春からすずらん保育園とたんぽぽ保育

園が統合し、民間による新たな保育所が開設され、

北児童館が併設される新たな保育施設が稼働いたし

ます。保育・幼児教育は、乳幼児の人格形成の基礎

を培う重要な役割があり、質をどう高めていくか課

題が山積みと思うところです。 

網走では初めての施設なだけに求められる力量は

増すと思われますので、こうしたことに対応するた

めの保育・幼児教育の研究や研修、経験年数に合わ

せたスキルアップのための研修等は行われているの

でしょうか。また、新設の保育園ばかりではなく通

常からスキルアップの研修等は必要だと思いますが、

現状はどうなっているでしょうか。現況とお考えを

伺います。 

最後になりますが、社会保障教育の重要性はこれ

までも提言してきましたが、当市においての状況を

まず伺います。制度の仕組みがわからず、手続未了

のケースは今も一定程度見られると認識しておりま

す。そういうような中で、東京都では社会保険労務

士が学校への出前授業を展開する活動に注目が集ま

っているそうです。活動の原点は、社会保険労務士

に寄せられる相談の７割以上が健康保険、労働関係、

年金に関するものだったからだそうです。 

年金制度の仕組みがわからず、必要な手続が行わ

れていないケースが多いのは、国民一人一人が社会

保障の仕組みを学ぶ機会が極めて少ないことにある

と分析をされています。私も全く同感で、これまで

さまざまな相談を受けてまいりましたが、このよう

な相談を受けて愕然とするほど制度に対して無関心

で、年金制度は破綻すると思っている人が多いのが

現実ですから、しっかりとした教育を行うべく、行

政が真剣に対策に乗り出さなければならない重要施

策だと思いますが、御所見を伺いたいと思います。 

以上、市政全般、教育行政に対する質問をさせて

いただきました。前向きな答弁を期待して終了させ

ていただきます。 

○工藤英治議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 会派公明クラブ、佐々

木議員の御質問にお答えいたします。 

 ３期目の抱負ということでございますが、日本全

体が本格的な人口減少、少子高齢化時代を迎える中、

それに伴う地域の保健、医療、福祉、地域交通、コ

ミュニティーなどといった身近な生活基盤の維持確

保が困難な時代を迎えようとしています。 

 加えて、日本全国に自然災害が発生する頻度が高

まり、安全安心が大きく脅かされている現況にもあ

ります。 

 これまでに誰も経験したことのない人口減少、そ

して安全安心という課題に直面する中、その取り組

みを進め、市民の皆様を初め、関係機関、団体との

意識の共有を図りながら、一丸となって網走の魅力

を最大限に生かしたまちづくりを進め、「ひと・も

の・まちが輝き続ける健康で元気な網走」を目指し

てまいりたいと思っております。 

 次に、財政の見通しについてでありますが、新た

に策定した中期財政収支見通しにおいても収支不足

が見込まれることから、今後も財政の健全化を念頭

に、基金も活用した中での財政運営になると考えて

おります。 

 歳入では、社会保障費の増額に伴い、一般財源総

額が微増となっているほか、ふるさと納税が好調で

あるものの、市税の増額は見込めない状況であり、

歳出では、少子高齢化に伴う社会保障費の増大に加

え、庁舎を初めとする公共施設の耐震化及び老朽化

対策に取り組まなければならないなど、裁量的な経

費の上積みが難しい状況となっております。 

 こうしたことから、改めて全職員が現状を認識し、

常に効率的で効果的な事務事業の遂行に努めて取り

組むことが必要と考えておりますと同時に、公共施

設のあり方や事業の再構築を含めた整理を行うなど

多角的な視点での見直しや、ふるさと納税制度、さ

らには国の交付金や起債メニューの活用など、さま

ざまな手段で財源確保に努め、財政の健全化と市民

満足度の向上の両立を目指してまいります。 

 次に、市庁舎建設についてでありますが、市民意

見の集約方法は、住民懇談会や市民アンケートのほ

かパブリックコメントなどを実施し、市民各層から

の意見などを集約したいと考えております。 

 また、庁舎建設基本構想の策定に当たり、学識経

験者、各種団体からの推薦者、公募する市民で構成

する検討委員会を設置し、協議検討していただくこ

とを考えております。 

 庁舎建設に当たりましては、市民の皆様の意見を

幅広くお聞きするとともに、他市の事例も含め多様

な意見聴取の手法を取り入れながら進めてまいりた

いと考えております。 
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 次に、庁舎の規模、機能についてでありますが、

新庁舎建設に当たっては、将来人口を想定した適正

な規模による検討とあわせて、新庁舎に求められる

機能や他団体との複合化の可能性についても検討を

進めてまいります。 

 現時点においては、具体的な内容についてお示す

するものはありませんが、新庁舎建設には財政の制

約、場所の制約、時間の制約など多くの調整要素が

ありますので、一つ一つクリアしながら基本構想と

して取りまとめたいと考えております。 

 次に、財源確保についてでありますが、公共施設

等適正管理推進事業債は、現在、最も有利と考えら

れる財源措置となっておりますので、本事業債を活

用することを基本に進めていきたいと考えておりま

す。 

 また、議員お話しのとおり、新庁舎建設には多額

の費用を要することから、今後の行財政運営に支障

の来さないよう、より有利な財源を活用することが

重要と考えております。 

 次に、児童虐待についてでありますが、まず、当

市における児童虐待の把握につきましては、保育園

等の児童福祉施設、学校、関係部署などからの虐待

と思われる情報の提供のほか、児童相談所や警察か

らの情報提供により把握をしております。 

 児童虐待と思われる情報を把握した場合は、関係

部署等から情報収集を行った後、児童相談所へ通告

するとともに、必要と判断した場合は、警察等の関

係機関と連携・協力しながら児童の安全確認を行っ

ております。 

 また、児童相談所による家庭訪問等の状況により、

虐待と判断され、保護が必要となれば、児童相談所

での一時保護となりますし、その後、家庭復帰とな

った場合には、必要に応じて関係者を集め、個別の

支援方策を検討するケース会議を開催し、支援して

おります。 

 次に、全県共有システムの構築についてでありま

すが、虐待リスクのある子供の情報につきましては、

児童相談所間や児童相談所と市町村が確実に情報を

共有し、危険な兆候を見逃さずに迅速な対応につな

げるためのシステムと認識しております。 

 児童虐待による痛ましい事案がなくならない中、

関係機関の間で確実に情報の引き継ぎや共有がなさ

れることは、大変重要と考えており、現在も特に児

童相談所や警察とは情報共有に努めております。 

 また、国におきましても、全国的なルールの設定

や体制の強化を図るため、事案の検証・検討を行っ

ているところであり、効率的な情報共有を進めるた

めのシステム整備に係る補助制度を創設したところ

であります。 

 このシステムにつきましては、児童相談所との情

報共有が重要でありますが、現在、北海道の児童相

談所では、セキュリティーなどの課題があるとして

導入されていないことから、今後の導入状況を注視

してまいりたいと考えております。 

 次に、不妊専門相談センターの設置についてであ

りますが、現在、北海道では、旭川医科大学病院産

婦人科に不妊専門相談センターを設置し、専門医が

相談者の状況を判断しながら、不妊・不育に関する

相談に応じております。 

 その他、網走保健所においても、保健師が不妊や

不育を初めとする女性のライフサイクルに応じたさ

まざまな悩みや不安に対し、広く相談を受けること

ができる支援体制をとっております。 

 また、公的病院であります網走厚生病院におきま

しても、女性の健康相談として無料で不妊等の相談

を受けられ、体外受精を含む不妊治療についての相

談につきましては、札幌厚生病院より月１回ないし

２回、生殖医療担当医師の派遣を受け、相談に対応

していると伺っております。 

 当市といたしましては、保健センターの保健師が

日々の健康相談の中で、不妊に係る相談を受けた場

合は、お話をお聞きして対応するとともに、専門性

の高い内容につきましては、専門の医療機関や不妊

相談センターの紹介をさせていただいております。 

 また、ホームページ等により不妊症治療費助成の

ほか、不妊・不育症に悩む方の相談窓口の紹介及び

Ｑ＆Ａを掲載し、周知をしているところであります。 

 市での不妊専門相談センターの設置につきまして

は、高度な専門性を伴うことから難しいと考えます

が、引き続き、旭川医大を初め、網走保健所や網走

厚生病院など各関係機関と連携しながら、不妊症や

不育症に関する支援体制の充実に向け取り組んでま

いります。 

 次に、認知症初期集中推進事業についてでありま

すが、内容につきましては認知症初期集中支援チー

ムによる認知症の早期における症状の悪化防止や、

総合的な支援を目的としており、当市におきまして

は、医師・看護師・社会福祉士・保健師の構成で、

平成29年度から取り組んでおります。 

 具体的には、地域住民や関係機関・団体等に対す
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るチームの役割や機能の広報活動を行う普及啓発及

びチームによる対象者への支援の実施、並びにチー

ムの活動状況等を検討する医療・保健・福祉関係者

で構成する検討委員会の設置となります。 

 認知症の診断に必要な検査費用の助成につきまし

ては、認知症における早期発見・診断・治療及び発

症予防を目的として幾つかの取り組みが見受けられ

ますが、介護保険制度では事業化されておらず、認

知症初期集中支援推進事業には含まれない内容とな

っております。 

 今後、国の動向を注視するとともに、先進的な取

り組み事例も含め、どのような方法に効果があるの

か、認知症疾患医療連携協議会や在宅医療介護連携

推進事業協議会などの関係機関と意見交換をしてま

いりたいと存じます。 

 次に、高齢者のフレイル予防についてであります

が、健康と要介護の中間に当たる虚弱な状態の早期

発見を目的とした取り組みであると認識しておりま

す。 

 当市における取り組みでありますが、要支援・要

介護状態になるおそれのある高齢者を把握し、早期

に介護予防につなげる介護予防把握事業があります。

内容につきましては、運動機能・口腔機能・栄養改

善・認知機能の状態を確認する元気生活チェックシ

ートを発送・回収し、支援が必要と判断された高齢

者を対象として、身体機能の維持向上・口腔機能の

向上・栄養改善・認知症予防など各種事業への参加

を推奨しているところであります。 

 現時点におきましては、フレイル専門外来の取り

組みは考えておりませんが、介護予防の観点から現

行事業を継続し、支援が必要な高齢者の把握に努め

てまいります。 

 次に、成長に応じた子育て支援の取り組みについ

てでありますが、子供の成長過程におきましては、

個人差はあるものの多くの子供に共通して見られる

発達段階ごとの特徴があり、子育て期については、

その段階である乳幼児期・学童期・青年期に応じた

子育て支援が必要であると考えております。その段

階に応じた主な支援策といたしましては、妊娠期は

妊婦健康診査や周産期医療の確保・充実など、乳幼

児期には、保育・幼児教育や乳幼児健診など、学童

期には、児童館や地域での子供の居場所づくりなど

に取り組んでいるところであります。 

 また、妊娠期を含めた各期にわたる切れ目のない

支援も重要であり、平成31年度からは子育て世代包

括支援センター運営事業に取り組むほか、病後児保

育や産婦健康診査、産後ケア事業などに取り組んで

まいります。 

 今後におきましても、若い世代が子供を安心して

産み育てられ、子供たちが健やかに成長できるまち

の実現に向けて、市民の皆様の意見を伺いながら、

子育て世代のニーズや地域の実態に合った子育て支

援に取り組んでまいります。 

 次に、障がい者の就労支援の取り組みについてで

ありますが、農福連携の取り組みにつきましては、

地域における障がい者の働き場となるだけではなく、

労働力不足や過疎化といった問題を抱える農業・農

村にとっても担い手の確保につながる可能性があり、

重要な取り組みであると考えております。 

 障がい者の就労において農福連携を始めるには、

障がい者の農作業体験や職場実習などで経験を積み

重ね、農業者と障がい者施設との施設外就労に向け

ての請負契約や障がい者個人の雇用へとつなげてい

く必要があります。 

 今後、障がい者が当市において、実際に農作業等

に従事するに当たっては、どのような課題があるの

か、関係機関から情報収集を図るなど、調査・研究

を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、網走公共交通網計画の具体的な内容につい

てでありますが、本計画は当市の公共交通計画のマ

スタープラン的なものであり、国が定める基本方針

に基づき、当市が協議会を開催し交通事業者等との

協議の上で策定するものであります。 

 計画は、まちづくりと連携し、公共交通ネットワ

ークを再構築するために実施する事業等について記

載することになります。具体的には、公共交通の目

指すべき将来像や、それに向けた各種取り組みなど、

計画区域、計画目標、事業実施主体、目標達成状況

の評価、計画期間等について検討することとしてお

ります。 

 次に、デマンド型交通システムの構築についてで

ありますが、デマンド型交通は、公共交通空白地域

において運行ルートや運行時間を決め、完全予約制

で運行しているシステムであり、ドア・ツー・ドア

の運行形態であるタクシーとは異なるものでありま

す。 

 この交通システムは、地域の公共交通の必要性に

対応すべきシステムとして、地域住民との協議の中

で運行することとした手段であり、利用者の増に向

けては、地域の実情を踏まえ、今後も改良を重ねな
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がら運行をしております。 

 新年度において取り組む網走市公共交通網形成計

画の策定においては、どのような交通システムを構

築していくかは、既に実施したアンケート調査の分

析や地域からの御意見、そして地域の実情等を踏ま

えた中で網走市の公共交通のあり方を検討すること

としております。 

 次に、高齢社会にマッチした住宅供給についてで

ありますが、市では、平成31年度に国の地域優良賃

貸住宅制度を活用した高齢者向け住宅10戸をまちな

かエリアに整備する予定としており、建設は民間事

業者が行い、市が建設費と家賃の一部を補助するも

のであります。 

 交流スペースなどを持つ高齢者住居につきまして

は、サービスつき高齢者向け住宅などがありますが、

これらの住宅には個別の部屋に台所などが設置され

ておらず、別途食堂や談話室などが設けられており

ます。 

 今回整備する住宅は、市営住宅に準じた制度基準

により整備する必要があることから、居室はそれぞ

れの世帯が台所を備えた独立した形式となっており

ますが、今後の住宅供給におきましては、需要の動

向や国の制度の動向などを注視して対応してまいり

たいと考えております。 

 次に、ウニの養殖に係る種苗センターの整備につ

いてでありますが、市といたしましては、磯資源の

安定に向け稚ウニの放流など沿岸浅海域の取り組み

に対し支援しているところです。 

 現在、網走漁協では、秋ごろに漁獲した出荷サイ

ズのウニをかご養殖で身入りをよくして冬場に出荷

するという試験を行っており、新年度では稚ウニを

購入し飼育する試験を予定していると伺っておりま

すが、流氷や結氷に対応した給餌などの飼育管理手

法が課題であると伺っております。 

 道内でも幾つかの種苗生産施設がありますが、放

流効果や管理運営面での課題もあるものと聞いてお

ります。 

 種苗センターの整備につきましては、施設経営の

安定と管理運営のあり方、人材や技術的な課題もあ

り、漁協、水産技術普及指導所、水産試験場など関

係機関と連携し、整備の必要性などについて研究し

てまいりたいと考えております。 

 次に、大曲湖畔園地の利活用についてであります

が、平成22年３月に策定した大曲湖畔園地整備実施

計画を平成29年11月に廃止し、現状の利用形態や利

活用を基本とする大曲湖畔園地管理方針が策定され

ましたが、小動物ゾーンにつきましては、動物の飼

育に係る人件費等の経費や浸水時の対応等、現実的

ではない部分が大きいことから、ゾーンの整備、小

動物の飼育は行わないこととしております。したが

いまして、御提案のございました大曲湖畔園地にお

けるアニマルセラピーやホースセラピーの実施は困

難なものと考えております。 

 次に、保育・育児に係るスキルアップについての

取り組みについてでありますが、近年、子供や子育

てを取り巻く環境が変化し、保育・教育施設に求め

られる役割も多様化・複雑化する中、保育士や幼稚

園教諭には、より専門性が求められるようになって

きており、職務内容に応じた専門性の向上を図るた

めのスキルアップ研修は大変重要であると考えてお

ります。 

 北海道におきましては、国の保育士等のキャリア

アップ研修ガイドラインに基づき、指定した実施機

関により各種の専門分野別研修を実施しているほか、

北海道社会福祉協議会等の団体におきましても、各

種の研修が実施されている状況にあります。 

 また、給付費等に係る保育士等の処遇改善加算措

置におきましては、技能・経験に応じたキャリアア

ップの仕組みが取り入れられており、各園において

研修の受講を促進しております。 

 市では、発達支援関係職員研修会を毎年開催して

いるほか、関係機関等が開催する経験年数や専門分

野別の研修会、講習会に参加しております。 

 今後におきましても、保育・幼児教育にかかわる

保育士等の質の向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○工藤英治議長 教育長。 

○三島正昭教育長 －登壇－ 教育委員会の関係に

ついて、お答えいたします。 

 初めに、コミュニティ・スクールの導入促進につ

いてでありますが、コミュニティ・スクールでは、

保護者や地域住民・学校などから構成される学校運

営協議会が設けられ、学校運営の基本方針を承認し

たり、教育活動について意見を述べるといった取り

組みが行われます。 

 平成30年度は、導入する地域を選定し、保護者や

地域住民を対象とした説明会を開催し学校運営協議

会を設置することとしており、平成31年度において

も新たに導入する設置校の地域に対し、事業の意義

も含め説明会を開催するなど、平成32年度で市内全
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ての学校にコミュニティ・スクールを導入すること

としております。 

 具体的な取り組みにつきましては、９年間でどの

ような子供たちを育てるのか、地域でどのような教

育を実現していくのかという目標やビジョンを共有

し、教育活動における地域の支援、地域と連携した

活動、地域の人材の活用等について、学校、保護者、

地域が意見を出し合いながら、地域の特性を生かし

た学校づくりや課題解決に向けた取り組みを行って

いくこととしております。 

 次に、当市の奨学金制度についてでありますが、

奨学資金の無利子貸し付け件数につきましては、平

成29年度においては、借り入れ申請はなく、平成30

年度は３件の新規貸し付けを行っているところであ

ります。 

 貸し付けの減少につきましては、日本学生支援機

構など他の借り入れの利用、網走高校の閉校、公立

高校の授業料の無償化も関連があるのではないかと

推測しているところでありますが、借り入れの条件

につきましては、貸与型奨学資金制度の課題も考慮

しながら、見直しを検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 給付型の奨学金制度につきましては、寄附金を活

用し、２名に対して大学給付型奨学金を支給するこ

ととしましたが、市単独での制度は財政面から厳し

い状況と考えております。 

 大学進学に当たりましては、日本学生支援機構が

国費を財源として意欲と能力のある若者が経済的理

由により進学を断念することがないよう、原則とし

て返還義務のない奨学金を支給する制度を実施して

いるところであります。 

 今後も、国、北海道の動向や他市の状況を注視し

てまいりたいと考えております。 

 次に、社会保障教育についででありますが、学校

教育における社会保障についての学習は、現在、各

学校において各学年の実態や発達段階に応じて、地

域社会には一人一人の役割があることや、助け合い

が連帯が必要であることを指導するとともに、社会

科や特別活動を中心とした学習の中で、社会保障制

度に関する指導を行っております。 

 社会保障教育の重要性については、子供たちが将

来、自立した大人として自分らしい生き方を実現す

るためには、みずから考えて判断する力を身につけ、

社会の中で自分の役割を果たしていくことが必要で

あり、そのためには学校教育においても社会保障に

ついての学習は重要であると認識しております。 

 また、小中学校段階だけではなく、高等学校教育

においても扱われており、発達段階に応じた指導が

行われております。 

 一方で、学校教育において、教科横断的な観点か

ら指導するものには、道徳教育、主権者教育、プロ

グラミング教育、防災教育、環境教育、国際理解教

育などがあり、いずれもより一層の推進が求められ

ております。 

 各学校では、限られた授業時数の中で教育計画を

策定しておりますが、社会保障についての学習も、

社会科や特別活動を中心とした指導の中で指導内容

を工夫改善していけるよう、各学校に助言をしてま

いります。 

○工藤英治議長 以上で、代表質問を終了いたしま

す。 

 佐々木玲子議会運営委員長。 

○佐々木玲子議員 －登壇－ 本定例会の開会当初

におきまして、本議会の運営に関する諸般の事項に

ついて議会運営委員会の結果を御報告申し上げ、御

了承をいただいたところでありますが、その方針に

よりまして、この際、私から動議を提出いたしま

す。 

ただいま上程されております議案第１号から議案

第21号までの21件につきましては、これから申し上

げるような特別委員会を設置して、これに付託の

上、来る19日まで審査されますようお願いをしたい

と思います。 

その特別委員会の名称は、平成31年度予算等審査

特別委員会と称し、委員の構成は議長を除く全議員

にされたいと思います。 

 議員皆様の御賛同を賜りますようお願いを申し上

げ動議の提出といたします。 

○工藤英治議長 ただいま議会運営委員長からお聞

きのような動議が提出されました。 

所定の賛成者がおりますので、本動議は成立いた

しました。 

 直ちに、この動議を議題としてお諮りいたしま

す。 

 本動議のとおり決定することに御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、そのように決定されまし

た。 

 すなわち、一括上程中の議案第１号から議案第21
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号までの21件は、議長を除く全議員をもって構成す

るところの平成31年度予算等審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、19日までに審査することに決

定されました。 

 なお、本特別委員会の選任は、先ほど申し上げま

したとおり、この宣告をもって選任を行ったものと

いたしますから御了承願います。 

 以上によりまして、新年度予算及びその関連議案

の21件は、特別委員会で審査を行うことになりまし

た。委員皆様の精力的な審査をお願い申し上げます。 

─────────────────────── 

○工藤英治議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了いたしました。 

 これで本会議は休会となり、再開は20日午前10時

といたしますから御参集願います。 

 本日はこれで散会いたします。 

 御苦労さまでございます。 

午前11時52分散会 
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○議事日程第５号 

平成31年３月20日午前10時00分開議 

日程第１ 委員会審査報告案21件 

（議案第１号～第21号）  

日程第２ 議案第40号 

日程第３ 議案第41号 

日程第４ 諮問第１号 

日程第５ その他会議に付すべき事件（１件） 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

議案第１号 平成31年度網走市一般会計予算（原

案可決） 

議案第２号 平成31年度網走市市有財産整備特別

会計予算（同） 

議案第３号 平成31年度網走市国民健康保険特別

会計予算（同） 

議案第４号 平成31年度網走市公共下水道特別会

計予算（同） 

議案第５号 平成31年度網走市網走港整備特別会

計予算（同） 

議案第６号 平成31年度網走市能取漁港整備特別

会計予算（同） 

議案第７号 平成31年度網走市簡易水道特別会計

予算（同） 

議案第８号 平成31年度網走市介護保険特別会計

予算（同） 

議案第９号 平成31年度網走市個別排水処理施設

整備特別会計予算（同） 

議案第10号 平成31年度網走市後期高齢者医療特

別会計予算（同） 

議案第11号 平成31年度網走市水道事業会計予算

（同） 

議案第12号 地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例制定について

（同） 

議案第13号 網走市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例制定について

（同） 

議案第14号 網走市手話言語条例制定について（

同） 

議案第15号 報酬職員給与条例の一部を改正する

条例制定について（同） 

議案第16号 網走市ふるさと寄附条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第17号 網走市地区福祉会館条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第18号 網走市立保育所条例の一部を改正す

る条例制定について（同） 

議案第19号 網走市へき地保育所条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第20号 網走市児童館条例の一部を改正する

条例制定について（同） 

議案第21号 網走市公の施設に係る指定管理者の

指定について（同） 

議案第40号 網走市副市長の選任について（同意

決定） 

議案第41号 網走市教育委員会教育長の選任につ

いて（同） 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

（可と答申） 

その他会議 付託事件の閉会中継続審査について 

に付した事 （承認） 

件（４） 

─────────────────────── 

○出席議員（１５名） 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

佐々木 玲 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

山 田 庫司郎 

渡 部 眞 美 

─────────────────────── 

平成 31年第１回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ５ 日 

平 31年３月 20 日（水曜日） 
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○欠席議員（０名）  

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長        水 谷 洋 一 

 副 市 長        川 田 昌 弘 

 企画総務部長       岩 永 雅 浩 

 市民環境部長     鈴 木 直 人 

 健康福祉部長      岩 原 敏 男 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 観光商工部参事監    二 宮 直 輝 

 建設港湾部長      石 川 裕 将 

 水 道 部 長    佐々木 浩 司 

 企画調整課長    秋 葉 孝 博 

 総務防災課長    岩 尾 弘 敏 

 財 政 課 長    林   幸 一 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    田 口   桂 

 社会教育部長    猪 股 淳 一  

 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次 長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

      

午前10時00分開議 

○工藤英治議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は15名で、全議員が出席しており

ます。 

ただいまから、本日の会議を開きます。 

 

○工藤英治議長 本日の会議録署名議員として、井

戸達也議員、小田部照議員の両議員を指名いたしま

す。 

 

○工藤英治議長 ここで、諸般の報告の追加につい

て報告いたします。 

 既に印刷してお手元に配付のとおり、本定例会の

付議事件として議案２件、諮問１件、委員会審査報

告案21件、その他会議に付すべき事件１件の合計25

件を追加しておりますので、御承知願います。 

 なお、市長から網走市土地開発公社に関する経営

状況説明書が法令に基づき提出されておりますので、

お手元に配付しておりますから、それによって御承

知願います。 

本日の議事日程は、既に印刷して配付の第５号の

とおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

 

○工藤英治議長 日程第１、委員会審査報告案21件、

議案第１号から議案第21号までを一括して議題とい

たします。 

 本件は、去る３月11日の本会議において予算等審

査特別委員会に付託した案件でありますので、その

審査結果について、委員長の報告を求めます。 

 予算等審査特別委員会、井戸達也委員長。 

○井戸達也議員 －登壇－ ただいま議題となりま

した平成31年度各会計予算及び関連議案の21件につ

きまして、予算等審査特別委員会の審査経過と結果

について御報告申し上げます。 

 去る３月11日に本特別委員会が設置され、私が委

員長に、また、副委員長には金兵委員が選任され、

以降19日までの実質６日間にわたりまして延べ50名

の委員による質疑を通し、慎重かつ詳細なる審査を

行ってまいりました。 

 その結果、本委員会に付託されました議案21件に

つきましては、大方の委員の意向として、いずれも

原案どおり可決すべきものとして意見の一致を見た

ところであります。 

 なお、審査結果及び質疑の内容から、３項目の附

帯意見を付すことがよろしいということに決定され

たところであります。 

３項目の意見の内容につきましては、既に印刷し

てお手元に御配付のとおりでございます。 

 以上が、予算等審査特別委員会の審査経過と結果

でございます。 

議員皆様におかれましては、本委員会の決定に御

賛同賜りますようお願い申し上げまして、本特別委

員会の審査報告といたします。  

○工藤英治議長 以上で、委員長の委員会審査報告

を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 委員長の報告に対し、質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 
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 松浦敏司議員。 

○松浦敏司議員 －登壇－ 私は、議案第１号平成

31年度一般会計、議案第２号市有財産整備特別会計、

議案第３号国民健康保険特別会計、議案第５号網走

港整備特別会計、議案第６号能取漁港整備特別会計、

議案第８号介護保険特別会計、議案第10号後期高齢

者医療特別会計について、議案第18号網走市立保育

所条例の一部を改正する条例制定について、議案第

20号網走市児童館条例の一部を改正する条例改正に

ついて反対の立場から討論を行います。 

 一般会計の反対理由は、第一に国の政治に対する

姿勢についてであります。 

安倍政権の新年度予算は、暮らし・経済の分野で

は大企業や富裕層優先、大軍拡で国民には冷たいア

ベノミクスの本質が見えております。また、社会保

障の自然増に対しては、今年度も1,200億円が削減

されています。 

 一方で、大企業への減税など格差と貧困を一層拡

大しています。暮らしの予算、社会保障費が1,200

億円も削減されて、地方自治体にも影響が出ている

ことは予算審査の中でも明らかになりました。 

しかしながら、そういう地方いじめの政治に対し

て、特に支障はないとして一定の評価をしていると

のことで、批判の姿勢が見られないことは残念であ

ります。 

第二に、平成31年度予算は、公債費35億9,515万

円というように、過去の大型開発型公共事業の推進

で財政が悪化し、その解消のため行政改革の名のも

とに市民への負担として利用料・手数料の引き上げ

と職員の削減など痛みの伴う改革を行って、財政の

健全化を図る方法をとってきました。 

また、2016年12月に策定した第４次行政改革推進

計画に基づき、新年度から保育所の統合と児童館の

民営化が始まります。これ以上の行政改革の推進は、

職員の業務量の増大などで政策の企画・立案など意

欲低下に少なからずつながります。この数年間、業

務上のトラブルが複数回発生していますが、ぎりぎ

りの人員配置で仕事が個人に委ねることが多くなる、

さらにチェック漏れが起きやすい、行政改革の結果

として問題発生が起きたと思われます。 

そんな中で、北浜のへき地保育所において、運営

費の着服が２年間にわたって起きたことは、市とし

ての運営費のチェックができなかったことになりま

す。子供たちを初め、多くの関係者が傷つく結果と

なり、残念で仕方ありません。 

財政状況は、平成30年度末の一般会計の起債残高

は約339億円になり、長期の債務負担行為額は約27

億円、借金返済の公債費も35億9,515万円となりま

す。また、特別会計の網走港整備特別会計の繰上充

用金は平成31年度では11億3,201万円、能取漁港整

備特別会計の繰上充用金は、平成31年度で２億

4,753万円があります。 

今後、一般会計の債務残高は減少していきますが、

基本的に財政は地方交付税に頼らざるを得ません。

実財源を引き上げる政策として、住環境改善補助金

のような経済波及効果が高い政策を推進する必要が

あると思います。 

次に、評価すべき政策として、手話言語条例の制

定やこどもインフルエンザを初めとする予防接種事

業、こども医療費では平成26年度から入院費を中学

生まで無料化、平成28年度から通院についても基本

的に１割負担、第３子からは無料となりました。新

規事業としての子育てへの支援なども大事な事業で

あります。 

2016年から実施の住環境改善補助金、いわゆる住

宅リフォーム助成事業は、平成30年度は補正を組む

状況になるほど市民に喜ばれる事業であり、経済波

及効果は大変大きいものであり、地元中小企業の仕

事がふえ、関連業者から喜ばれております。 

また、市道の改修事業の１億円も大事な政策であ

ります。教育関係でも就学援助のＰＴＡ会費、生徒

会費、クラブ活動費も拡大され、加えて2017年度か

ら教育相談カウンセラーを市独自で配置、また、入

学準備金が３月支給にされることも評価するもので

あります。 

しかし、相対的には少子高齢化のもとで、住民の

経済的、社会的格差が拡大する中で、生活弱者や高

齢者の方々をしっかり見据えた人口減少対策など政

策的には到達できているとは言えません。結果とし

て、暮らし・福祉・教育を中心とした安心して暮ら

せる市民生活密着型の予算の判断とはできないこと

から反対します。 

次に、特別会計についてであります。 

市有財産整備特別会計は、潮見住宅団地対策事業

として、これまで地盤沈下対策として24億2,953万

円を費やしてきました。引き続き、被害に遭われた

住民にはしっかりと対応が求められます。この特別

会計は、過去のずさんな土地造成と分譲によって起

きたものであり、過去の経緯からも反対します。 

次に、国民健康保険特別会計についてであります。 



- 102 -  

国保の都道府県化の移行になり、これまで網走市

は、一人当たりの保険料は全道の中でも高い保険料

でありました。都道府県化によって、一時的に保険

料が下がりましたが、しかし、それでも高すぎる保

険料に違いはありません。さらに、賦課限度額がこ

とし３万円引き上げられることが予想されています。

中間所得層の人たちの保険料が下がることを望むも

のでありますが、現状では不透明であります。 

また、滞納世帯に対する資格証という保険証の取

り上げが昨年より１件増の29件あり、命にかかわる

問題であり、発行すべきではありませんので、認め

られません。 

次に、網走港整備特別会計についてであります。 

港湾計画は、当初から計画が過大であることを指

摘してきました。この間、基本計画を何度か下方修

正して外貿20.6万トン、内貿64.6万トンと昭和63年

の計画から見ると外貿で４分の１、内貿で３分の１

に引き下げました。それでも、実績は外貿10万

8,000トン、利用率52.4％、内貿28万7,000トン、利

用率44.4％、合わせて目標の46.4％の利用状況であ

り、この数字から見ても過大な計画であることがわ

かります。 

また、土地が思うように売却されない状況で、赤

字という繰上充用金が11億3,201万円もあります。

土地が売れない限り赤字が減らない会計であり、危

険な状態が続いています。 

これまでも指摘してきたように、国のゼロ金利政

策に助けられている状況で、金利が上昇すれば第２

の能取漁港になりかねないものであり、反対であり

ます。 

次に、能取漁港整備特別会計についてであります。 

歳入では、一般会計からの繰り入れ1,764万円が

あり、赤字をこれ以上ふやさないために市民の税金

で補っている状況です。そういう中にあって、再生

可能エネルギーへの転換で、平成29年度の土地売却

は３件で、面積６万443平方メートル、金額は１億

6,345万円で売却できたことは嬉しいことでありま

す。 

しかし、平成30年度は売却がありませんでした。

現在、未売却地７万6,394平方メートルまで売却が

進みましたが、全て売れても約3,700万円を超える

赤字が残る状況であります。以前より大きく改善さ

れてはいますが、債務超過の状況にあります。安藤

市政の最大の負の遺産でありますが、反対いたしま

す。 

次に、介護保険についてであります。 

2018年の介護保険報酬の改定は、事業収支サービ

スの大幅減少などを反映して、0.54％のプラス改定

となりました。しかし、前回の実質4.48％とという

大幅引き下げが実施され、老人福祉介護事業の倒産

は、全国で事業所が111件も倒産するという事態が

起きています。2017年４月からは、要支援の訪問介

護と通所介護が介護保険から外され、総合支援事業

に移行されました。 

第７期高齢者保健福祉事業計画、介護保険事業計

画が策定されて、保険料の基本となる第５段階の金

額は月額5,298円、年額６万3,576円となります。12

段階では、1.8倍の月額9,533円となり、年額では11

万4,400円にもなります。また、医療介護総合推進

法により、一定の所得280万円以上の人は利用率が

２割になり、340万円以上の人は３割負担となりま

した。 

高齢者は、社会保障と言われる介護保険料の引き

上げと利用料の負担で、暮らしが押し潰されそうな

負担となっています。国は、せめて50％を負担すれ

ば、このような保険料にはならないことから、国の

責任は重大であります。「保険あって介護なし」と

言われても仕方がない状況であり、反対であります。 

次に、後期高齢者医療保険についてです。 

この医療制度は、75歳以上の高齢者を別建ての保

険に囲い込むものであります。平成28年度と29年度

は若干保険料が下がりましたが、平成30年度から保

険料の引き上げになりました。短期証が20件発行し

ていて、とりわけ低所得者層に厳しい状況にありま

す。 

75歳以上の高齢者を差別する医療制度で、世界に

も類例のない制度であります。 

特定健診については14.8％、なかなか上がらない

状況が続いていて、全道平均より下回り続けていま

す。 

早期発見、早期治療のためにも、特定健診の受診

率向上が引き続き求められます。 

この制度は、民主党政権時に廃止することになり

ましたが、先送りになり今日に至っています。こん

な高齢者を差別する制度は、早期に廃止する必要が

あり、反対します。 

次に、議案第18号網走市立保育所条例の一部を改

正する条例改正について、議案第20号網走市児童館

条例の一部を改正する条例制定についてであります

が、議案第18号は、すずらん保育園とたんぽぽ保育
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園を条例から削除するものであります。 

しかし、これまでも主張してきましたが、公の保

育園を民営化することには反対であります。この条

例には、同意できません。 

議案第20号も、網走市立北児童館の項を削除する

ものです。 

市立保育園を統廃合し、民営化することにあわせ

て、児童館も民営化するもので同意できません。 

以上、基本的な理由を述べて反対いたします。 

○工藤英治議長 次に、原案に賛成の発言を許しま

す。 

 栗田政男議員。 

○栗田政男議員 －登壇－ 会派オホーツクの栗田

政男でございます。 

 私は、平成31年度網走市一般会計及び特別会計、

水道事業会計並びに関連議案について、原案賛成の

会派、結政の会、志誠会、公明クラブ、会派オホー

ツクを代表して討論いたします。 

 2020年の東京オリンピックも近づき、大都市圏で

は好景気に沸いています。しかしながら、私たちの

住む北海道の地方都市には、まだまだその風は吹い

てこないようです。 

そして、確実にやって来る人口減少に私たちは、

対応していかなければなりません。当市の行政執行

も厳しさが増すものと考えます。 

 そのような状況の中、大事業である市庁舎の建て

かえも検討に入っていかなければなりません。大変

な労力と知恵が必要になってきます。 

 市役所庁舎は、まちの顔であり、市民が有効に活

用できる機能を有する建物にならなくてはなりませ

ん。そのためには、より多くの意見集約と反映の場

が必要です。しっかりとしたパブリックコメントを

行い、市民の声に耳を傾けるよう要望いたします。 

また、外部組織への予算執行に当たっては、事業

の各年度の検証はもちろんのこと、決算についても

十分なチェックを行い、適正な公費の運用に努めて

いただきたいと思います。 

 一方で、31年度予算の中には、新しい事業に積極

的に取り組んでいるものもあり、未来につながる一

歩であると評価をいたします。バイオマス発電所の

排熱の活用研究、開業医の誘致、新たな観光施策な

ど将来の展開が楽しみなものもあり、多角的な発展

を望むところであります。 

 以上、平成31年度網走市一般会計予算及び各特別

会計並びに水道事業会計、また、関連事案について

３点の附帯意見を付した上で賛成することといたし

ます。 

 なお、附帯意見については、次のとおりでありま

す。 

１、平成30年度に発生した２件の業務上横領を受

け、補助金支出や委託を行っている事業に対して、

そのあり方について精査をし、市民の信頼回復に努

めること。 

２、庁舎建設基本構想策定事業については、まち

の将来を決める重要な事業であることから、まちの

全体的かつ長期的な視点を持ち、構想すること。 

３、各種計画の策定及び事業の遂行に当たっては、

協働の精神をより一層尊重した上で、市民の意見反

映の手段や方法の充実と強化を図ること。 

以上、各派を代表しての賛成討論といたします。 

○工藤英治議長 次、小田部照議員。 

○小田部照議員 －登壇－ 一般会計及び９特別会

計並びに水道事業会計の予算案に対して、賛成の立

場で意見を述べます。 

 少子高齢化の中で、人口減少が進み、今後も税収

の伸びが期待できない中、限られた財源で多様化す

る市民の要望や市役所庁舎を初めとする市の土地や

建物の老朽化といったスクラップ・アンド・ビルド

などを含む、大変重要な課題が山積している状況で

あると思います。そのような中でも、市民の生命や

財産を守るため、ＦＭあばしりを活用した防災ラジ

オの整備事業やふるさと納税の活用で、いせの里保

育園において、待望の病後児保育事業の実施など評

価するところであります。 

また、福祉では、高齢者の方々に安心して生活し

ていただくために認知症対策や介護支援ボランティ

アポイント事業、手話言語条例などいろいろと工夫、

努力されているところも評価するところであります。 

教育においては、ラグビーワールドカップキャン

プ地の受け入れ事業、北海道障がい者スポーツ大会

の開催などノーマライゼーション理念に沿った事業

の推進は、これまた評価するところであります。 

しかし、今回の議会で議論のあった市行政の委託

先において生じた不祥事などに対しては、私は検討

委員会などを設置し、市の管理体制の強化やチェッ

ク機能の充実に努め、市民の信頼回復に努力すべき

だと思います。 

最後に、財政運営についてですが、中長期的な10

年、20年先を見通した網走市の人口動態、税収の見

込みや財政規模の適正化に向けて計画的な行政運営
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に努めていただき、網走市の財政健全化をより一層

進めていくべきだと思います。 

以上、私の考えを申し述べ、平成31年度予算案に

賛成いたします。 

○工藤英治議長 以上で、討論を終わります。 

 それでは、まず上程中の議案第１号から議案第３

号、議案第５号、議案第６号、議案第８号、議案第

10号、議案第18号及び議案第20号の９件を一括して

採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号平成31年度網走市一般会計予算、議案

第２号平成31年度網走市市有財産整備特別会計予算、

議案第３号平成31年度網走市国民健康保険特別会計

予算、議案第５号平成31年度網走市網走港整備特別

会計予算、議案第６号平成31年度網走市能取漁港整

備特別会計予算、議案第８号平成31年度網走市介護

保険特別会計予算、議案第10号平成31年度網走市後

期高齢者医療特別会計予算、議案第18号網走市立保

育所条例の一部を改正する条例制定について、議案

第20号網走市児童館条例の一部を改正する条例制定

についての９件につきましては、委員長の報告のと

おり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１号から議案第３号、議案第５号、

議案第６号、議案第８号、議案第10号、議案第18号

及び議案第20号の９件は、委員長の報告のとおり可

決されました。 

次に、上程中の議案第４号、議案第７号、議案第

９号、議案第11号から議案第17号まで、議案第19号

及び議案第21号の12件を一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第４号平成31年度網走市公共下水道特別会計

予算、議案第７号平成31年度網走市簡易水道特別会

計予算、議案第９号平成31年度網走市個別排水処理

施設整備特別会計予算、議案第11号平成31年度網走

市水道事業会計予算、議案第12号地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例制定について、議案第13号

網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例制定について、議案第14号網走市手話言語条

例制定について、議案第15号報酬職員給与条例の一

部を改正する条例制定について、議案第16号網走市

ふるさと寄附条例の一部を改正する条例制定につい

て、議案第17号網走市地区福祉会館条例の一部を改

正する条例制定について、議案第19号網走市へき地

保育所条例の一部を改正する条例制定について、議

案第21号網走市公の施設に係る指定管理者の指定に

ついての12件につきましては、委員長の報告のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号、議案第７号、議案第９号、

議案第11号から議案第17号まで、議案第19号及び議

案第21号の12件は、委員長の報告のとおり可決され

ました。 

 ここで、文教民生委員会を開催する必要がありま

すので、休憩をいたします。 

 再開は、追って予鈴をもってお知らせいたします

から、御承知願います。 

午前10時35分休憩 

午後２時09分再開 

○工藤英治議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 

○工藤英治議長 日程第２、議案第40号網走市副市

長の選任についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 議案第40号網走市副市

長の選任についてでありますが、本市副市長の川田

昌弘は平成31年３月31日で任期満了となりますが、

引き続き同氏を選任いたしたく地方自治法第162条

の規定により、当市議会の御同意をお願いするもの

であります。 

よろしくお願いいたします。 

○工藤英治議長 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決いたします。 

 それでは、お諮りいたします。 

 本件は、原案に同意することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第40号は同意することに決定をいた

しました。 
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 ここで、ただいま同意決定いたしました川田昌弘

副市長から御挨拶いただきます。 

 副市長。 

○川田昌弘副市長 －登壇－ ただいま副市長選任

の御同意をいただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

市政の発展のために山積する行政課題、そして重

要懸案事項の解決に向け、心新たに誠心誠意努力し

てまいります。 

 議員の皆様方には、引き続き御指導賜りますよう

お願いを申し上げ、まことに簡単ではありますが挨

拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第３、議案第41号網走

市教育委員会教育長の任命についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 議案第41号網走市教育

委員会教育長の任命についてでありますが、本市教

育委員会教育長の三島正昭は、平成31年３月31日で

任期満了となりますが、引き続き同氏を任命いたし

たく地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第１項の規定により、当市議会の御同意をお願い

するものであります。 

 よろしくお願いいたします。 

○工藤英治議長 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案に同意することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第41号は同意することに決定をいた

しました。 

 ここで、ただいま同意決定いたしました三島正昭

教育長から御挨拶いただきます。 

 教育長。 

○三島正昭教育長 －登壇－ ただいま教育長とし

て同意をいただきまして、深く感謝を申し上げます。 

今後も、本市の教育のさらなる充実・発展のため

に微力でありますが、全力で取り組んでまいる所存

でありますので、皆様方に御指導賜りますようにお

願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第４、諮問第１号人権

擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 諮問第１号、人権擁護

委員候補者の推薦についてでございますが、本市人

権擁護委員の黒沢武氏と鹿野聡子氏の両氏は、平成

31年6月30日で任期満了となりますが、引き続き両

氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、当市議会の御意見を求めるものであ

ります。 

 よろしくお願いをいたします。 

○工藤英治議長 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決いたします。 

 それでは、お諮りをいたします。 

 本件は、可と答申することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、上程中の諮問第１号は、可と答申するこ

とに決定されました。 

 

○工藤英治議長 次に、日程第５、その他会議に付

すべき事件１件を議題といたします。 

 本件は、付託事件の閉会中継続審査についてであ

りますが、既に印刷して配付のとおり、本会議で関

係委員会に付託した案件４件、既に付託されている

案件22件の合計26件は、それぞれ関係委員会から閉

会中継続審査の申し出がありましたので、これを承

認することにしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定されました。 

 

○工藤英治議長 以上で、本定例会の付議議件は全

て終了しました。 
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 それでは、本議会は、網走市議会第18期の議員に

とりまして実質的に最終議会となりますので、この

機会に市長から御挨拶を願うことにいたします。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 今定例会の閉会に当た

りまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 去る３月１日から本日まで、議員の皆様には統一

地方選挙を控え、何かと御多忙の中、御参集をいた

だき、本会議並びに各委員会において平成31年度予

算案を初め、関連議案や補正予算案など各種の重要

案件につきまして長期間にわたり、慎重な御審議を

いただき、いずれも原案どおり御決定をいただきま

したことに厚くお礼を申し上げます。 

会期中の審議を通しまして、皆様から賜りました

御意見・御提言につきましては、真摯に受けとめ、

今後の市政執行に遺漏なきよう十分配慮してまいり

たいと考えております。 

さて、議員の皆様におかれましては、本日が今任

期中における最後の議会になろうかと存じますが、

この４年間、市民生活向上のため尽力をされ、多大

な功績を残されましたことに深く敬意を表する次第

であります。 

今期議会は、私自身、市長就任２期目ということ

もあり、議員の皆様には、立場こそ違え市政の運営

に対し御協力をいただきながら、仕事をさせていた

だきました。改めて感謝を申し上げます。 

４年前、この議会での最後の御挨拶をさせていた

だきましたが、その際、現職で御逝去をされた岡本

議員の追悼や東日本大震災の発災、導水管の破裂に

よる大規模断水などが述べられており、その時間の

早さにただただ驚くばかりであります。 

この４年間を振り返りますとオホーツク流氷館の

リニューアルオープン、通年化された市民健康プー

ルのオープン、また地元特産品を返礼品とするふる

さと寄附に取り組み、この４年間で総額30億円を超

える全国からの多くの賛同をいただき、周産期医療

と小児医療の確保、出産・子育ての負担の軽減、保

育サービスの充実、地域による子供の居場所づくり、

子供たちの環境教育の充実などの施策に取り組むこ

とができ、この間、休日内科診療センターの設置、

こども医療費助成の範囲の拡大を開始いたしました。 

この４月からは、いせの里保育園と西部へき地保

育所が新たに開館し、いせの里保育園では病後児保

育が始まります。また、日本体育大学附属高等支援

学校が開校し、この４月には第３期の新入生を迎え

ます。多額の負債の象徴であった能取工業団地は、

土地売却やその活用により、その残高を２億円台ま

でに減らし、加えて再生可能エネルギー関連の企業

誘致を進め、現在、バイオマス発電の１号機の稼働

が始まったところであります。 

新たなごみ処分場の建設においては、八坂最終処

分場から明治地区に新しく整備をし、その供用が開

始となりました。市民の皆様には、ごみの分別に御

協力いただきながら、取り進めているところであり

ます。  

また、将来の人口動態を見据えながら「網走のま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地方創

生の事業にも取り組んできた４年でありました。 

オホーツク網走マラソンの開催も今期で実現し、

一昨年のランネット評価では、全国３位の高い評価

もいただいたところであります。 

そして、ことし開催されるラグビーワールドカッ

プ、日本開催に当たり、フィジーのナショナルチー

ムの公認キャンプ地として、また日本代表の事前キ

ャンプ地として当市が選ばれたところでもありまし

た。 

一方で、この間、ジャガイモシロシストセンチュ

ウ、ＪＲ北海道の路線維持問題、庁舎を初めとする

公共施設の耐震化への対応、道内空港の一括民営化

といった新たな問題が浮かび上がり、これらへの対

応を進めてきた今期４年ではなかったかと存じます。 

こうしたさまざまな課題が山積する中、これまで

議員の皆様を初め、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきながら、懸案事項に取り組むことができま

したことに改めて感謝と御礼を申し上げます。 

お聞きするところによりますと、今期限りで御勇

退をされる議員の皆様もおられるとのお話を伺いま

した。引退をされるお顔を浮かべますと、一抹の寂

しさを思うところではありますが、今後とも市政に

対します御協力と叱咤激励を賜れると存じます。 

また、引き続き御出馬される皆様におかれまして

は、めでたく御当選になり、再びこの議場でお目に

かかることができることを期待し、網走市の発展の

ためともに邁進できますことを心から祈念を申し上

げて、閉会の御挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○工藤英治議長 第18期議会の終了に当たり、私か

らも一言御挨拶を申し上げます。 

 平成27年の改選期から早くも４年、任期も実質終

了となりました。私にとりましても、この２年間、
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皆様方の御推挙をいただき議長に就任し、今日まで

議長の職務を務めることができました。これは一重

に議員皆様の御理解と御支援のたまものであり、ま

た、市長を初め理事者の皆様の御協力のおかげであ

ります。この場をおかりいたしまして、心から御礼

を申し上げる次第でございます。 

1983年、昭和58年、私が初当選した年、当時は21

人の働く仲間で１人の高齢者を支えている状況でご

ざいました。今では、３人の働く仲間で１人の高齢

者を支えていかなければなりません。 

また、デフレ状態が長く続き、経済が弱まってい

く速度が早まり、政府が借金を重ねても成長が難し

くなりました。社会保障費や地方交付税と消費税を

初めとする税負担の問題、少子高齢化の問題は、一

朝一夕には解決が難しいとの認識が広がり、大変厳

しい時代が到来したと思っております。 

今、政府は１億総活躍社会を目指していますが、

人生100年時代を迎え、若い人たちの負担を考える

とき、70歳を過ぎても働くことが普通になっていく

と考えております。働くことで、体を動かし健康に

生きられ、楽しく生きられることこそ生産性向上に

寄与でき、生きがいを感じ、そして年金で生活が豊

かに、また途中で挫折しても、セーフティネットが

カバーしてくれる、そのような安心・安定した社会

が求められているのではないかと思います。 

こうした中、市では人口減少のインパクト緩和を

狙いとし、地方創生総合戦略に取り組み、議会にお

いても特別委員会を設置し、種々意見を述べてまい

りました。また、今後の10年を期間として総合計画

も、これらの厳しい現状を踏まえた中で策定され、

市と市議会、そして市民が力を合わせて課題に取り

組んでいくことが、これまで以上に求められている

と思います。 

今期の市議会は、議会基本条例が施行された直後

の議会となり、条例の趣旨に沿い、二元代表制のも

と、議会としての責務を果たすべく、あるべき姿を

目指してのチャレンジ、試行錯誤の期であったかも

しれません。今後も、議会基本条例の趣旨に沿って、

新しい時代を意識し、世界が、日本がどのように変

動・変化しても即応し、市民生活が楽しめる明るい

まちであるため、合議責任と議決責任を明確にし、

効率的でわかりやすい議会運営がなされることを願

ってやみません。 

ことしは、亥年の選挙年です。今期を最後に、御

勇退される議員の皆様におかれましては、長い間、

網走市の発展と市民の幸せのために御尽力されまし

たことに対し、深甚より敬意を表するとともに、今

後はますます健康に御留意をされまして、当市発展

のため、市井の政治家として活躍を御期待申し上げ

ます。 

さらに、来期に向けて、立起を予定されている各

位におかれましては、全員が当選され、再びこの議

場でお会いできますよう御健闘お祈り申し上げまし

て、甚だ措辞でございますが、実質最後の議会に当

たり、御礼の御挨拶にさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

○工藤英治議長 これをもって、閉会といたします

が、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 皆様、大変御苦労さまでございました。 

 ありがとうございます。 

午後２時25分散会 
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